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Ⅰ 調査の概要  
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（１）調査の目的 

 

本調査は、平成３０年度から平成３４年度を計画期間とする「伊勢原市第５次総合

計画後期基本計画」の策定にあたり、本市を取り巻く環境変化の把握や近隣自治体と

の比較、これまでの施策の取組と成果、及び市民ニーズの把握等により施策の課題を

分析し、今後の施策の方向性を検討するにあたっての基礎資料とすることを目的とし

ています。 

 

 

（２）調査の構成等 

 

本報告書は、「後期基本計画の策定に向けた基礎的な条件」と「分野別の課題整理

と今後の視点」及び調査に関連する付属資料で構成しています。 

「後期基本計画の策定に向けた基礎的な条件」では、本市の人口と世帯の推移、土

地利用の状況、財政状況、及び後期基本計画策定に向けて考えられる「まちづくりの

課題」等について総括的にまとめ、全市的な現状と課題を把握しています。 

 

 

＜後期基本計画の策定に向けた基礎的な条件＞ 

 

  

全市的な現状と課題
の把握 

・人口と世帯の推移 

・土地利用の状況 

・財政状況 

・後期基本計画策定に向けて考えられる
「まちづくりの課題」 
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「分野別の課題整理と今後の視点」では、本市を取り巻く潮流と考察、県内都市と

の比較による考察、前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果、及び市民意

識調査による市民ニーズの把握の４つの視点から分野別に本市の現状や課題を把握

し、今後の方向性に係る視点を提示しています。 

 

 

＜分野別の課題整理と今後の視点＞ 

 

  

分野別の現状と課題
の把握 

・本市を取り巻く潮流と考察 ※１ 

・県内都市との比較による考察 

・前期基本計画期間における施策別の 
主な取組と成果 

・市民意識調査による市民ニーズの把握 

今後の方向性に係る視点 

※１：考察にあたっては、主に次の視点を踏まえ、とりまとめを行っています。 

・前期基本計画策定後の国県の制度改正 

・前期基本計画の施策に係る内部評価で把握された環境変化と施策推進上の課題 

・市長政策 
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Ⅱ 後期基本計画の策定に向けた

基礎的な条件 
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（１）人口と世帯 

 

ア 人口の推移 

 我が国の人口は、昭和４２年に１億人の大台に到達した以降も増加を続けていま

したが、平成２０年以降、減少局面に入っています。 

平成２７年の国勢調査による１０月１日現在の総人口は１億２７１１万人となり、

前回調査（平成２２年）に比べ９４万７千人減少し、大正９年の調査開始以来、初

めての人口減少となっています。 

こうした中、本市の人口は、平成１３年９月に１０万人を超え、その後は、ほぼ

横ばい基調で推移しています。平成２８年１月現在の本市の人口は１０１，５１９

人となり、平成２２年度に第５次総合計画の策定に際して行った将来人口推計に比

べ、約２千人多くなっています。 

しかし、少子高齢社会の進展により出生者数は減少し、死亡者数は増加してくる

ことから、今後、総人口は減少していくことが予測されます。【図１】 

 

図１ 総人口の推移と将来人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（各年１月１日現在） 

出典：伊勢原市「第５次総合計画」、「月報いせはら」 
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イ 年齢３区分別人口の動向 

 平成２７年１月１日現在における本市の年齢３区分別人口の構成割合は、年少人

口０～１４歳）が１２．８％、生産年齢人口（１５～６４歳）が６３．７％、老年

人口（６５歳以上）が２３．５％でした。 

 平成２２年の国勢調査結果に比べ、年少人口及び生産年齢人口割合が減少する一

方で老年人口割合は増加しており、本市においても少子高齢化が着実に進展してい

ます。 

なお、総人口に対し６５歳以上の高齢者人口が占める割合が２１％を超えた社会

を世界保健機構（WHO）は、「超高齢社会」と定義しており、本市においては概ね

第５次総合計画のスタートと時を同じくして、この超高齢社会に突入しています。 

本市が今後も都市の活力を維持していくためには、人口を可能な限り維持すると

ともに、バランスのとれた人口構成を確保することが望まれます。【図２】 

 

図２ 年齢３区分別人口構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （各年１月１日現在） 

出典：伊勢原市「第５次総合計画」、「月報いせはら」 
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ウ 長期的な将来人口推計 

 「国立社会保障・人口問題研究所」が平成２５年３月に行った将来人口推計では、

本市の人口は、今後、緩やかに減少することが見込まれており、平成５２年（２０

４０年）には８万７千人程度になると見込まれています。 

 また、年齢３区分別人口では、１５歳未満の年少人口と１５～６４歳の生産年齢人

口の減少が見込まれる一方で、６５歳以上の老年人口は増加を続けることが見込ま

れており、平成５２年（２０４０年）には３人に１人が６５歳以上になると予測さ

れています。【図３－図６】 

 

図３ 国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計における 

総人口及び年齢３区分別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3 月推計）」 



 

9 

 

図４ 昭和５５（１９８０）年 人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 平成２２（２０１０）年 人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 平成５２（２０４０）年 人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：総務省統計局「国勢調査」 

出典：総務省統計局「国勢調査」 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3 月推計）」 
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エ 人口動態 

 本市の人口動態は、少子高齢化が進展する中、近年の自然増減数（出生・死亡）

は、平成１９年の３４８人を境に概ね減少を続け、平成２７年には、死亡数が出生

数を上回る自然減となりました。 

その一方で、社会増減数（転入・転出）は、平成１７年以降、転出者数が転入者

数を上回る社会減の期間が続いていましたが、平成２６年に増加に転じ、平成２７

年は自然減による減少を補うなど、近年における本市の人口の維持、増加の要因と

なっています。【図７】 

 

図７ 人口動態（社会増減数及び自然増減数）の推移 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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オ 人口流動 

本市の平成２２年国勢調査結果における昼間人口は９３，６１５人、夜間人口は

１０１，０３９人でした。昼夜間人口比率は９２．７で７，４２４人の流出超過と

なっています。【図８】 

昼間人口は増加傾向にあり、平成２年の国勢調査から２０年間で約１４，０００

人増加しました。夜間人口も一貫した増加傾向を示しているものの、平成７年以降

は昼間人口の伸びが上回り、昼夜間人口比率は微増傾向にあります。【表１】 

また、主な流入元・流出先を見ると、近隣３市の中では、秦野市及び平塚市は流

入が流出を上回っていますが、厚木市は流出が上回っています。【表２】 

 

 

図８ 昼夜間人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 昼夜間人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

実数（人） 増減率（％） 実数（人） 増減率（％）

H2 89.0 ▲ 9,819 79,748 ― 89,567 ―

H7 89.0 ▲ 10,752 87,368 9.6 98,120 9.5

H12 91.5 ▲ 8,449 91,094 4.3 99,543 1.5

H17 91.2 ▲ 8,866 91,703 0.7 100,569 1.0

H22 92.7 ▲ 7,424 93,615 2.1 101,039 0.5

昼夜間
人口比率

流出人口
昼間人口 夜間人口

※昼夜間人口比率＝昼間人口÷夜間人口×１００（％） 

出典：総務省統計局「国勢調査」 

出典：総務省統計局「国勢調査」 
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表２ 主な流入元・流出先 

 

  

順位

１位 秦野市 5,099人 厚木市 9,798人

２位 平塚市 4,507人 平塚市 3,989人

３位 厚木市 3,873人 秦野市 2,565人

４位 横浜市 1,417人 横浜市 2,413人

５位 相模原市 1,169人 海老名市 1,148人

流入元 流出先

出典：総務省統計局「平成２２年国勢調査」 
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カ 世帯数と世帯人員数の動向 

 本市の世帯数は、平成２７年国勢調査結果では、約４３，０００世帯となり、平

成２２年の国勢調査結果と比べ、約１，９００世帯増加しました。さらに今後、平

成３４年には約４５，８００世帯まで増加することが見込まれています。 

 また、１世帯あたりの平均世帯人員数は、核家族化の進展や独居高齢者をはじめ

とする一人暮らしの世帯の増加から、平成２２年に２．４５人であったものが、平

成２７年には２．３６人まで減少し、さらに今後、平成３４年には２．１１人へと

減少すると予測されています。【図９】 

 

図９ 世帯数と世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（各年１０月１日現在） 

出典：伊勢原市「第５次総合計画」、「月報いせはら」 
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（２）土地利用 

 

ア 利用区分別土地利用状況 

 平成２６年１０月における本市の土地利用の状況は、市域面積５，５５６ｈａの

うち、森林が２，０５４ｈａ（全体比３７％）で最も多く、以下、住宅の

７４５ｈａ（全体比１３％）、畑の７０４ｈａ（全体比１３％）と続いています。【図

１０】 

 土地利用面積の５年間における推移を見ると、農地が一貫して減少を続けており、

５年間で３３ｈａ減少しています。その一方で、住宅は微増で推移しており、５年

間で１６ｈａ増加しています。【表３】 

 

図１０ 利用区分別土地利用面積割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 利用区分別土地利用面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：ha

田 畑

H22 5,552 417 725 2,048 ― 99 441 729 61 222 811

H23 5,552 414 722 2,048 ― 99 443 732 61 222 809

H24 5,552 412 718 2,048 ― 99 444 736 61 221 812

H25 5,552 410 712 2,054 ― 98 445 739 64 219 813

H26 5,556 405 704 2,054 ― 98 446 745 62 223 819

※上記各数値は、小数点以下を四捨五入しているため、計とその内訳が一致しない場合がある。 各年１０月１日時点

道路 住宅 工場 店舗等 その他市域面積
農地

森林 原野 河川等

（平成２６年１０月１日現在） 

出典：神奈川県「土地統計資料」 

出典：神奈川県「土地統計資料」 



 

15 

 

イ 市街化区域及び市街化調整区域 

 本市では、市域全体５，５５６ｈａのうち、２１．２％（１，１７９ｈａ）が市

街化区域（すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計

画的に市街化を図るべき区域）に、残りの７８．８％（４，３７７ｈａ）が市街化

調整区域（市街化を抑制すべき区域）に指定されています。 

 住宅、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めている用途地域では、

低層住宅の良好な生活環境を守るための地域である第一種低層住居専用地域（３１

２ｈａ）が一番多く、次いで、第一種中高層住居専用地域（２１６ｈａ）、第一種住

居地域（１９９ｈａ）と続いています。【表４】 

 

表４ 市街化区域及び市街化調整区域等面積 

 

 

 

  

面積（ha） 比率（％）

都市計画区域 5,556 100.0

市街化区域 1,179 21.2

市街化調整区域 4,377 78.8

第一種低層住居専用地域 312 26.5

第一種中高層住居専用地域 216 18.3

第二種中高層住居専用地域 33 2.8

第一種住居地域 199 16.9

第二種住居地域 104 8.8

近隣商業地域 24 2.0

商業地域 40 3.4

準工業地域 83 7.0

工業地域 64 5.4

工業専用地域 104 8.8

計 1,179 100.0

種　別

区
域
区
分

用
途
地
域

（平成２８年１月１日現在） 

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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ウ 地価 

 平成１８年から平成２７年にかけての１０年間について、住宅地の公示価格の平

均価格を見ると、横浜市や川崎市など一部の市では平均価格の上昇が見られますが、

県内の多くの市において下落傾向となっています。 

 本市の地価も下落傾向にありますが、近年は下落率が縮小する傾向にあります。 

 なお、本市の平均地価の平成１８年及び平成２３年から平成２７年までの増減推

移は、近隣市の厚木市及び平塚市とほぼ同様の傾向を示しています。【表５】 

 

表５ 公示価格の平均価格の推移（住宅地） 

  （単位：千円／平方メートル）

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
増減率

H18→H27
増減率

H23→H27

横浜市 214.4 227.9 236.4 219.6 214.9 212.3 211.6 210.1 214 217.6 1.5% 2.5%

川崎市 237.4 256.4 265.9 245.6 242.7 240.9 242.3 245.2 249.5 252.9 6.5% 5.0%

相模原市 142.2 135.7 139.3 134.2 131 132.9 131.5 129.1 130.7 131 -7.9% -1.4%

横須賀市 139.9 141.1 142.5 136.4 133.4 130.6 128.6 123.6 122.6 121.2 -13.4% -7.2%

平塚市 152.6 153.1 155.7 150.6 148.1 145.5 144 131.3 130.3 129.3 -15.3% -11.1%

鎌倉市 200.2 207.6 218.1 208.1 204.9 202.9 200.1 192.1 192.6 193.1 -3.5% -4.8%

藤沢市 198.8 208.5 217.7 207.5 204.5 202.7 201.3 200.5 202.5 203.8 2.5% 0.5%

小田原市 135.4 133.6 134 130 127 124.3 125 111.9 110.6 109.4 -19.2% -12.0%

茅ケ崎市 193.5 203.5 214.6 204.8 202.4 200.6 200 180.7 185.8 187.9 -2.9% -6.3%

逗子市 176.6 179.1 185.1 176.4 173.4 171.1 177.3 176.7 172.9 172.3 -2.4% 0.7%

三浦市 123.5 122.5 121.8 117.3 113.6 110.1 106.6 87.9 83.9 79.8 -35.4% -27.5%

秦野市 117.1 116.7 117.5 112.1 109.6 107.7 106.5 89.8 89.3 90.7 -22.5% -15.8%

厚木市 130.8 132.7 134.9 130 128 126.3 125.2 111.7 112.4 111.8 -14.5% -11.5%

大和市 179.7 183.3 187.8 180.4 177.4 175.3 173.5 166.5 167.5 167.6 -6.7% -4.4%

伊勢原市 126.9 128.5 130.1 125.6 123.4 122.1 120.6 109.1 108.6 108.4 -14.6% -11.2%

海老名市 154.3 153.1 155.5 150 147.6 145.6 145.4 137.6 138.4 138.9 -10.0% -4.6%

座間市 160 162.3 164.8 158.3 155 153.1 150 139.8 140 143.2 -10.5% -6.5%

南足柄市 115.6 114.4 113.6 108.8 103.9 99.7 96.6 71.7 69.6 67.2 -41.9% -32.6%

綾瀬市 139.8 140.2 142.3 137.2 134.7 132.7 131.8 120.1 120.4 115.9 -17.1% -12.7%

出典：神奈川県「かながわ地価レポート」 
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（３）財政状況 

 

ア 前期基本計画期間における財政見通しへの対応 

前期基本計画期間における一般会計の財政見通しでは、平成２５年度から平成２９

年度までの５か年で、約３０億円の財源不足が見込まれていました。【図１１】 

こうした厳しい財政見通しの中、財政健全化を図りつつ、第５次総合計画を着実に

推進するという基本的な考えの下、新たな財源の確保や、予算計上事業の優先順位付

けと費用対効果の最適化、さらには臨時財政対策債の活用等により各年度の予算を編

成し、計画財源と総合計画の実効性を確保してきました。【表６、７】 

 

図１１ 前期基本計画期間における財政見通し（一般会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 一般会計の推移（Ｈ２５－Ｈ２８年度） 

単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：億円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

歳入 287.86 294.49 295.17 293.94 294.86

歳出 287.81 299.72 300.63 302.17 306.50

財源不足額 0.05 -5.23 -5.46 -8.23 -11.64

-30.51５年間の財源不足額

275.00

280.00

285.00

290.00

295.00

300.00

305.00

310.00

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

歳入

歳出

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

15,697,344 16,188,363 16,622,999 16,439,860

211,157 201,876 211,805 201,000

1,360,793 1,510,582 2,243,066 2,078,716

729,835 653,241 692,442 567,571

6,258,992 6,383,941 6,757,487 6,965,109

2,084,100 2,289,200 1,696,000 1,801,700

2,493,397 2,508,513 2,663,389 2,954,740

28,835,618 29,735,716 30,887,188 31,008,696

6,204,016 6,374,495 6,336,300 6,311,317

3,778,199 4,085,075 4,206,625 4,242,701

187,671 192,004 194,997 195,623

6,554,612 7,069,650 7,596,986 7,759,504

1,749,747 1,882,010 1,849,840 1,930,728

1,948,825 2,094,485 2,113,969 2,931,199

2,683,887 2,657,678 2,637,834 2,729,221

3,918,681 3,949,245 4,114,862 4,238,465

803,721 458,051 770,833 451,579

27,829,359 28,762,693 29,822,246 30,790,337

1,006,259 973,023 1,064,942 218,359

歳出計

歳入－歳出①

歳入計

歳出

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

補助費等

普通建設事業費

公債費

繰出金

その他

項目

歳入

市税

譲与税

交付金

地方交付税

国・県支出金

市債

その他

出典：伊勢原市経営企画課 

※Ｈ２５－Ｈ２７年度は、決算額。Ｈ２８年度は、平成２８年１０月時点の決算見込額 

出典：伊勢原市財政課 
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表７ 前期基本計画計上事業における充当一般財源内訳（Ｈ２５－Ｈ２８年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｈ２５－Ｈ２７年度は、決算額。Ｈ２８年度は、平成２８年８月時点の決算見込額（特別会計を含む） 

 

 

 

 

  

○計画ベース （単位：百万円）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

経常的経費として扱う事業 3,948 813 1,049 1,107 979

臨時的経費として扱う事業 2,184 506 504 567 607

計 6,132 1,319 1,553 1,674 1,586

○実績ベース （単位：百万円）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

経常的経費として扱う事業 3,381 773 811 839 958

臨時的経費として扱う事業 2,104 234 535 703 632

計 5,485 1,007 1,346 1,542 1,590

経費区分 計画充当財源
年度内訳

経費区分 計画充当財源
年度内訳

出典：伊勢原市経営企画課 
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イ 今後の財政状況 

本市では、現在、財政の健全化と行財政基盤の強化を図るため、財政健全化計画及

び第四次行財政改革推進計画に基づく事務事業の見直しや、計画的な定員管理による

歳出の効率化を推進するとともに、市税等の徴収体制強化による自主財源の確保等の

取組を進めています。 

また、第５次総合計画の推進等により、地域経済の活性化や、まちの活力の維持向

上を図るための施策を推進し、税源の涵養に努めているところです。 

その一方で、本市の歳入の根幹である市税の状況は、平成２６年度以降は回復傾向

にあるものの、個人市民税及び法人市民税は、平成２０年秋のリーマンショック前の

状態まで回復できておらず、景気の先行きの不透明感や人口構成における生産年齢人

口の減少等により、税収の大幅な増収は期待できない状況です。【図１２】 

また、歳出においては、少子高齢社会の進展等により、扶助費や社会保障関連の特

別会計に対する繰出金が増加傾向にあり、今後もこれらの社会保障関連経費の増加が

見込まれます。 

さらに、本市においては、人口増加が著しい昭和４０年代から５０年代にかけて多

くの公共施設等を集中的に整備してきたことから、多くの建物が築後３０年以上経過

する中、今後、施設の多機能化や複合施設化、インフラの長寿命化など、総合的な取組

が求められるとともに、施設の大規模改修や更新、維持管理経費が市の財政を圧迫する

ことが懸念されています。 

こうしたことから、本市の財政状況は、今後も厳しい状況が続くものと予想されま

す。【図１３】 

 

図１２ 市税の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市財政課 
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図１３ 一般会計 性質別経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市財政課 
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（４）後期基本計画策定に向けて考えられる「まちづくりの課題」 

第５次総合計画策定時に捉えた「社会環境変化からみたまちづくりの課題」を踏まえ、

その後の社会環境の変化や、昨年度に実施したまちづくり市民意識調査の結果及び前期

基本計画に計上する施策の評価結果等から、後期基本計画期間において対応が求められ

るまちづくりの課題を整理し、施策の見直しを進めます。 

 

ア 「暮らし力」に関する主なまちづくりの課題 

少子高齢化の進展により、現役世代の社会保障負担や、高齢者を中心とした医療・

介護需要の増加など、市民の暮らしへの様々な影響が懸念されています。 

このため、いわゆる団塊の世代が後期高齢者(７５歳以上)に達する２０２５ 年（平

成３７年）の到来を見据え、市民の健康づくり支援、スポーツの振興、生きがいづく

りや介護予防の取組等を推進し、市民の健康寿命の延伸と、急増が懸念される社会保

障関連経費の抑制を図る必要があります。 

また、地域コミュニティの希薄化が指摘される中、増加が予想される、ひとり暮ら

しの高齢者を地域で支える仕組みづくりや、判断能力が不十分な高齢者や障害者の権

利擁護の推進、支援を必要とする高齢者の増加に対応する地域包括ケアシステムの充

実等を図る必要があります。 

さらには、本市が、働き盛りの世代から居住の場として選択されるため、切れ目の

ない子育て支援体制の構築や仕事と子育ての両立支援など、子どもを安心して産み育

てられる環境づくりを進めるとともに、小中学校においては、社会のグローバル化や

ＩＴ化、社会問題化している「いじめ」問題等に対応する、きめ細やかな学習・生活

指導の充実や教育環境の整備等を推進することが必要となります。 

なお、ひとり親世帯の増加等を背景に子どもの貧困が社会的な問題となっています。

子どもたちが将来に希望を持って成長することができる環境を整えることも求めら

れています。 

 

イ 「安心力」に関する主なまちづくりの課題 

東日本大震災や昨年に発生した熊本地震など、近年の大規模な災害の発生等を受け、

市民の安全・安心な暮らしへのニーズは、一層高まっているものと推察されます。 

このため、大規模な自然災害や、感染症など危機事態への対応として、地域防災力

の強化や新たな被害想定に対応した公的備蓄の推進、災害に強い基盤の整備など、総

合的で実行性のある防災対策と危機対応力の強化が求められています。 

また、犯罪に対する不安への対応が求められています。特に、多発する高齢者に対

する振り込め詐欺や、ひったくり、盗難などの街頭犯罪による被害を未然に防止する

ため、防犯意識の啓発や地域における防犯活動、そして、犯罪抑止のための環境整備

が必要となります。 

さらには、市内においても、今後のまちづくりに様々な影響を及ぼすと考えられる、

空き家の増加が見込まれることから、総合的な空き家対策を進める必要があります。 

また、近年、救急出動件数が増加傾向にあります。平成３０年度における新東名高

速道路等の新たな広域幹線道路の開通を見据え、市域における消防・救急体制の整備

も必要となります。 
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さらには、人口減少社会の進展等を背景に、女性の潜在的能力の発揮が求められて

います。男女が、社会の対等な構成員として様々な分野に参画できる環境を整えると

ともに、仕事と生活の調和を図るための環境づくりを推進することが必要です。 

また、２０２０年（平成３２年）には、東京オリンピック・パラリンピック競技大

会が開催されます。こうした国際的な競技大会の開催を控え、国際交流の促進と多文

化共生社会の推進も求められています。 

 

ウ 「活力」に関する主なまちづくりの課題 

人口減少社会の進展により、若年層を始め、今後の地域産業を支える人材の

不足や生産性の低下が懸念されています。 

また、市内の就業者や購買層の減少により、地域の経済規模が縮小していく

ことも懸念されています。 

その一方で、新東名高速道路、国道２４６号バイパスの整備、インターチェ

ンジの設置により、遠方からの観光客の増加や新たな企業立地などによる経済

効果が期待されています。 

このため、新たな産業用地の整備に伴う優良企業の誘致を推進するとともに、

産業の高度化や既存企業の再投資、地域資源から新たな価値を生み出すための

事業者間、産学官のネットワークの形成促進などによる既存産業の活性化、さ

らには、伊勢原駅北口周辺地区の市街地整備による商業・業務機能の充実や交

流人口の増加促進など、地域経済の活性化を図る取組が求められています。 

なお、平成２８年度には、文化庁が創設した日本遺産に「大山詣り」が認定

され、本市の歴史・文化資源に多くの注目が集まっています。地域経済の活性

化を図るため、こうした地域資源の有効活用や、２０２０年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会の開催を契機とした国際観光地づくりの推進も必

要となります。 

本市の農業においては、従事者の高齢化や担い手不足、有害鳥獣による農作

物被害などにより、耕作放棄地が増加傾向にあります。農地の効率的な利用の

促進や農産物のブランド化、６次産業化などの取組のほか、都市近郊型の農業

の利点も生かした取組を推進することにより、農業所得を向上させ、農業の活

性化を図る必要があります。 

また、市のイメージアップのための効果的な情報発信に取り組み、多くの交

流が生まれる魅力あるまちにしていくことが必要となります。 

さらには、まちに新たな活力を生み出すための起業・創業支援や、シニア世

代や女性等の就労支援の推進も望まれます。 

 

エ 「都市力」に関する主なまちづくりの課題 

人口減少・超高齢社会の到来や財政制約などにより、様々な分野において、これま

での制度や枠組みの見直しが迫られています。 

都市においては、中心市街地の空洞化や地域の衰退などが進み、公共交通機関など

の都市機能や、地域コミュニティの機能維持が困難になることが懸念されます。 
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このため、市民と協働した良好な景観形成など、地域の特性を生かしたまちづくり

を推進し、地域の魅力向上を図るとともに、歩行空間や公共交通のバリアフリー対策、

公共交通の利便性の向上、そして、移動が困難な高齢者等に対する交通施策を推進し、

安全で快適な都市機能の維持、充実を図る必要があります。 

また、都市機能の向上を図るための基盤施設整備が引き続き求められる一方で、昭

和４０年代から５０年代に整備された公共施設や道路、公共下水道等のインフラの老

朽化が進んでおり、その維持、更新費用の増大が懸念されています。 

このため、広域幹線道路の整備促進や市域の道路ネットワークを形成する幹線道路

等の都市基盤施設の整備推進とともに、公共施設の効率的な維持管理や長寿命化への

対応、そして、施設の役割や機能の再整理等が必要になります。 

さらには、地球規模の環境問題への対応が求められています。省資源化、省エネル

ギー化に配慮した社会の構築など、自然環境と調和するまちづくりが必要となります。 

 

オ 「自治力」に関する主なまちづくりの課題 

高齢化の進展に伴い、社会保障関連経費は更なる増加が見込まれる一方で、公共サ

ービスに対するニーズは多様化・高度化し、本市の財政は引き続き厳しい状況が続く

ことが予測されます。 

このため、行財政改革の推進による財政構造の適正化や自主財源の確保に対する取

組を進めるなど、行政運営の効率化・財政の健全化を図るとともに、ＩＴ技術を活用

した行政サービスの拡大や近隣都市との広域連携を推進し、効率的で効果的な市民サ

ービスの提供を維持、充実していくことが必要となります。 

また、市民、地域、企業、団体などに地域の一員としての役割を担ってもらう一方

で、行政は、新たなニーズへの対応や、市民協働及び地域の住民が地域の課題を自ら

解決していく仕組みづくりを行うなど、市民、地域、企業、団体などと一体となり、

「支え合い・つながり」を構築、強化していく取組が必要となります。 
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（５）総合計画と総合戦略の関係 

本市では、人口の現状と将来の展望を提示する「伊勢原市人口ビジョン（以下、「人

口ビジョン」という。）」と、人口ビジョンで捉えた「人口の将来展望」を実現するため

の５か年の具体的な施策を位置づける「伊勢原市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以

下、「総合戦略」という。）」を平成２７年度に策定しました。 

本市の総合戦略は、第５次総合計画の目指す「しあわせ創造都市」の実現に向けた、

人口減少や地域経済縮小の克服等の課題に対応するための「まちづくり」を補完する計

画として策定しています。 

また、その計画期間は、平成２７年度から平成３１年度までの５か年であり、一部が

第５次総合計画後期基本計画の計画期間と重複することから、今後の後期基本計画の策

定にあたっては、総合戦略に掲げる施策及び主な取組との整合に留意する必要がありま

す。 

  

 

総合計画 

基本構想（１０年） 

計画期間：Ｈ２５年度－Ｈ３４年度 

基本計画（５年） 

中期戦略事業プラン（３年・２年） 

 

 

〈基礎的な条件〉人口動向の分析と推計 

→「現在の人口を可能な限り維持する。」 

 

計画推進 

活力 

 

自治力 

都市力 

暮らし

力 

まち・ひと・しごと創生 

人口ビジョン（４５年） 

2060 年における人口の中長期展望 

総合戦略（５年） 

計画期間：Ｈ２７年度－Ｈ３１年度 

 

しごと 

まち 

ひと 

人口減少対策 

地域経済活性化 

総合計画策定時における基

本認識を踏まえ、人口ビジ

ョンを策定 

総合計画と総合戦略との関連 

 

 

 

安心力 

出典：伊勢原市経営企画課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 分野別の課題整理と今後の視点 
 

 



１ 暮らし力 
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基本政策１－１ 健やかに生き生きと暮らせるまちづくり 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■医療需要の増加と健康づくり支援の必要性 

◇わが国の平均寿命は世界で高い水準にあるものの、急速な高齢化に伴って、疾病構造

も変化し、がん（悪性新生物）、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、COPD（慢性閉塞性肺

疾患）等の生活習慣病が増加しています。 

◇国民健康保険給付費、介護保険給付費はともに増加しており、今後も増加が見込まれ

るため、制度を維持していく上での課題となっています。【図１４】 

◆このため、医療及び介護保険に係る公的負担を適正化し、社会保障制度を維持してい

くため、市内の医療機関との連携強化を図るとともに、運動機会の提供や食生活に関

する知識の普及啓発、及び健康診査の促進等を総合的に推進し、市民の健康寿命の延

伸を図る必要があると考えられます。 

◇本市における三大死因別死亡者数（がん（悪性新生物）、心疾患、脳血管疾患）をみ

ると、がん（悪性新生物）による死亡者数は増加傾向にあり、市内全体の死亡者数の

約３割を占めていますが、がん検診の受診率は国基準対象者の１３．６％（平成２７

年度）と低い状態あります。【図１５】 

◇平成２７年度神奈川県の国民健康保険における主な生活習慣病の医療費占有率にお

いて、本市は糖尿病の占有率が５．９４％と県内１９市中で、最も高い数値になって

います。【図１６】 

◆このため、さらなるがん検診の受診勧奨に努めるとともに、血糖値に関するセミナー

を開催する等、糖尿病の予防に向けた取組を推進する必要があると考えられます。 

◇国では、医療及び介護保険に係る公的負担の適正化や、介護人材の不足の解消に向け

て、医療・介護・健康分野での ICT の利活用の推進を掲げています。 

◆このため、KDB（国保データベース）の分析・活用を図るとともに、ICT を活用し、

市民の健康づくりを効果的に支援する必要があると考えられます。 

◇健康的な生活習慣のため、運動や食生活とともに、バランスのとれた生活リズムやス

トレスを上手に発散するこころの健康を保つことが注目されています。 

◇また、平成２８年に「自殺対策基本法」が改正され、地方自治体に対して地域の実状

を勘案した、自殺を防ぐための計画の策定が義務付けられることとなりました。 

◆このため、こころの健康に関しての相談・普及啓発や人材育成を推進するとともに、

依然として大きな社会的問題である自殺対策について、本市においても地域レベルの

実践的な取組を推進する必要があると考えられます。  
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図１４ 国民健康保険給付費・介護保険給付費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 三大死因別死亡者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「国民健康保険事業特別会計款別決算額調書、 

介護保険事業特別会計款別決算額調書」 

出典：神奈川県「衛生統計年報」 
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図１６ 全疾病の医療費の内、糖尿病が占める医療費の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（平成２７年度） 

出典：神奈川県「国民健康保険における主な生活習慣病の医療費」 
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■安心して適切な医療が受けられる地域医療体制の必要性 

◇地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（医療介護総合確保推進法）の施行により、神奈川県では、団塊の世代が７

５歳以上になる２０２５年に向け、将来不足する病床機能の確保及び病床機能等の連

携体制の構築に向けた長期的な取組の方向性を示す「神奈川県地域医療構想」を策定

しました。 

◇本市は、人口１０万人あたりの医師数及び一般病院病床数が共に県内１９市中第１位

となっています。また、市内には、医科・歯科をはじめ様々な診療所や病院が立地し、

市民の幅広い医療ニーズに対応した医療資源が整っています。【図１７・１８】 

◇市内には、休日夜間急患診療所等の初期救急医療から、入院治療を要する患者を受け

入れる二次的医療、生命の危機に瀕している重篤な救急患者に対応する三次救急医療

機関が立地し、ほぼ市域内で完結できる救急医療環境に恵まれています。 

◆このため、救急医療環境を維持するための支援を推進するとともに、市民が必要な時

に適切な医療が受けられるよう、市民の医療需要の動向を踏まえ医療環境の維持を図

る必要があると考えられます。 

図１７ 人口１０万人あたりの医師数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８ 人口１０万人あたりの一般病院病床数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２６年１０月１日時点） 

出典：神奈川県「衛生統計年報」 

（平成２６年１０月１日時点） 

出典：神奈川県「衛生統計年報」 
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■誰もが安心して暮らせる地域福祉の必要性 

◇近年の少子高齢化の進展や核家族化、ライフスタイルの多様化等により、家庭や地域

における扶助機能が低下している中、福祉に対するニーズは多様化しており、公的な

福祉サービスだけでは対処しきれない新たな問題が生じています。 

◇平成２７年に実施された国勢調査では、国全体において、６５歳以上男性の８人に１

人、６５歳以上女性の５人に１人がひとり暮らしとなっています。 

◇本市においても、ひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦世帯が増加しており、平成   

１７年と平成２７年の比較では、ひとり暮らしの高齢者は約２．２倍、高齢者夫婦世

帯は約１．７倍となっており、高齢者の社会的な孤立が懸念されます。【図１９】 

◇また、身体、知的及び精神障害者の認定を受ける件数が年々増加しています。 

【図２０】 

◆このため、市民、行政、事業者が連携した支え合いの仕組みづくりの構築を図るとと

もに、共助に関する理解を促進する必要があると考えられます。 

◇高齢化の進展に伴う認知症高齢者の増加や、知的障害者及び精神障害者の地域での生

活を支援するため、成年後見制度の普及啓発や権利擁護を推進することが求められて

います。 

◆このため、判断能力が不十分な高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせる

よう、伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターを中心として成年後見制度の普及啓

発及び権利擁護を推進し、市民の権利が守られる環境づくりを推進する必要があると

考えられます。 

 

図１９ 高齢者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：総務省統計局「国勢調査」 
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図２０ 障害者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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■高齢者が活躍できる地域での生活支援の必要性 

◇わが国の平均寿命は、世界でも最高水準にあります。高齢期を迎えた団塊の世代が、

平成３７年（２０２５年）には後期高齢者となり、高齢化は急速に進展していきます。 

◆このため、支援を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で生活ができるよう、地域包

括ケアシステムの充実を図る必要があります。 

◇高齢者人口（６５歳以上）の増加に伴い、要介護等認定者数も年々増加を続けていま

す。【図２１】 

◆このため、要介護認定者数や認定率の上昇の抑制を目指し、介護予防事業を推進する

必要があります。 

◇平成２７年の国勢調査における本市の総人口に占める６５歳以上人口の割合は、

２４．２％と、国勢調査開始以来最も高い数値となっています。【図２２】 

◆このため、高齢者が社会的役割を持ち、生きがいを持って生活できるよう、多様な就

業機会やボランティア、教養趣味活動等の社会参加活動の機会の提供を推進するとと

もに、元気な高齢者が介護予防等のサービスの担い手となる仕組みづくりを推進する

必要があります。【図２３】 

◇高齢者の増加に伴い介護に関する相談は多様化、複雑化の傾向にあります。 

◆このため、市民に身近な介護の相談場所である、地域包括支援センターの運営体制を

充実させ、介護に関する相談内容の多様化、複雑化にきめ細かに対応する必要がある

と考えられます。 

 

図２１ 要介護等認定者数及び認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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図２２ ６５歳以上の人口割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２３ シルバー人材センターを介した実就労者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市介護高齢福祉課 

出典：総務省統計局「国勢調査」」 
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■障害者が自立し社会参加するための支援の必要性 

◇身体、知的及び精神障害者の認定を受ける件数が年々増加しています。【図２４】 

◇平成２４年４月に障害者自立支援法の一部改正により、相談支援体制が強化されまし

た。また、平成２５年４月に障害者自立支援法が、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に改正され、障害者の範囲に難病

患者が追加されました。 

◆このため、相談支援事業に引き続き取り組むとともに、複雑化、多様化する相談内容

に幅広く対応できるよう研修機会の充実等により相談員の資質を向上させ、相談支援

体制の強化を図る必要があると考えられます。 

◇民間企業に雇用される障害者は、社会全体として増加傾向にありますが、障害者雇用

率が未達成の企業もあります。 

◆このため、就労支援事業者や企業等と連携し、障害者の雇用の促進を図るとともに、

就労後の職場定着支援や生活支援も含めた就労支援体制の構築が必要であると考え

られます。【図２５】 

 

 

 

図２４ 障害者数の推移（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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図２５ 福祉施設利用者の一般就労への移行実績 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市障害福祉課 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○市民１人あたりの医療費は、県内１９市中の中で９番目に高くなっています。このた

め、市民の自主的な健康づくりを促し、さらなる医療費の抑制に努めることが必要で

あると考えられます。 

○人口１０万人あたりの三大死因による死亡者数は、県内１９市中８番目に低くなって

います。このため、さらなるがん検診の受診勧奨を推進するとともに、健康寿命の延

伸に向けた取組を推進することが必要であると考えられます。 

○本市には市民の幅広い医療ニーズに対応した医療環境が整っており、人口１０万人あ

たりの医師数は、県内１９市中１番多くなっています。このため、引き続き恵まれた

医療環境を維持し、市民の健康づくりに活用することが求められると考えられます。 

○第１号被保険者に占める要介護（要支援）認定を受けている方の割合は、県内１９市

中１０番目に高く、また、要介護（要支援）認定を受けている方一人あたりの介護保

険給付費は、県内１９市中９番目に高くなっており、ともに県内のほぼ中間の値とな

っています。このため、今後も介護予防の普及・啓発に努め、元気な高齢者を増やす

取組のさらなる推進を図り、一人あたりの給付費の増加の抑制に努めることが必要で

あると考えられます。 
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【出典】 

 ・１人あたりの医療費：厚生労働省「医療費の地域差分析」（平成２５年） 

・人口１０万人あたりの三大死因による死亡者数：神奈川県「衛生統計年報」（平成２６年）  

・人口１０万人あたりの医師数：神奈川県「衛生統計年報」（平成２６年） 

・第一号被保険者に占める要介護（要支援）認定者割合：厚生労働省「介護保険事業状況報告」

（平成２６年度） 

 ・要介護（要支援）認定者１人あたりの介護保険給付費：厚生労働省「介護保険事業状況報告」

（平成２６年度） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

１人あたりの
医療費 ９番目に高い 300,107円 302,087円

人口１０万人あたりの
三大死因による死亡者数 ８番目に低い 433.7人 473.7人

人口１０万人あたりの
医師数 １番多い 656.9人 227.3人

第一号被保険者に占める
要介護（要支援）認定者割合

１０番目に高い 15.5% 15.3%

要介護（要支援）認定者１人あたりの
介護保険給付費

９番目に高い 1,415千円 1,404千円
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

自ら取り組む健康づく

りの推進 

○若い世代から高齢者まで、誰もが健康で生き生きとした暮

らしができるように、市民が体力づくりや食生活改善に自

主的に取り組む環境や機会の提供を図りました。 

○疾病の予防や早期発見・早期治療に向けて、特定健康診査

や特定保健指導、健康増進法に基づく胃、大腸、肺、乳、

子宮がん検診等を行い、市民の健康の維持増進に取り組み

ました。 

  

安心できる地域医療体

制の充実 

○安定した救急医療環境を確保するため、一次から三次まで

の救急医療機関の救急医療体制づくりを支援しました。 

○また、地域医療の充実、医療水準の向上を図るため、伊勢

原協同病院の移転新築を支援しました。 

 

多様な連携による地域

福祉の推進 

○地域住民や団体等と連携した地域で支えあう仕組みづくり

は組織化が進みませんでしたが、地域福祉に関する講座を

開催し、共助の必要性について理解の促進を図りました。 

○高齢者や障害者の社会的孤立の防止については、地域の関

係団体、事業者等と協定の締結を進め、累計５２事業者と

地域見守り協定を締結しました。 

○また成年後見制度の利用促進に向け、その担い手としての

市民後見人の育成に取り組みました。 

 

高齢者の地域生活支援

の充実 

○高齢者の社会参加を促進し、生きがいを持って生活ができ

るように、シルバー人材センターの運営、教養趣味講座の

開催、老人クラブ活動の支援を図りました。 

○また、高齢者が元気に日常生活を送れるように、地域包括

支援センターと協力して介護予防教室の開催に取り組みま

した。 

 

障害者の地域生活支援

の充実 

○障害者の相談支援に対応するため、相談支援事業所を増設

するとともに、事業者の資質向上に向けた取組を実施し、

相談支援体制の強化を図りました。 

○また、障害者雇用促進に向け、企業、ハローワーク、就労

支援事業所等と連携し、地域の体制づくりを図りました。 

○日中一時支援事業については要綱を整備し、日中一時支援

事業所が医療的ケアの必要な重症心身障害児者を受け入れ

た際に、サービス費用の加算による財政支援を行いました。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ａ ０３ 多様な連携による地域福祉の充実 

Ｂ 

０２ 安心できる地域医療体制の充実 

０４ 高齢者の地域生活支援の充実 

０５ 障害者の地域生活支援の充実 

Ｃ ０１ 自ら取り組む健康づくりの推進 

 

施策「０２安心できる地域医療の充実」は、３７本の施策中で満足度、重要度ともに

最も高い結果となり、前回調査との比較では、満足度が大幅に向上しています。 

ここからは、市民の医療ニーズを市域内で満たすことができる医療環境が整っている

こと、さらには、伊勢原協同病院の移転新築支援の取組等が一定の評価を受けているこ

とが推察されます。 

施策「０４高齢者の地域生活支援の充実」、「０５障害者の地域生活支援の充実」は、

満足度、重要度ともに平均値よりも高い結果となりました。 

ここからは、高齢社会に対応した様々な福祉サービスの充実や障害者への相談支援を

はじめとする障害福祉サービスの充実が一定の評価を受けていることが推察されます。  

 施策「０３多様な連携による地域福祉の充実」は優先的課題領域であり、高齢者や障

害者等、すべての人が地域での暮らしを続けられるよう、さらなる施策の充実が必要で

あると考えられます。 

 施策「０１自ら取り組む健康づくりの推進」については、満足度は平均より高いもの

の、重要度が平均以下となっています。 

ここからは、健康づくりの場や機会の提供、検診等の取り組みが、一定の評価を受け

ていることが推察されますが、超高齢社会の進展を踏まえると、健康寿命の延伸を図る

ため、健康づくりに対する意識啓発を推進することが必要であると考えられます。  
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

 

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

健康づくりの推進 

○市民の健康寿命の延伸をめざし、本市の医療環境の活用

を図るとともに、市民の「食育」「健(検)診」「運動」「生

きがいづくり」支援に総合的に取り組む必要があると考

えられます。 

○市民が身近に運動できる機会を提供するとともに、健康

づくり支援の効果を高めるため、ICT の活用に取り組む

必要があると考えられます。 

○糖尿病等の生活習慣病を予防するため、関係機関と連携

し、ライフステージに応じた望ましい食生活改善等に取

り組むことが必要であると考えられます。 

○病気の早期発見、早期治療のため、健康診査、がん検診

の受診を推進する必要があると考えられます。 

○これらの健康づくり支援の取組により、国民健康保険に

係る医療費等、公的負担の軽減を図る必要があると考え

られます。 

○ストレスに対処する能力を高め、こころの病気を予防す

るため、こころの健康に関する取組を推進するととも

に、社会問題である自殺については、地域レベルの実践

的な対策を中心に取り組む必要があると考えられます。 

 

 

 

 

地域医療体制の充実 

○市民意識調査から、本分野に対する市民の関心の高さが

伺えます。満足度及び重要度の値が全ての施策の中で最

も高いことから、引き続き現在の医療環境の維持に努め

る必要があると考えられます。 

○また、市民がいつでも安心して適切な医療が受けられる

よう、救急医療体制の堅持に向けた支援を引き続き実施

する必要があると考えます。 
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分 野 今後の視点 

地域福祉の推進 

○すべての人が地域での生活を続けられるよう、市民、行

政、事業者が連携した地域の支え合いや見守りを推進す

るとともに共助に関する理解を促進することが必要で

あると考えられます。 

○今後の高齢社会の進展等を見据え、高齢者や障害者等、

判断能力が不十分な市民の権利を守るため、成年後見制

度の普及啓発及び権利擁護を推進する必要があると考

えられます。 

 

 

高齢者への支援充実 

○急速な高齢化に対応するとともに、支援を必要とする高

齢者の住み慣れた地域での生活を支えるため、地域包括

ケアシステムの充実を図る必要があると考えられます。 

○要介護（要支援）認定者の増加による給付費の増加を抑

制するため、介護予防事業を推進し要介護状態の軽減を

図る必要があると考えられます。 

○高齢者が生きがいを持って生活するとともに、高齢社会

の進展にも対応するため、元気な高齢者を介護予防等の

サービスの担い手として活動できる仕組みづくりを進

めることが必要であると考えられます。 

○要介護（要支援）認定者の増加に対応するため、地域包

括支援センターの体制を強化し、高齢者の生活を支援す

る環境の整備を推進することが必要であると考えられ

ます。 

   

 

障害者への支援充実 

○相談支援事業は障害者支援施策の根幹であり、その内容

は複雑化、多様化しているため、相談員の資質向上によ

り、引き続き相談支援体制の強化を図る必要があると考

えられます。 

○障害者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送

ることができるよう、それぞれのニーズに応じた障害福

祉サービスの充実を図るとともに、企業側への障害者雇

用に対する理解の促進に取り組む必要があると考えら

れます。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

健康増進法  

 

高齢者の医療の確保に関する法律  

 

スポーツ基本法  

 

食育基本法  

 

がん対策基本法  

 

自殺対策基本法 （平成２８年改正） 

・都道府県と市町村に地域自殺

対策計画策定の義務づけ 

医療法 （平成２７年改正） 

・地域医療連携推進法人制度の

創設 

・医療法人制度の見直し 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す

るための関係法律の整備等に関する法律（医療介護

総合確保推進法） 

（平成２６年成立） 

・社会保障制度を将来も維持し

ていくために、医療・介護提供

体制の構築 

社会福祉法 （平成２７年改正） 

・社会福祉法人制度の改革 

・福祉人材の確保の促進 

老人福祉法  

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律  

 

介護保険法  

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（障害者総合支援法） 

（平成２８年改正） 

・障害者の望む地域生活の支援 

・サービスの質の確保・向上に

向けた環境整備 

児童福祉法 （平成２８年改正） 

・障害児支援のニーズの多様化

へのきめ細かな対応 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                    

 

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

健康いせはら２１（第２期）計画 平成２５年度 

～平成２９年度 
平成３０年度 

～平成３４年

度（予定） 

保健福祉部 

 生活習慣病等の疾病予防を推進し、市民の「健康寿命」の延伸と生活の質の向上

を目的とした、市民の健康づくりに関する基本的な方向性や目標などを総合的に定

めた計画です。 

第２期伊勢原市国民健康保険特定

健康診査等実施計画 

平成２５年度 

～平成２９年度 
平成３０年度

～平成３５年

度 

保健福祉部 

 特定健診・特定保健指導を円滑に実施し、生活習慣病の疾病予防を推進するとと

もに医療費の適正化を図るため、健康診査や保健指導の実施方法や目標値などの基

本的な事項について定めた計画です。 

第３次伊勢原市食育推進計画 平成２５年度 

～平成２９年度 
平成３０年度 

～平成３４年

度（予定） 

保健福祉部 

 生涯にわたる食育を推進し、望ましい食習慣の育成を通じて市民の健康の保持・

増進を図るとともに、食に関する理解を促進するため、食育に関する取組を総合的

に定めた計画です。 

第３期伊勢原市地域福祉計画 平成２５年度 

～平成２９年度 
平成３０年度 

～平成３４年

度（予定） 

保健福祉部 

 だれもが互いに尊重し合い、ともに支え合いながら自分らしく生き生きと自立し

た生活が送れる地域社会の実現を目指し、地域福祉の推進のための施策や体制を定

めた計画です。 

第６期伊勢原市高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画 

平成２７年度～

平成２９年度 
平成３０年度

～平成３２年

度 

保健福祉部 

 高齢者保健福祉並びに介護保険事業の推進と、介護保険事業の安定的運営を図る

ことを目的に、高齢者施策の基本的な方向性や目指す取組を総合的かつ体系的に定

めた計画です。 

第４期伊勢原市障害者計画・障害福

祉計画 

平成２７年度 

～平成２９年度 

平成３０年度 

～平成３２年

度 

保健福祉部 

 障害福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方向性

と、障害福祉サービスの充実を図るための必要な見込み量と確保のための方策を定

めた計画です。 
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基本政策１－２ 子どもの成長をみんなで見守るまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■子どもを産み育てやすい環境づくりの必要性 

◇少子化による若年層の減少、未婚率の上昇等を背景にわが国の婚姻件数は減少傾向に

あります。また、大学進学率の上昇、独身者の意識変化等を背景とした晩婚化、未婚

化の進行が、少子化の主な原因と言われています。【図２６】 

◇本市の合計特殊出生率は緩やかな回復基調にはあるものの、平成２６年では１．３４

と人口置換水準の２．０７には依然として大きな隔たりがあります。また、出生数は、

平成２７年で８０１人であり、近年は減少傾向で推移しています。【図２７】 

◇核家族化の進行、地域のつながりの希薄化により、出産・育児の不安等に関する妊産

婦や保護者からの相談は増加傾向にあります。【図２８・２９】 

◆このため、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、訪問・相談に関する

取組及び相談や交流できる場の増設を推進するとともに、妊娠期から子育て期まで切

れ目のない総合的な支援体制の構築と、拠点となる子育て世代包括支援センターの整

備に向けた検討が必要であると考えられます。 

◇本市の小児医療費助成事業は、平成２８年１０月から通院対象を小学６年生までに拡

大しましたが、県内３３市町村の中では低い水準にあります。 

◆このため、小児医療費助成事業をはじめとする子育て世帯への助成の充実等、子育て

家庭への経済的な負担の軽減を検討する必要があると考えられます。 

◇経済環境の変化により非正規雇用等が増えており、特に収入の低い母子世帯が増えた

こと等により、子どもの貧困が社会問題化しています。 

◇日本の相対的貧困率は１６．１％、「子どもの貧困率」は１６．３％ですが、「大人が

一人」の「子どもがいる現役世帯」の相対的貧困率は５４．６％と OECD・経済協

力開発機構に加盟する３４か国の中で最も低い水準です。【図３０】 

◆このため、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備に取り組む必要

があると考えられます。 
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図２６ 婚姻率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２７ 伊勢原市の出生数及び合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典：神奈川県「衛生統計年報」 

出典：神奈川県「衛生統計年報」 

婚姻率＝ 

年間婚姻届出件数 

×1,000 ―――――――――――― 

10 月 1 日現在日本人人口 

 



 

46 

 

 

図２８ 世帯の家族類型の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２９ 母子相談等の件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：総務省統計局「国勢調査」 

出典：伊勢原市子育て支援課 
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図３０ 国全体における子どもの貧困率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

【子どもの貧困率】 

相対的貧困率は、世帯収入から国民一人ひとりの所得を試算して順番に並べたと

き、真ん中の人の所得の半分（貧困線）に届かない人の割合 

子どもの貧困率は、１８歳未満でこの貧困線を下回る人の割合 
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■待機児童解消の必要性 

◇本市の保育所入所待機児童数は、平成２１年から減少傾向にあり平成２４年に８人ま

で減少しましたが、その後増加しており、平成２８年４月１日現在、４７人となって

います。【図３１】 

◇子ども・子育て支援新制度への移行により利用定員の増加を図りましたが、保育所の

入所要件が緩和されたこと、認可保育所の地域間の偏在が生じていること等から、待

機児童数は増加傾向にあります。 

◆このため、待機児童の解消に向けて保育施設等の新設に取り組む必要があると考えら

れます。 

◇放課後の時間帯に保護者が就労等により家庭にいない児童を預かる、児童コミュニテ

ィクラブは、市内の小学校区ごとに設置されています。 

◇平成２７年度から対象年齢が小学６年生まで引き上げられたため、児童コミュニティ

クラブのニーズが増加することが見込まれます。【図３２】 

◆このため、児童コミュニティクラブの受入体制の充実を図る必要があると考えられま

す。 

◇平成２７年度から「子ども・子育て支援新制度」が施行されたことに伴い、子育て支

援サービスの種類が増え多様化したため、各家庭の状況やニーズに応じた適切なサー

ビスをコーディネートし、相談・助言等を行う相談支援体制を構築しました。 

◆このため、今後も保育サービスの利用を希望する家庭が、個々のニーズに応じたサー

ビスを適切に選択できるよう、相談支援に関する取組の充実を図る必要があると考え

られます。 

 

 

図３１ 保育所入所待機児童数等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（各年４月１日現在） 

出典：神奈川県「保育所等利用待機児童数の状況について」、伊勢原市子ども育成課 
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図３２ 児童コミュニティクラブ年間平均入所児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（各年 4 月 1日現在） 

出典：伊勢原市子ども育成課 
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■子ども・若者の育成支援の必要性 

◇少子化や核家族化の進行、地域の人間関係の希薄化等から、地域の中で子ども同士や

子どもと大人が交流する機会が少なくなっており、また、子どもが犠牲となる犯罪・

凶悪事件が全国で発生しています。 

◆このため、地域住民等の参画により、子どもたちが放課後の時間に安全に過ごすこと

のできる、放課後子ども教室を地域の中に確保する必要があると考えられます。 

◆また、子どもや若者の豊かな人間性を育むために、様々な体験活動等への参加機会を

充実させる必要があると考えられます。 

◇ひきこもりや若年無業者、不登校及び非行は社会的な問題となっています。 

◇本市では、子どもや若者に関する相談を電話、メール等により実施しており、相談件

数は平成２７年に減少したものの、全体としては微増傾向にあります。【図３３】 

◆このため、子どもや若者、その保護者が、いつでも気軽に自分自身や家族のことを相

談できる体制の強化を専門機関と連携しながら取り組む必要があると考えられます。 

◇青少年センター本館は、青少年に交流の場を提供しており、近年利用者数は横ばいの

状態が続いていますが、建築後４０年が経過し施設の老朽化が進み、耐震性が不足し

ています。【図３４】 

◆このため、青少年センター本館については、公共施設等総合管理計画に基づき、他施

設への行政機能の移転を図る必要があると考えられます。 

◇結婚・出産や家庭を持つことに対する価値観が多様化する中で、未婚化、晩婚化が急

速に進行しており、国の出生動向基本調査によれば、未婚者の９割近くが結婚の希望

を持っている一方で、男女ともに「適当な相手にめぐり会わない」人が多い状況にあ

ります。 

◇国では、平成２８年６月に「ニッポン一億総活躍プラン」を策定し、その中で、希望

出生率１．８の実現に向けて結婚支援の充実を掲げています。 

◇本市においても、平成２８年３月に策定した「まち・ひと・しごと総合戦略」では、

結婚支援等の充実により、若い世代の希望を実現する環境を整えていくことを目指し

ています。 

◆このため、若者の希望する結婚がかなえられる環境を整えるため、婚活支援事業を促

進する必要があると考えられます。 
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図３３ 子ども・若者相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３４ 施設別青少年センター利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市青少年課 

出典：伊勢原市青少年課 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○妊婦健康診査の補助額が県内１９市中４番目に低くなっています。子どもを産み育て

やすい環境づくりを推進するため、子育て世帯に対する経済的負担の軽減を検討する

ことが必要であると考えられます。 

○待機児童数が県内１９市中３番目に多くなっており、年少人口割合が県内１９市中９

番目に多くなっています。今後、待機児童の解消を目指し、保育施設等の新設に向け

た取組を推進する必要があると考えられます。 

○人口１０万人あたりの保育所定員数が県内１９市中８番目に多くなっており、概ね中

間の水準に位置しています。子ども・子育て支援新制度施行後、保育ニーズが増加傾

向にあることから、今後の推移を適切に見据え、保育の提供体制を拡充させていくこ

とが必要であると考えられます。 

○公立小学校数に対する放課後子ども教室の実施率が県内１９市中９番目に多くなっ

ています。子どもたちが安全に過ごせる場所を確保するとともに、地域の中での交流

を広げるため、さらなる放課後子ども教室の実施を推進することが必要であると考え

られます。 
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【出典】 

 ・妊婦健康診査の補助額：伊勢原市子育て支援課（平成２７年） 

 ・保育所等利用待機児童数：神奈川県「保育所等利用待機児童数の状況について」 

（平成２８年４月１日現在） 

 ・年少人口割合：神奈川県「神奈川県年齢別人口統計調査」（平成２７年１月１日現在） 

 ・人口１０万人あたりの保育所定員数：神奈川県「県勢要覧」（平成２７年度） 

・公立小学校数に対する放課後子ども教室実施率：伊勢原市青少年課（平成２８年度） 

  

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

妊婦健康診査
の補助額 ４番目に低い 57,000円 66,958円

保育所等利用
待機児童数 ３番目に多い 47人 23人

年少人口割合 ９番目に高い 12.8% 12.7%

人口１０万人あたりの保育所定員数 ８番目に多い 1,255人 1,203人

公立小学校数に対する放課後子ども教室
実施率

９番目に多い 30.0% 68.7%
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

子育て家庭への支援の

充実 

○小児医療費助成事業については、一定の所得制限を設定し

た中で対象年齢の拡大を図ることとし、平成２８年１０月

からは、計画を前倒しして通院に対する助成対象を小学６

年生まで２学年拡大することにより、子育て世帯への支援

の拡充を図りました。 

○また、一般不妊治療や妊婦歯科検診に対する助成制度を新

たに創設し、妊娠・出産に対する支援の充実を図るととも

に、つどいの広場(ひびた)を開設し、子育て家庭に相談や

交流ができる場を新たに提供し、身近な地域での子育て環

境づくりに取り組みました。 

 

多様な働き方が選択で

きる保育の充実 

○幼稚園の認定こども園への移行や認可保育所の定員の増

員、小規模保育施設の新設により保育の提供体制の拡充を

図りました。 

○児童コミュニティクラブ事業については、平成２７年度か

ら対象を小学校６年生まで引き上げ、放課後の児童の受入

枠を拡大しました。 

 

次代を担う子ども・若

者の育成支援の推進 

○放課後子ども教室については、平成２８年度に３か所目を

開設しました。 

○平成２６年度に「市子ども・若者育成支援指針」を策定し、

同指針に基づき、平成２７年度に県との共催により困難を

抱える子ども・若者やその家族を対象に講演会及び相談会

を開催しました。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

 

【施策に対する意識調査の結果】 
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領域 施策番号 施策名 

Ａ ０６ 子育て家庭への支援の充実 

Ｂ 
０７ 多様な働き方が選択できる保育の充実 

０８ 次代を担う子ども・若者の育成支援の推進 

 

施策「０７多様な働き方が選択できる保育の充実」は、満足度、重要度ともに平均値

よりも高い結果となりました。 

ここからは、病児・病後児保育等の保育サービスの充実や、子ども・子育て支援の取

組が一定の評価を受けていることが推察されます。 

 施策「０８次代を担う子ども・若者の育成支援の推進」では、満足度、重要度ともに

平均値をやや上回る結果となりました。 

ここからは、子どもたちが放課後の時間に安全に遊ぶことができる、放課後子ども教

室の開設や、子ども・若者を対象とした相談の取組が一定の評価を受けていることが推

察されます。 

その一方で、施策「０６子育て家庭への支援の充実」は、重要度が平均値より高いも

のの、満足度は平均値よりも低い優先的課題領域となっています。このため、子どもを

産み育てやすい環境のまちづくりを推進する施策、取組の充実や見直しが必要であると

考えられます。 
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

 

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

子育て支援の充実 

○保護者の孤立感や育児不安の軽減を図るため、訪問・相

談に関する取組及び相談や交流できる場の増設を推進

するとともに、小児医療費助成事業をはじめとする子育

て世帯の経済負担の軽減を図ることが必要であると考

えられます。 

○また、妊娠期から子育て期まで切れ目のない、総合的な

支援体制を構築するため拠点となる、子育て世代包括支

援センターの整備の検討が必要であると考えられます。 

○さらに、社会的な問題である子どもの貧困への対策を推

進することが必要であると考えられます。 

 

保育の充実 

○待機児童数の解消を図るために、幼稚園の認定こども園

への移行、及び認可保育所等の新設を計画的に推進する

ことが必要であると考えられます。 

○保護者の仕事と家庭の両立支援を推進するため、児童コ

ミュニティクラブについては、受入体制の拡充を図るこ

とが必要であると考えられます。 

○多種多様な子育て支援サービスの中から、保護者が適切

なサービスを円滑に利用することを支援するとともに、

子育てに関する相談・助言等を行うため、保護者の相談

支援に関する取組の充実を図ることが必要であると考

えられます。 

 

子ども・若者の育成支援 

○子どもたちが放課後の時間に安全に過ごし、地域住民と

の交流を促進するため、放課後子ども教室を全小学校区

に開設することが必要であると考えられます。 

○子どもや若者の自立と社会参加を支援するため、相談支

援等の取組を推進することが必要であると考えられます。 

○青少年センター本館については、公共施設等総合管理計

画に基づき、他施設への行政機能の移転を図ることが必

要と考えられます。 

○若い世代の結婚の希望に応えるため、婚活事業への支援

等、男女の出会いの場の創出を促すことが必要と考えら

れます。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

児童福祉法 

（平成２８年改正） 

・児童福祉法の理念の明確化 

・支援を要する妊婦等に関する

情報提供 

・市町村の要保護児童対策地域

協議会の機能強化 

・児童相談所の権限強化等 

次世代育成支援対策推進法 

（平成２６年改正） 

・一般事業主行動計画の策定・

届出義務に係る特例措置の創

設 

母子保健法 

（平成２８年改正） 

・子育て世代包括支援センター

の法定化 

・母子保健施策を通じた虐待予

防等 

少子化社会対策基本法 
 

 

児童虐待の防止等に関する法律 

（平成２８年改正） 

・しつけを名目とした児童虐待

の防止 

・児童相談所の権限強化等 

・親子関係再構築支援の強化 

・18歳以上の者に対する支援の

継続 

子ども･子育て関連３法 

① 子ども・子育て支援法 

② 認定こども園法の一部改正法 

③ 児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法 

 

（平成２４年成立） 

・幼児期の学校教育・保育、地

域の子ども・子育て支援を総合

的に推進 

子ども・若者育成支援推進法 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                   

 

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

子ども・子育て支援事業計画 
平成２７年度 

～平成３１年度 
 

子ども部 

 質の高い幼児期の教育と保育の推進と、地域の子ども・子育て支援を充実するた

め、地域のニーズを踏まえたサービス提供体制の確保の内容、実施時期等を定めた

計画です。 

子ども・若者育成支援指針 平成２７年度  子ども部 

 すべての子ども・若者の育成支援を社会全体で総合的に推進することを目的と

し、子ども・若者等に対する施策の基本的な方向を定めた指針です。 
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基本政策１－３ 人がつながり未来を拓く学び合うまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■確かな学力と豊かな心を身につける教育体制の必要性 

◇文部科学省では、平成２５年に英語教育改革を計画的に進める「グローバル化に対応

した英語教育改革実施計画」を策定し、また、次期学習指導要領では平成３２年度か

ら小学校５、６年生で外国語（英語）を教科化し、また、小学校３年生から外国語活

動を開始します。 

◇本市では中学生及び小学校５、６年生を対象に、外国語指導助手を配置し、小中学生

の英語力の向上に取り組むとともに、外国語活動の充実と豊かな自然や伝統文化等の

地域学習を合わせた教育モデル推進事業を実施しています。 

◇国では、確かな学力を効果的に育成するためＩＣＴの活用を推進するとともに、情報

社会で適正な活動をするための基となる考え方を養う情報モラル教育に対する取組

を推進しています。 

◆このため、本市においてもグローバル化等社会環境の変化に対応できる教育に向けて、

モデル事業の成果と課題を踏まえ、外国語教育の充実を図るとともに、タブレット等、

ＩＣＴ機器を用いた情報教育や情報モラル教育に関する取組を推進する必要がある

と考えられます。 

◇小中学校の不登校の児童生徒数は、小学生では２０人前後、中学生では７０人前後で

推移しています。不登校やいじめ、集団生活にうまく適応できない等、児童生徒が抱

える悩みは多様化しており、深刻化するものもあります。【図３５】 

◇少子化、核家族化による家庭力の低下、人間関係の希薄化等により、保護者の孤立感

や負担感は増加する傾向にあります。 

◆このため、いじめや不登校に対応し、児童生徒の健やかな成長を支えるため、教育相

談体制の充実を図るとともに、スクールソーシャルワーカー等の専門の相談員と地域

の人たちが協力し合い、児童生徒のサポートを推進する必要があると考えられます。 

◆また、複数の教員によるきめ細やかな学習・生活指導の充実を図るとともに、通級指

導等、多様化する教育へのニーズに適切な対応を図る必要があると考えられます。 
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図３５ 小中学校における不登校児童生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：文部科学省「学校基本調査」再編加工 
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■安全で快適な教育環境確保の必要性 

◇学校施設は、児童生徒が１日の大半を過ごす活動の場であるとともに、大規模な災害

時には広域避難所として指定されています。 

◇市内小中学校の建物の多くは、建築後３０年以上が経過しており、設備等の老朽化が

進んでいます。【図３６】 

◇老朽化に対応するための将来経費が、これまで改修等にかけてきた経費と比較して大

きく増えるものと見込まれます。 

◆このため、計画的に屋上防水や外壁修繕等、校舎の改修に引き続き取り組むとともに、

トイレの洋式化等快適な学習環境への改善に取り組む必要があると考えられます。

【図３７】 

◆また、コストを抑えながら安全性を最優先として、施設の維持管理・更新等を効率的

かつ、効果的に取り組む必要があると考えられます。 

◇中学校給食は、県内９市で実施、２市で試行されており、伊勢原市まちづくり市民意

識調査の自由意見においても、中学校給食導入についての意見が複数上がっています。

【表８】 

◆このため、昼食支援策であるスクールランチを継続実施するとともに、中学校給食導

入の検討、課題の整理を図り、今後決定する方針に基づく取組を計画的に推進する必

要があると考えられます。 

 

 

図３６ 小中学校の校舎及び体育館の建築経過年数別棟数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（平成２７年度末） 

出典：伊勢原市教育総務課 



 

62 

 

図３７ 小学校・中学校トイレの洋式便器の整備状況（校舎棟） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表８ 県下１９市の中学校給食の実施状況 

 

 

  

小学校 中学校 

（平成２７年度末） 

出典：伊勢原市教育総務課 

出典：伊勢原市学校教育課 ※は他方式併用 

中学校給食実施状況

横浜市 未実施

川崎市 センター方式等により平成２９年度中に全校で実施予定

相模原市 デリバリー方式※

横須賀市 未実施

平塚市 未実施

鎌倉市 デリバリー方式により平成２９年度中に全校で実施予定

藤沢市 デリバリー方式にて試行中

小田原市 センター方式※

茅ヶ崎市 未実施

逗子市 デリバリー方式

三浦市 センター方式

秦野市 未実施

厚木市 センター方式

大和市 センター方式

伊勢原市 未実施

海老名市 デリバリー方式

座間市 デリバリー方式にて試行中

南足柄市 自校方式

綾瀬市 センター方式
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■活発な生涯学習と身近にできるスポーツの必要性 

◇個人の価値観やライフスタイルの変化等により、生涯学習のニーズは多様化する一方、

公民館における主な生涯学習講座の参加者数は減少傾向にあります。【図３８】 

◆このため、多様化するニーズに対応できるよう、市民団体や教育機関との連携の強化

や生涯学習活動の体系化、さらには生涯学習推進リーダーの養成を図るとともに、生

涯学習の成果を地域へ還元することにより、地域の活性化につなげる必要があると考

えられます。 

◆また、文化会館や図書館・子ども科学館等の公共施設においても、生涯学習活動の場

の提供や情報発信等、多様化する学習ニーズへの対応を図る必要があると考えられま

す。 

◇食生活等の生活習慣の変化に伴い、生活習慣病やメタボリックシンドロームが増加し

ている中、市内体育施設の利用状況は概ね横ばいですが、ウォーキング等身近な健康

づくりやスポーツに対する意識は高まってきています。【図３９】 

◇２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催により、今後スポーツに対する

機運が高まることが想定されます。 

◆このため、さらなるスポーツ参加への意識を啓発し、心身両面にわたる市民の健康の

保持増進と地域の活性化等を図るため、誰もが生涯にわたりスポーツに親しめる環境

づくりを推進する必要があると考えられます。 

 

図３８ 公民館における主な生涯学習講座の参加者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：伊勢原市社会教育課 
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図３９ 市内体育施設利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市公園緑地課・スポーツ課 
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■地域全体における文化・歴史遺産の継承の必要性 

◇知的好奇心が旺盛で、自分の故郷を見つめ直そうとする高齢者が増えており、若者や

女性の間でも、歴史上の人物ゆかりの地や名所を巡ることが人気となっています。 

◇本市の歴史的魅力を語るストーリー「大山詣り」が、平成２８年に日本遺産に認定さ

れ、本市の歴史、及び文化財等に対して高い注目が集まっています。【表９】 

◇また、行政のみで本市の歴史や文化財を次代に伝え残すことには限界があるため、文

化財にまつわる活動を行う市民団体等の協力が不可欠です。 

◆このため、文化財等の保護・継承が行われるよう、市民団体等に対する効果的なサポ

ート体制を構築する必要があると考えられます。 

◆また、本市の豊富な文化遺産・歴史を次代に継承するとともに、学校教育機関や観光

関連団体等との連携により、文化財等歴史文化資源の多角的な活用を進める必要があ

ると考えられます。 

 

表９ 市内文化財の指定・登録状況 

 

 

 

 

  

（平成２８年９月１日現在） 

出典：伊勢原市文化財課 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○不登校児童生徒の割合は県内１９市中５番目に少ないですが、依然として不登校やい

じめは、児童生徒指導上の喫緊の課題となっていることから、子どもが抱える悩みに

対して迅速かつ適切な対応ができる学校づくり、心のサポート等、一人ひとりに応じ

た支援や指導を推進していくことが必要と考えられます。 

○特別支援学級担当教員１人あたりの児童生徒数は、県内１９市中６番目に多くなって

います。児童生徒一人ひとりに適した教育体制のさらなる充実を図ることが必要と考

えられます。 

○本市の公立小中学校のトイレの洋式化率は１９市中８番目に低い水準に位置してい

ます。トイレをはじめとして、学校施設の機能や性能の向上を図ることが必要である

と考えられます。 

○人口１０万人あたりの公民館数が１９市中５番目に多く、高い水準に位置しています。

本市の生涯学習に取り組む環境が一定程度整備されていることが伺えます。 

○文化財の国・県の指定状況は県内１９市中５番目に多く、本市の豊富な文化財と魅力

的な歴史を次代に伝え残して行くことが必要であると考えられます。  
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【出典】 

 ・不登校児童生徒の割合：文部科学省「学校基本調査」（平成２６年度） 

 ・特別支援学級担当教員１人あたりの児童生徒数：文部科学省「学校基本調査」 

（平成２６年度） 

 ・公立小中学校のトイレの洋式化率：伊勢原市教育総務課（平成２８年４月１日） 

 ・人口１０万人あたりの公民館数：神奈川県「生涯学習年報」（平成２５年度） 

 ・文化財の指定状況：神奈川県「文化財目録」（平成２８年９月１日） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

不登校児童生徒の割合 ５番目に少ない 1.09% 1.34%

特別支援学級担当教員１人あたりの児童生徒数 ６番目に多い 3.4人 3.2人

公立小中学校のトイレの洋式化率（校舎棟） ８番目に低い 49.7% 60.3%

人口１０万人あたりの公民館数 ５番目に多い 6.9館 4.6館

文化財の指定状況（国県指定） ５番目に多い 26件 37件
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

きめ細やかな教育の推

進 

○小学校教科担当制に取り組み、小学校から中学校へ進学し

た際に発生する、新しい環境になじめない等の問題に一定

の効果が見られました。 

○地域人材家庭教育支援事業では、スクールソーシャルワー

カーを配置することにより福祉的な側面からの支援が可能

となり、学校現場の負担軽減を図りました。 

○教育相談、通級指導教室では、児童生徒、保護者の抱える

問題への対応に取り組み、改善が見られました。 

 

安全で快適な教育環境

の整備 

○平成２５・２６年度に国の経済対策に伴う国庫補助を積極

的に活用し、校舎の屋上防水・外壁修繕について計画を上

回って進捗させ、児童生徒の安全な学習環境の維持を図り

ました。 

○単年度で全てのホームルームへの扇風機の設置をＰＴＡ連

絡協議会を中心に各種団体の協力を得て完了させ、喫緊の

課題であった夏の教室の暑さ対策に取り組みました。 

○中学校給食導入検討事業については、視察や情報収集に取

り組み、導入手法の検討を進めました。 

 

学習成果を生かせる生

涯学習の推進 

○さまざまな市民団体等と連携して事業を展開し、地域人材

の活用や地域コミュニティ活動の充実を図りました。 

○生涯学習活動へ参加を希望する方の相談に応じ、サークル

を紹介する等、学習活動の支援を図りました。 

○平成２７年度に「上満寺多目的スポーツ広場」を整備する

とともに、各種競技大会やスポーツ教室を開催する等、市

民がさまざまなスポーツを楽しむことができる環境の充実

を図りました。 

  

歴史・文化遺産の継承 ○本市の歴史的魅力を語るストーリー「大山詣り」が、平成

２８年に日本遺産に認定されました。 

○いせはら文化財サイトでは、歴史や文化財を通じた伊勢原

の魅力発信、内容の充実を図りました。 

○国指定重要文化財である日向薬師宝城坊本堂の保存修理事

業に取り組み、平成２８年１１月に完了しました。 

○文化財の普及啓発活動について、学校への出前授業、文化

財特別公開等の定例事業に加え、かながわ考古学財団との

共催により、広域幹線道路建設に伴う発掘現場の公開を図

りました。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

 

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ｂ 
０９ きめ細やかな教育の推進 

１０ 安全で快適な教育環境の整備 

Ｃ １２ 歴史・文化遺産の継承 

Ｄ １１ 学習成果を生かせる生涯学習の推進 

 

施策「09 きめ細やかな教育の推進」と「10 安全で快適な教育環境の整備」は満足度、

重要度ともに平均値よりも高い結果となっています。 

ここからは、小学校教科担当制等推進事業等、学校教育の質の向上のため取組を推進

したこと、学校施設の修繕について計画を上回って実施したことが一定の評価をされた

ものと推察されます。 

施策「12 歴史・文化遺産の継承」の重要度は平均値より低かったものの、満足度は

平均値より高くなっています。 

ここからは、本市の歴史や文化財を次代に伝え残していく取組等が一定の評価を受け

ていることが推察されます。 

施策「11 学習成果を生かせる生涯学習の推進」は満足度、重要度ともに平均値より

低い結果となっているものの、前回調査と比較すると満足度は高くなっています。 

このため、高齢社会の進展、スポーツに対する機運の高まりを見据え、生涯学習や生

涯スポーツのさらなる普及啓発を図ることが必要であると考えられます。  
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

 

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

きめ細やかな教育の推進 

○多様化、複雑化する相談に対応するため、教育相談事業

の体制強化を図るとともに、複数の教員による学習指導

や児童生徒指導、及び通級指導等、きめ細やかな教育を

推進する必要があると考えられます。 

○小学校における外国語（英語）教育の充実に対応するた

め、モデル校における外国語教育の研究成果を市内の他

校にも反映させる必要があると考えられます。 

○情報化等社会環境の変化に対応するとともに校務の効

率化を図るため、ＩＣＴのさらなる活用を推進する必要

があると考えられます。 

 

 

教育環境の整備 

○安全で快適な教育環境の整備に向けて、老朽化した学校

施設の修繕、及びトイレをはじめとした学校施設の機能

の向上を図ることが必要と考えられます。 

○学校施設の中長期的な維持管理・更新等に係るトータル

コストの縮減や予算の平準化を図るため、学校施設の長

寿命化に向けた取組を検討する必要があると考えられ

ます。 

○中学校における、栄養バランスの摂れた食事を提供する

ため、給食導入の検討を進め、今後決定する方針に基づ

く取組を推進する必要があると考えられます。 

 

生涯学習の推進 

○市民が生涯にわたり学習できる環境を整えるため、公民

館をはじめ、文化会館や図書館・子ども科学館等の公共

施設において、市民ニーズを捉えた取組を推進する必要

があると考えられます。 

○また、市民活動団体等と連携した取組を推進するととも

に、さまざまな生涯学習活動を体系的に整理し、情報提

供を推進することが必要であると考えられます。 

○さらに、市民が心身ともに健康で生きがいに満ちた生涯

スポーツに親しめる環境づくりを推進する必要がある

と考えられます。 
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分 野 今後の視点 

歴史・文化遺産の継承 

○貴重な文化財を市民共有の財産として、後世へ引き継ぎ

保護するために、文化財に携わる人材の育成を推進する

とともに、文化財や本市の魅力ある歴史を地域の活性化

に有効活用することが必要であると考えられます。 

○地域の魅力をアピールするため、市民が歴史や文化財に

触れる機会を充実させるとともに、市内外に本市の魅力

を発信していく必要があると考えられます。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

教育基本法 
 

 

学校給食法 
 

 

社会教育法 
 

 

スポーツ基本法 
 

 

文化財保護法 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                   

 

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

伊勢原市教育振興基本計画 

平成２５年度 

～平成２９年度 
平成３０年度 

～平成３４年

度（予定） 

教育部 

 学校教育の充実をはじめ、生涯学習の推進や生涯スポーツの振興、市の豊かな伝

統・文化の継承など、今後目指すべき教育の基本的な方向性や重点施策等を定めた

計画です。 

伊勢原市市民生涯スポーツ推進基

本計画 

平成２５年度 

～平成３４年度 
平成３５年度 

～平成４４年

度（予定） 

教育部 

 生涯にわたりスポーツに親しめる環境づくりを市民協働で推進するため、スポー

ツに関する情報提供、スポーツをする場所の整備や機会の充実などの施策を定めた

計画です。 

伊勢原市生涯学習推進指針 
平成２５年度 

 
 

教育部 

 学校、家庭、地域社会が連携した地域の課題・目標の共有化を通じて、心豊かで

安心できる生涯学習社会の実現に向けた取組を推進するため、取組の方向性及び考

え方を定めた指針です。 

伊勢原市子ども読書活動推進指針 
平成２５年度 

 
 

教育部 

 子どもへの読書普及活動を推進するための環境整備や人材育成を目指すための

指針です。 

伊勢原市いじめ防止基本方針 
平成２６年度 

 
 

教育部 

 市全体で児童生徒の健全育成を図り、いじめのない社会の実現を目指すための方

針です。 

伊勢原市歴史文化基本構想 
平成２７年度 

 
 

教育部 

  地域に存在する文化財をその周辺環境まで含めて総合的に保護・継承するととも

に、歴史や文化財を生かした魅力あるまちづくりを推進するための構想です。 

 

  



２ 安心力 
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基本政策２－４ 災害に強い安全なまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■全国的な大規模災害の発生を踏まえた地域防災力の強化の必要性 

◇東日本大震災や本年に発生した熊本地震など、近年の大規模な災害の発生を受け、さ

らには、県中部から中南部にかけて分布する「伊勢原活断層」への関心など、市民の

防災意識は一層高まっています。 

◇市では、平成２７年度から、市内の全広域避難所で全ての自主防災会が参加する総合

防災訓練を実施しています。【図４０】 

◇国の中央防災会議における「首都直下地震の被害想定と対策」に係る最終報告（平成

２５年１２月）によると、大正関東地震から 200 年から 400 年間隔で発生すると考

えられる次のＭ８クラスの関東地震の発生前までの期間に、Ｍ７クラスの地震が複数

回発生することが想定されています。 

◆このため、市民一人ひとりの防災意識のさらなる醸成を図るとともに、自主防災リー

ダーの養成や防災訓練の実施等により、引き続き、地域の防災力の強化が必要になる

と考えられます。 

◇熊本地震など、被災地の教訓として、避難所生活において、高齢者や障害者などに対

する配慮や援助が必要であることが確認されています。 

◆このため、被災地の教訓等を踏まえ、発災時における、高齢者や障害者をはじめ、妊

婦や乳幼児、外国人も含めた災害時要援護者対策の実効性を高める取組が必要になる

と考えられます。 

 

図４０ 防災訓練参加人数及び自主防災会が行う防災訓練実施率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊勢原市防災課 
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■災害や危機事態に適切に対応できる危機対応力強化の必要性 

◇市では、災害に備えた備蓄を計画的に進めてきており、主な備蓄品の平均備蓄率は、

平成２７年度末において目標値の約７５％まで確保しました。【図４１】 

◇神奈川県では、国の中央防災会議における「首都直下地震の被害想定と対策」に係る

最終報告を受け、平成２７年３月に地震被害想定の見直しを行いました。 

◆このため、本市においても地域防災計画の改定と、新たな被害想定を基準にした公的

備蓄の確保の検討が必要となっています。 

◇熊本地震では、車で寝泊まりする被災者が相次ぎ、エコノミークラス症候群との関連

も問題になりました。 

◆このため、地域防災計画の改定に際しては、避難住民への体調管理の指導対策や、様々

な事情から避難所に滞在できない被災者への支援対策の検討が必要になると考えら

れます。 

◇文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会（2004）によると、南関東地域で

Ｍ７クラスの地震が発生する確率は３０年間で７０％と推定されているなど、首都南

部直下地震をはじめとする大規模地震の切迫性が指摘されています。 

◆このため、身近な災害対策活動拠点への防災機能の付加を推進するとともに、災害時

における臨時避難所などとの情報伝達手段の確保を図るなど、さらなる危機対応力の

強化が必要になると考えられます。 

◇本市においても、大規模な自然災害のほか感染症など、様々な危機事態の発生が懸念

されています。 

◆このため、企業や大学との災害時協力協定の締結に加え、他の地方公共団体との災害

時における相互応援協定の締結を進めるなど、危機事態に適切に対応できる体制整備

を推進する必要があると考えられます。 

 

図４１ 防災備蓄品の備蓄状況（東海地震想定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市防災課 
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■災害発生時に生じる被害を最小限にするための減災対策の必要性 

◇首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大地震発生の切迫性が高まっていること

などを背景に、平成２５年に耐震改修促進法が改正されました。これを受け、本市で

は平成２７年度に耐震改修促進計画を改定し、耐震化の取組を進めています。 

◇木造住宅の耐震診断・改修工事に係る経費の一部を補助する制度を平成１９年度から

実施してきましたが、その利用状況には伸び悩みがみられます。 

◆このため、当該補助制度の活用促進を図るためには、耐震化の普及啓発、制度の周知

や相談対応に努めるとともに、補助制度の見直しについて検討する必要があると考え

られます｡ 

◇時間雨量５０ｍｍ以上の大雨の発生件数が全国的に増加しており、本市においても、

台風や局地的な大雨による浸水被害が発生しています。【図４２】 

◇全国で多発する土砂災害や水害に対処するため、国は、平成２７年に水防法を改正し、

ハード・ソフト両面からの対策を推進するとしました。 

◇本市では、日向川、鈴川、栗原川の渓流における８１カ所が、土砂災害防止法に基づ

く土石流の危険性が高い土砂災害警戒区域に、うち５９カ所が特別警戒区域に、神奈

川県より指定をされています。【表１０】 

◇さらに、平成２７年度末には、傾斜度３０度以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で人家が

立地、または今後、新規の住宅等の立地が見込まれる２０１カ所が、崖崩れの危険性

が高い土砂災害警戒区域に指定されました。【表１１】 

◇本市においては、土砂災害警戒区域内における防災工事の計画的な推進について、毎

年度、県に要望を行うとともに、土砂災害防止法による区域内の地域住民に対し、風

水害ハザードマップを作成し、周知を行ってきています。 

◆このため、台風や局地的な大雨などに対応した浸水軽減対策を推進するとともに、浸

水被害や土砂災害を想定した訓練等を継続し、市民の防災意識の啓発を促す必要があ

ると考えられます。 

 

図４２ １時間降水量５０mm以上の年間発生回数（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：気象庁「アメダス」 
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表１０ 土砂災害警戒区域等【土石流】指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１１ 土砂災害警戒区域等【急傾斜地】指定状況 

  

高部屋地区 大山地区 比々多地区
（日向川流域） （鈴川流域） （栗原川流域）

平成19年7月～9月
平成20年7月～21年1
月

平成21年8月～22年1
月

-

平成20年5月13日 平成21年9月15日 平成22年10月19日 -

（土砂災
害警戒区
域）

31カ所 37カ所 13カ所 81カ所

（土砂災
害特別警
戒区域）

21カ所 26カ所 12カ所 59カ所

（土砂災
害警戒区
域）

110戸 458戸 113戸 681戸

（土砂災
害特別警
戒区域）

7戸 11戸 18戸

老人福祉センター阿
夫利荘
大山保育園
子易児童館

土砂災害警戒区域
内に位置する災害
時要援護者関連施
設

善波児童館

計

基礎調査期間

指定公示日

指定箇所
数

指定区域
内住宅戸
数

出典：伊勢原市防災課 

出典：伊勢原市防災課 

地区別 字名 箇所数 該当自治会

- 0 （該当箇所なし）

小計 0

桜台四丁目 1 原之宿

東大竹 1 谷戸大竹

岡崎 6 馬渡、大句

三ノ宮 1 木津根橋

小　計 9

大山 14 大山上、大山中、大山下

子易 18 子易上、子易下、大山下

小　計 32

日向 22 坊中高橋、藤野、洗水、新田

下糟屋(飛地) 1 一之郷中丸

上粕屋 18 洗水、一之郷中丸、子易、石倉、山王原、峰岸下、川上

西富岡 9 原、宝地九沢長竹、宮下

小　計 50

三ノ宮 35 三ノ宮、栗原

神戸 1 神戸（北側）

坪ノ内 8 坪ノ内

大住台三丁目 1 ベルフラワーズ大住台

善波 21 善波

小　計 66

下糟屋 1 下糟屋

東富岡 12 東富岡

粟窪 6 粟窪

高森 12 北高森前,高森,小金塚

高森台一丁目 1 高森台

高森台二丁目 1 高森台

高森台三丁目 2 高森台

高森二丁目 1 前高森

高森三丁目 1 あかね台

高森六丁目 1 前高森

高森七丁目 1 高森台

石田 2 高森台,石田

小　計 41

沼目一丁目 1 西沼目

沼目四丁目 1 つきみ野

下平間 1 下平間

小　計 3

201

成瀬

大田

合　　　　計

土砂災害防止法に基づく急傾斜地　地区別一覧表

伊勢原北

伊勢原南

大山

高部屋

比々多
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○本市では、市内に存在する１０２自治会すべてで自主防災組織が設置されていること

から、自主防災組織活動カバー率は県内１９市中最も高くなっています。 

○人口１０万人あたりの消防団員数が県内１９市中４番目に多くなっていますが、少子

高齢社会の進展により、地域の防災の担い手の減少が予測されることから、担い手の

確保に向けた対策が求められると考えられます。 

○下水道による浸水対策達成率は県内１９市中２番目に低くなっており、計画的な浸水

軽減対策の推進が必要であると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【出典】 

 ・自主防災組織活動カバー率：神奈川県「消防統計」（平成２６年４月１日現在） 

 ・人口１０万人あたりの消防団員数：神奈川県「消防統計」（平成２６年４月１日現在） 

 ・下水道による都市浸水対策達成率：神奈川県「下水道事業の概要」（平成２７年度末現在） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

自主防災組織
活動カバー率 最も高い 100.0% 82.1%

人口１０万人あたりの
消防団員数 ４番目に多い 342人 234人

下水道による
都市浸水対策達成率 ２番目に低い 35.8% 61.5%
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

みんなで取り組む地域

防災力の強化 

○地域防災力の強化を図るために、自主防災会活動の中心的

な役割を担う「自主防災リーダーの養成」 を重点的に行い

ました。 

○災害時に女性や子どもなどが適切な避難行動ができるよう

に防災講座や防災教室を開催し、防災教育の充実に努めま

した。 

○平成２７年度から「総合防災訓練」を市内全域、１７カ所

の広域避難所で実施し、地域防災力の向上を図りました。 

○災害時に避難所生活に支障を来すおそれのある高齢者や障

害者の受入施設として「福祉避難所」の充実を図りました。 

 

いざという時の危機対

応力の強化 

○民間の８施設と協力協定を締結し、災害時における観光客

や帰宅困難者の一時滞在施設の確保を図りました。 

○災害時における防災資機材や飲料水、非常用食料など公的

備蓄の推進を図るとともに、家庭内備蓄の啓発に努めまし

た。アンケート調査によると７割程度の家庭で、飲料水や

非常用食料の備蓄が行われています。 

○情報提供手段として、くらし安心メールや公式フェイスブ

ックなど７種類の広報媒体を整え、市政情報の多重化を推

進しました。 

○身近な災害活動拠点となる街区公園において、防災トイレ

やかまどベンチなどの防災機能を付加しました。 

 

被害を最小限に抑える

減災対策の推進 

○減災対策を推進するため、木造住宅の耐震化の促進、下水

道施設の耐震化、浸水対策整備地区の拡大などの施設整備

に取り組みました。 

○土砂災害対策や浸水被害対策として、ハザードマップの作

成や防災訓練等を実施し、警戒避難体制の強化を図りまし

た。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ａ １５ 被害を最小限に抑える減災対策の推進 

Ｂ 
１３ みんなで取り組む地域防災力の強化 

１４ いざという時の危機対応力の強化 

 

 

 施策「13 みんなで取り組む地域防災力の強化」、「14 いざという時の危機対応力の強

化」は、満足度、重要度ともに平均値よりも高い結果となっています。特に重要度は、

全ての施策の平均値（１．２０）を大きく上回りました。 

ここからは、大規模地震や局地的な大雨など、大規模な自然災害に対する防災意識の

高まりと、安全・安心な暮らしに対する願望が推察されます。 

また、本市の防災教育や防災訓練の実施等による地域における防災力の強化、及び公

的備蓄の推進や情報伝達手段の多重化等による危機事態への対応力の強化の取組が、一

定の評価を受けていることが推察されます。 

 その一方で、施策「15 被害を最小限に抑える減災対策の推進」は、重要度が平均値

よりも高く、満足度は平均値よりも低い、優先的課題領域となりました。 

ここからは、さらなるライフラインの計画的な耐震化や、土砂災害・浸水対策を推進

するなど、自然災害による被害が最小限に抑えられるまちをつくるための施策、取組の

充実や見直しが求められていることが推察されます。   
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

 

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

地域防災力の強化 

○地震災害や風水害時における災害対策に万全を期すた

め、地域における防災の担い手育成や防災訓練の実施な

どにより地域の防災力を強化することが必要であると

考えられます。 

○また、災害時における高齢者や障害者などの要援護者対

策の実効性を高めるため、福祉避難所の開設、運営に係

る実践的な体制づくりが必要であると考えられます。 

 

危機対応力の強化 

○市民意識調査から本分野に対する市民の関心は高いこ

とが伺えます。企業や大学、他自治体とのさらなる連携

強化を図るとともに、公的備蓄量の確保や避難の実態に

即した避難所対策の検討、さらには災害活動拠点の整備

等を進め、災害や危機事態に的確に対応できる、まちづ

くりを推進する必要があると考えられます。 

 

減災対策の推進 

○市民意識調査の結果、本分野は、市民の満足度が平均値

を下回っています。災害による被害が拡大しないまちを

つくるため、公共施設の耐震工事や、耐震基準に満たな

い木造住宅の耐震化を促すための効果的な支援策、浸水

被害を軽減するための整備工事などのハード対策を、そ

の効果を見極めながら、計画的に推進する必要があると

考えられます。 

○また、地域特性に応じた土砂災害や浸水被害等に係る訓

練等の充実を図るなど、きめ細かなソフト対策の充実が

求められていると考えられます。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

災害対策基本法 

（平成２７年改正） 

・緊急車両の通行ルート確保の

ための放置車両対策の創設 

・大規模な災害から生じる廃棄

物の処理に関する指針の策定 

・大規模な災害に備えた環境大

臣による処理の代行措置の整

備 

大規模地震対策特別措置法 
 

 

地震防災対策特別措置法 
 

 

建築基準法 

（平成２６年改正） 

・木造建築関連基準の見直し 

・合理的な建築基準制度の構築 

・実効性の高い建築基準制度の

構築 

建築物の耐震改修の促進に関する法律 

（平成２５年改正） 

・耐震診断の義務付け・結果の

公表 

気象業務法 
（平成２５年改正） 

・特別警報の実施・伝達 

水防法 

（平成２７年改正） 

・想定し得る最大規模の洪水等

に対する避難体制等の充実強

化 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推

進に関する法律 

（平成２６年改正） 

・土砂災害の危険性のある区域

の明示 

・円滑な避難勧告等の発令に資

する情報の提供 

・市町村地域防災計画への避難

場所、避難経路等の明示 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                    

 

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

伊勢原市地域防災計画 
平成２８年度改

定（予定） 
 

企画部 

 災害に強い都市づくりを進めるとともに、市民の生命、身体及び財産を災害から

守ることを目的に、事前の対策や応急対策、復旧・復興対策などを定めた計画です。 

伊勢原市国民保護計画 
平成２８年度改

定（予定） 

 
企画部 

 武力攻撃やテロ等から市域における国民の生命、身体及び財産を保護し、被害や

影響を最小とすることを目的に、国民保護措置等を定めた計画です。 

伊勢原市災害時要援護者避難支援

計画 

平成１９年度 

 
 

保健福祉部 

 災害時要援護者の安全・安心体制を強化することを目的に、要援護者の自助及び

居住する地域の共助を基本として、要援護者への情報伝達体制や避難支援体制など

を定めた計画です。 

伊勢原市耐震改修促進計画 
平成２８年度 

～平成３２年度 
 

都市部 

 建築物の耐震化の促進を図り、安全・安心のまちづくりを進めることを目的とし

て、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策などを定めた計画で

す。 

伊勢原市下水道整備総合計画 

（下水道中期ビジョン） 

平成２３年度 

～平成３２年度 
 

土木部 

 安全・安心で快適なまちづくりに貢献する下水道の実現をめざし、地震対策、浸

水対策、下水道普及、施設の改築更新の施策の方向を定めた計画です。 

伊勢原市下水道総合地震対策計画 
平成２４年度 

～平成３３年度 
 

土木部 

 大規模地震時に管路や処理場・ポンプ場が最低限、有すべき機能を確保すること

を目的に、「防災」と「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進するために

定めた計画です。 
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基本政策２－５ 暮らしの安心がひろがるまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■安全で安心できる環境づくりの必要性 

◇市内の犯罪発生件数は、減少傾向にありますが、全国的には凶悪犯罪の発生が報道さ

れており、防犯カメラの設置拡大を要望する意見が増えています。【図４３】 

◇地域では、様々な団体による子どもの見守り活動や夜間の防犯パトロールなどの取組

が行われていますが、高齢化の進展とともに担い手の固定化や、人材不足の傾向がみ

られます。 

◆このため、地域の防犯対策を充実、強化するためには、防犯カメラの設置拡大に取り

組むとともに、新たな担い手の参加による取組が求められていると考えられます。 

◇また、平成２８年度に市内防犯灯の全灯 LED 化事業に着手し、犯罪発生の抑止効果

や体感治安の向上が期待されています。 

◆このため、全灯 LED 化後においても、地域における防犯灯の整備状況等を考慮しな

がら、継続して整備に取り組む必要があると考えられます。【表１２】 

◇市内においても高齢者等を狙った振り込め詐欺が多発しています。 

◆このため、関係機関とも連携した市民への効果的な周知や被害防止対策に取り組む必

要があると考えられます。 

◇人口減少社会の進展等に伴い、今後も空き家の増加が見込まれます。【図４４】 

◇平成２８年度に実施した空き家の現地調査では、経過観察等が必要な、空き家と思われ

る住宅が２１８戸確認されました。 

◆このため、所有者及び市民等に対し空き家の適切な管理等を促す必要があると考えら

れます。 

 

 

図４３ 市内の刑法犯発生件数の推移 

 
  出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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表１２ 防犯灯の地区別設置台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４４ 空き家数及び空き家率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（各年度末現在） 

出典：伊勢原市交通防犯対策課 

出典：総務省統計局「平成 25 年住宅土地統計調査」 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

7,113 7,149 7,255 7,346 7,450

2,568 2,583 2,617 2,637 2,676

伊勢原北 1,086 1,093 1,100 1,110 1,134

伊勢原南 1,482 1,490 1,517 1,527 1,542

134 135 135 134 135

928 932 952 965 994

844 848 865 874 889

1,769 1,779 1,801 1,831 1,841

870 872 885 905 915

単位：基

成　  瀬

大　  田

区　分

総  　数

伊 勢 原

大　  山

高 部 屋

比 々 多

（戸）

伊勢原市 厚木市 秦野市 平塚市 海老名市 小田原市 座間市

一戸建て空き家 1,070 2,200 2,220 2,450 1,130 3,290 1,230

長屋建て・共同住宅・
その他空き家

5490 12260 8200 9720 4350 9480 5360
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■暮らしの安心を支える消防・救急体制構築の必要性 

◇市内の火災発生状況は、平成２５年に大きく増加したものの、概ね年間２５件程度で

推移しています。【図４５】 

◇その一方で、近年の救急出動件数は、増加傾向にあります。【図４６】 

◇平成２７年には、消防救急無線のデジタル化を行うとともに、高機能消防指令センタ

ーの設備更新を行い、消防救急体制の強化を図りました。 

◇こうした中、市域では、平成３０年度（２０１８年度）以降に、新東名高速道路等の

新たな広域幹線道路が開通する予定です。 

◆このため、広域幹線道路上の災害出動時に市域内の消防力が低下することのないよう、

消防・救急体制を整える必要があると考えられます。 

◇また、消防・救急施設については経年による老朽化もあり、耐震に対しての不安も生

じています。 

◆このため、消防・救急施設については、市民の安全･安心な暮らしに必要な機能を備

えるため、今後も将来の消防・救急需要に応じ、最適な配置等、消防力を高める検討

を進める必要があると考えられます。 

 

図４５ 火災発生の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４６ 救急出動状況 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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■互いを尊重し合い暮らせる環境づくりの必要性 

◇国は、少子化と生産年齢人口の減少が進む中で、女性の活躍の推進は喫緊の課題であ

るとの認識の下、女性の活躍促進や男女が共に仕事と子育て・生活を両立できる環境

整備に関する施策を総合的に推進しています。 

◇平成２７年には、女性の職場における活躍を推進する女性活躍推進法が制定されまし

た。 

◆このため、本市においても伊勢原市男女共同参画プラン（改訂版）に基づき、市にお

ける各種審議会への女性参画についても推進していますが、女性の社会参画やワー

ク・ライフ・バランスの普及等に対するさらなる取組の充実が求められていると考え

られます。【図４７】 

◇児童や高齢者など社会的弱者に対する虐待やＤＶなどの相談件数が増加傾向にあり、

相談内容も複雑化しています。【図４８】 

◆このため、相談に応じる実務担当者の資質向上など、支援体制の充実が必要と考えら

れます。 

◇２０２０年には、世界的なスポーツと平和の祭典であるオリンピック・パラリンピッ

クが「東京」で開催され、今後、各地で国際交流の気運が高まることが想定されます。 

◆このため、本市においても、平和の尊さを改めて問い直すとともに、地域レベルでの

国際的な相互理解を促進する必要性が高まっていると考えられます。 
 

図４７ 県内各市の各種審議会における女性委員の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図４８ 児童虐待防止対応件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２７年４月１日現在） 

出典：内閣府男女共同参画局 

「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

出典：伊勢原市子ども家庭相談室 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○人口１０万人あたりの刑法犯認知件数は、年々減少傾向にあり、県内１９市中でも５

番目に低い水準にあります。現在の水準を維持し、さらなる改善を図るためにも、引

き続き、犯罪の起きにくい環境づくりや地域の防犯力の向上を促すことが必要である

と考えられます。 

○人口１０万人あたりの火災発生件数は、県内１９市中３番目に少なく、人口１０万人

あたりの救急出場件数は６番目に少なくなっています。近年は、大規模災害への備え

も注目されており、引き続き、消防・救急体制の着実な充実・強化を進めることが必

要であると考えられます。 

○本市の管理職における女性比率は、県内他市との比較において９番目に低い状況にあ

ります。特定事業主行動計画の目標達成はもとより、市内における女性の活躍推進を

牽引する上からも、さらなる比率向上が望まれるとともに、市内における男女共同参

画社会の推進に向けた取組の充実が必要であると考えられます。 
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【出典】 

 ・人口１０万人あたりの刑法犯認知件数：神奈川県警察「犯罪統計資料」（平成２７年） 

 ・人口１０万人あたりの火災発生件数：神奈川県「県勢要覧」（平成２６年） 

 ・人口１０万人あたりの救急出場件数：神奈川県「県勢要覧」（平成２６年） 

・県内都市自治体における女性管理職の在職状況：内閣府「地方公共団体における男女共同参

画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況（平成２８年） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

人口１０万人あたりの刑法犯認知件数 ５番目に低い 600.5件 697.7件

人口１０万人あたりの火災発生件数 ３番目に少ない 18.8件 24.6件

人口１０万人あたりの救急出場件数 ６番目に少ない 4479.3件 5103.7件

県内都市自治体における
女性管理職の在職状況 ９番目に低い 11.6% 14.1%
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

地域とともに取り組む

防犯対策の推進 

○防犯指導員や自治会を中心とした地域住民による子どもの

見守り活動や夜間パトロールなどの地域防犯活動に取り組

みました。 

○また、地域住民と連携した地域防犯活動の拠点としての成

瀬安全安心ステーションでの活動が、地域の自主的な防犯

活動を促進するなど、犯罪発生の未然防止を図りました。 

○防犯灯の LED 化による照度改善や犯罪抑止に効果的な防

犯カメラの設置により、犯罪の起きにくい環境整備を図り

ました。 

 

迅速で適切な消防・救

急体制の充実 

○消防救急無線のデジタル化や高機能消防指令センターの更

新に際しては、機器選定や工事手法の精査により事業費の

低減等を図り、消防通信・指令体制を維持強化しました。 

○消防水利施設等整備については、脆弱地域に防火水槽や消

火栓を計画的に整備し、消防水利の充足率向上を図りまし

た。 

 

互いに尊重し合うまち

づくりの推進 

○市民ニーズを踏まえた男女共同参画に関する講座やフォー

ラムの開催等により、男女共同参画社会の推進に係る市民

の理解促進を図りました。 

○要保護児童対策地域協議会の開催及び養育支援訪問事業の

推進により、子どもの安全・安心な生活環境を整えました。 

○また、ＤＶや児童・障害者・高齢者虐待の防止に向け、意

識啓発を図るとともに、被害者対応については、庁内各課

と関係機関が連携して、適切で迅速な支援等を推進しまし

た。 

○次世代を担う中学生のヒロシマへの派遣や、戦争体験者の

記憶の映像記録化を図り、市民の平和意識の啓発と記録の

次世代への継承に努めました。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

 

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ｂ 
１６ 地域とともに取り組む防犯対策の推進 

１７ 迅速で適切な消防・救急体制の充実 

Ｄ １８ 互いに尊重し合うまちづくりの推進 

 

 施策「16 地域とともに取り組む防犯対策の推進」と「17 迅速で適切な消防・救急体

制の充実」は、満足度、重要度ともに平均値よりも高い結果となりました。特に重要度

は、全ての施策の平均値（１．２０）を大きく上回りました。 

ここからは、市民一人ひとりの防犯意識の高まりとともに、防犯、消防・救急体制の

充実・強化の取組が一定の評価を受けていることが推察されます。 

 施策「18 互いに尊重し合うまちづくりの推進」は、満足度、重要度ともに平均値よ

りも低い結果となりました。 

戦後７０年以上が経過し、戦争を経験していない世代が多数を占めている現状を考え

ると、今後、平和に対する認識の低下が懸念されます。また、男女共同参画の推進や虐

待・ＤＶの防止など、市の責務としても施策を推進する必要性が高いことから、本施策

に対する市民の関心度を一定のレベルで維持していくためには、既存事業の地道な継続

と、市民理解促進のための取組改善が必要であると考えられます。 
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

防犯対策の推進 

○市民意識調査から本分野に対する市民の関心は高いこ

とが伺えます。犯罪が起きにくい安全で安心なまちづく

りに向けて、地域の自主的な防犯活動の支援や、犯罪の

抑止効果のある環境づくりなどにより、地域の防犯力の

強化を図る要があると考えられます。 

○犯罪の起きにくい環境を整える上では、より質の高い防

犯対策としての LED 防犯灯の設置や犯罪抑止に効果的

な防犯カメラの設置など、現在、取り組んでいる施策を

引き続き推進することが必要と考えられます。 

○市内でも多発する振り込め詐欺被害を未然に防ぐため、

継続的かつ効果的な取組を推進することが必要と考え

られます。 

○今後、空き家が増加し、その問題が深刻化した場合に、

防犯をはじめ様々な問題を引き起こすことから、空き家

に関する取組を総合的に進める必要があると考えられ

ます。 

消防・救急体制の充実 

○市民の日常生活の安全・安心を守るため、救急件数の増

加に伴う対策や、新たな広域幹線道路上の災害出動時に

おける市域の消防力の維持、確保を図る必要があると考

えられます。 

○消防施設の老朽化への対応や大規模災害への備えの必

要性が高まっていることから、今後は、消防施設や人員

の整備についても検討を進めることが必要であると考

えられます。 

互いに尊重し合うまちづ

くりの推進 

○男女共同参画を推進するため、女性の活躍やワーク・ラ

イフ・バランス等を推進する取組の充実を図る必要があ

ると考えられます。 

○ＤＶや児童、高齢者、障害者等への虐待防止を図るため

には、啓発活動や相談・支援体制の充実が必要と考えら

れます。 

○平和な社会を次代へ引継ぐ取組を継続するとともに、す

べての人が尊重され、お互いが思いやりながら暮らせる

環境を整える必要があると考えられます。 

○今後、国際交流の気運の高まりを背景に、地域レベルで

国際的な相互理解を促進する必要があると考えられま

す。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成２６年成立） 

・市町村による空家等対策計画

の策定 

・適切な管理の促進・活用 

・特定空家等に対する行政代執

行等の措置 

電波法 
 

 

消防法 
 

 

男女共同参画社会基本法 
 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律 

（平成２５年改正） 

・生活の本拠を共にする交際を

する関係にある相手からの暴

力及びその被害者について適

用対象を拡大 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律 

 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律 

 

老人福祉法 
 

 

児童福祉法（再掲） 

（平成２８年改正） 

・児童福祉法の理念の明確化 

・支援を要する妊婦等に関する

情報提供 

・市町村の要保護児童対策地域

協議会の機能強化 

・児童相談所の権限強化等 

児童虐待の防止等に関する法律 

（平成２８年改正） 

・しつけを名目とした児童虐待

の防止 

・児童相談所の権限強化等 

・親子関係再構築支援の強化 

・１８歳以上の者に対する支援

の継続 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                    

 

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

伊勢原市消防水利施設整備計画 
平成２５年度 

～平成２９年度  
未定 消防本部 

 火災発生時に迅速かつ効果的な消火活動を行うことで、火災による被害を最小限

にすることを目的に、消防水利施設の計画的な整備について定めた計画です。 

伊勢原市男女共同参画プラン（改訂

版） 

平成２５年度 

～平成２９年度 

 

平成３０年度

～平成３９年

度（予定） 

市民生活部 

 男女共同参画社会の実現をめざし、意識啓発をはじめとした施策を網羅し、市や

市民、市民活動団体、事業所などが取り組む基本的な方向を定めた計画です。 

伊勢原市人権施策推進指針 

平成１９年度 

～ 

 

平成２９年度

～ 市民生活部 

 誰もが人として尊重され、一人ひとりがいきいきと暮らせる人権尊重の理念が息

づく社会の実現をめざし、人権施策推進の基本理念や施策の推進方向などを定めた

指針です。 

 



３ 活 力 
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基本政策３－６ 産業の活力があふれる元気なまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■商工業の活性化と就労支援の必要性 

◇製造品出荷額は、近年、２，４００億円程度で推移していますが、付加価値額※2が

平成２５年以降大きく減少しており、本市の製造業における１工場あたりの生産性が

低下しているものと推察できます。【図４９】 

◇雇用機会や税収の確保のため、これまで全国の自治体において企業誘致が進められて

きました。こうした中、平成２６年度以降、地方創生による企業の地方移転の促進が

全国的に図られており、都市間における競争が激化することが想定されます。 

◆このため、現在、進められている広域幹線道路の整備を契機とし、産業集積や新たな

企業の立地を促進することが必要であると考えられます。 

◆また、既に市内に立地している企業の経営基盤の強化や操業環境の向上、企業・大学

等との産学官連携など、産業の活力を増進する取組のさらなる強化が必要であると考

えられます。 

◇市内の商店数は、平成３年に１，２５５店となった以降は減少を続け、平成２６年に

は８０２店まで減少しています。また、商店経営者の高齢化や後継者不足などが問題

となっています。【図５０】 

◇近年は、インターネットの人口普及率の増加を背景とし、消費者向け電子商取引の規

模が増加傾向にあり、消費者の購買方法が多様化しています。 

◆このため、商業地の賑わいや魅力を高めるため、関係団体と連携を図り、様々な資源

を活用した商店街の活性化などが必要であると考えられます。 

◇創業比率※3の推移をみると、平成１６～１８年の５．２３％以降は大きく減少に転

じ、平成２１～２４年には１．５８％となっています。また、市民から創業支援の充

実等を求める意見も寄せられています。【図５１】 

◆このため、様々な創業ニーズに応えるため、創業の検討段階から創業後のフォローア

ップまでの計画的かつ効果的な支援を推進する必要があると考えられます。 

◇国勢調査における産業大分類別男女１５歳以上就業者数を見ると、本市の就業者は平

成１７年と平成２２年を比較すると大きく減少しています。人口減少と少子高齢化を

背景に、今後も労働力人口は更に減少すると見込まれており、働き手として、女性や

高齢者、障害者が労働市場で活躍することが期待されています。【表１３】 

◆このため、若者等の就業支援の強化、女性の多様な雇用就業の推進、高齢者の経験・

知識を生かす雇用就業の実現、障害者雇用の促進などを図り、多様な人材の経験や能

力を十分に発揮できる環境の創出が必要であると考えられます。 

  

※2：付加価値額とは、企業の生産活動によって新たに生み出された価値のことです。 

   算出式：付加価値額＝売上高－費用総額＋給与総額＋租税公課 

 

※3：創業比率とは、ある特定の期間において、「新設事業所（又は企業）を年平均にならし

た数」の「期首において既に存在していた事業所（又は企業）」に対する割合のことです。 
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図４９ 製造品出荷額等と付加価値額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５０ 商店数の推移（卸売業・小売業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：経済産業省「工業統計調査」 

出典：経済産業省「商業統計調査」、「経済センサス」 
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図５１ 創業比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：総務省「事業所・企業統計調査」、総務省・経済産業省「経済センサス」 
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表１３ 産業大分類別男女１５歳以上就業者数 

 

 

  

＊　総　　　　　　　数

［注］平成19年に産業分類が改定された。 (各年10月１日現在）

25

2881,027

963

163

669899

2,391 723

1,603

2,100

1,568

1,223

3,066

1,507

2,566

4,058

844

157

2,355

5,597

3,114

574

271

医 療 ・ 福 祉

839

2,597

7,631

342

1,539

663

188

1,315

電 気 ･ ガ ス ･ 熱 供 給 ･ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ・ 郵 便 業

卸 売 業 ・ 小 売 業

3,456

第 １ 次 産 業

漁 業

林 業

農 業 1,275

1,291

859

878

316

497

114

1,253

第 ２ 次 産 業

　－

2,548

　－5

3 3

9,553

5

4

522753

9

526

単位：人

平成22年

総　　数

19,490

女男

48,978 29,488

765

第 ３ 次 産 業

区　　分

＊　総　　　　　　　  数

鉱 業

建 設 業

製 造 業

漁 業 、 水 産 養 殖 業

2,015  

223  586  363  

1,285  

3,505  医 療 ・ 福 祉

907  飲 食 店 ・ 宿 泊 業

6,146  

第 ２ 次 産 業

19  

297  

929  

1,317  

1,324  

3,391  

180  

30,900  50,357  

電気･ガス･熱供給･水道業

サ － ビ ス 業 (他 に分 類さ れな いも

の )

公 務 (他に分類さ れないもの)

分類不能の 産業

情 報 通 信 業

卸 売 ・ 小 売 業

運 輸 業

複 合 サ － ビ ス 事 業

林 業

19,457  

区　　分

第 １ 次 産 業

平成17年

女男総　　数

686  

685  

4,238  

2,540  

1,027  

421  

3,151  

277  

15,747

161  

不 動 産 業 ・ 物 品 賃 貸 業 890

1  13

     －　

2,516  12,101

鉱業・採石業・砂利採取業

第 ３ 次 産 業 34,018

3,775

1,317  

1,121  

320  

249  

450  

4,200  

宿 泊 業 ・ 飲 食 サ － ビ ス 業

学術研究・専門・技術サ－ビス業

生 活 関 連 サ － ビ ス 業 ・ 娯 楽 業

474

2,074

15,834  

9,128 7,054

18,271

製 造 業

建 設 業 2,968 2,494

2  

3  

8,866  

12,261  

4  

35,340  

747  

3,401  

2  

1,583  

2  

902  1,588  

898  農 業

9,745  

2,890  

     －　4  

501  

6,851  

19,506  

8,438  

345

1,206  

9,297  

966

2,406  

4,822  

861  

3,856

教 育 ・ 学 習 支 援 業

金 融 業 ・ 保 険 業

1,102

不 動 産 業

金 融 ・ 保 険 業

2,224  

686  

教 育 ･ 学 習 支 援 業

437  

770  

サ － ビス 業 (他 に分 類されな いも の)

公 務 (他 に 分 類 さ れ る も の を 除 く )1,168  

複 合 サ － ビ ス 事 業

分類不能の産業

出典：総務省統計局「国勢調査」 
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■地域特性を生かした農業と森林づくりの必要性 

◇本市の農業を取り巻く環境は、果樹栽培をはじめ都市近郊農業が盛んですが、農業従

事者の高齢化や担い手不足、有害鳥獣による農作物被害などを要因として、農家数の

減少、農地の荒廃化や耕作放棄地の増加の傾向が見られます。【図５２】 

◆このため、農業基盤の整備や新たな担い手の育成など、農業の生産性を向上させる取

組や、法人の参入、農地の集積・集約化など、農地の効率的な利用を促進するととも

に、有害鳥獣による被害防除対策を進め、農業を取り組みやすい環境づくりに努める

ことが必要であると考えられます。 

◆また、首都圏という大きな消費地に近く、さらには大山をはじめとする観光資源に恵

まれているというメリットを生かし、「伊勢原市特産品地域ブランド推進協議会」を

活用した農産物のブランド化や６次産業化など、農業所得を向上させる取組を更に推

進する必要があると考えられます。【図５３】 

◇森林は、地域に安全で快適な自然環境を提供すると共に、水源かん養としての豊かな

水資源を確保する機能を有しています。 

◆都市近郊の森林の多面的な公益機能を確保するため、林道の整備など、国や県の補助

金を活用した森林の管理施業を積極的に推進し、自然環境の保全と社会的公益機能の

確保を図ることが必要であると考えられます。 

 

図５２ 農業就業人口の年齢構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（平成２２年） 

出典：農林水産省「農林業センサス」 
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図５３ 経営体あたりの農作物販売金額 

 

 

 

 

 

  

（平成２２年） 

出典：農林水産省「農林業センサス」 
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■賑わいのある国際観光地づくりの必要性 

◇平成２６年の観光客総数は約１７０万人であり、このうち約９５％が日帰りの観光客

となっています。【図５４】 

◇観光消費額をみると、平成２６年は約１９億３千万円と、平成２４年と比較して２倍

程度増加していますが、宿泊費は漸増となっています。【図５５】 

◆このため、本市及び近隣地域の地域資源を十分に活用し、周遊型観光の促進など、観

光客の滞在時間を伸ばし、更に観光消費を増加させる取組が必要であると考えられま

す。 

◇国では、観光を成長戦略として位置付け、その重点施策として訪日外国人旅行客の増

大を図っています。 

◇また、広域幹線道路網の整備など、本市へのアクセス性の向上が見込まれています。 

◆このため、本市においても、国内外の観光客の受入環境の整備に地域及び事業者等と

連携して取り組み、本市の観光振興に結び付けていくことが必要であると考えられま

す。 

◇小田急特急ロマンスカーの伊勢原駅への常時停車や、登山客の足となる大山ケーブル

カーのリニューアル、フランスの旅行ガイドブック「ミシュラン・グリーンガイド・

ジャポン」への大山の紹介、昨今の登山ブームなど、本市の観光を取り巻く環境はめ

まぐるしく変化しています。そうした中、平成２８年度には、文化庁が創設した日本

遺産に「大山詣り」が認定され、本市の歴史・文化資源に更に多くの注目が集まって

います。 

◆このため、本市の魅力ある歴史・文化資源を積極的に活用した取組のさらなる推進が

必要であると考えられます。 

 

 

図５４ 観光客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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図５５ 観光消費額の推移 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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■戦略的なシティプロモーションによる情報発信力強化の必要性 

◇株式会社ナビタイムジャパンの経路検索条件データを見ると、本市の観光スポットで

ある大山阿夫利神社と日向薬師は、県内他都市の観光スポットや同じ山の観光スポッ

トである高尾山と比べて、検索回数に大きな開きがあります。【図５６】 

◇また、民間調査会社が平成２５年に実施した地域ブランドの認知・浸透状況の調査で

は、本市は県内１９市中１６位となっており、他都市と比較してまだまだ認知度が低

いことが伺えます。【表１４】 

◇市では平成２６年度に「いせはらシティプロモーション推進計画」を策定し、市公式

イメージキャラクタークルリンを活用した本市のＰＲ活動をはじめ、市内外に対して

推進計画に基づく様々なプロモーション活動に取り組んでいます。 

◇こうした取組の成果として、「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」に大山が紹

介され、さらには、文化庁が創設した日本遺産に「大山詣り」が認定されるなど、国

内外から多くの注目が集まっています。 

◇更に、２０１９年には、ラクビーワールドカップ日本大会の決勝戦が横浜市で予定さ

れ、２０２０年には、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が開催さ

れることにより、世界中から選手を含む多くの方々が日本に訪れることが予想されま

す。 

◆このため、こうした環境変化を絶好の機会と捉え、国内外への強力な情報発信により

交流の活性化を図り、地域経済の活性化につなげるなど、多くの人から“選ばれるま

ち”となる取組を進めることが必要であると考えられます。 

 

図５６ ナビタイムにおける観光地の検索回数 

 

 

 

 

  

2015年 休日 自動車による検索データ 

出典：株式会社ナビタイムジャパン「経路検索条件データ」 
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表１４ 地域ブランドの認知・浸透状況 

 

 

 

 

 

  

県内順位 全国順位 県内順位 全国順位

川崎市 1 13 厚木市 11 162

横浜市 1 13 座間市 12 208

鎌倉市 3 25 三浦市 13 252

横須賀市 4 58 海老名市 14 262

相模原市 5 77 大和市 15 337

小田原市 6 104 伊勢原市 16 345

茅ヶ崎市 7 125 秦野市 17 370

平塚市 8 130 南足柄市 18 379

藤沢市 9 135 綾瀬市 19 416

逗子市 10 142 ※県内19市、全国市・特別区531団体中の順位

（地域ブランド戦略サーベイ2013データを加工）

地域ブランドの認知・浸透状況 地域ブランドの認知・浸透状況

出典：株式会社日経リサーチ「地域ブランド戦略サーベイ 2013」再編加工 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○人口１０万人あたりの従業者数は県内１９市中５番目に多く、市内での雇用が一定程

度確保されていることが伺えます。 

○１経営体あたり農作物販売金額が県内１９市中７番目に高く、人口１０万人あたりの

観光客数が県内１９市中８番目に多くなっています。市の特徴等を生かした地域産業

を今後も引き続き振興し、地域の活性化につなげることが必要であると考えられます。 

○（株）日経リサーチ「地域ブランド戦略サーベイ２０１３」において公表された各都

市における地域ブランドの認知・浸透状況は、県内１９市中４番目に低くなっており、

本市の地域ブランド力はあまり高い評価を受けているとは言えない状況にあります。

このため、本市の豊かな自然環境や多くの史跡や文化財など、人々をひきつける本市

特有の地域資源を効果的に発信していくことが必要であると考えられます。 
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【出典】 

 ・人口１０万人あたり従業者数：経済産業省「経済センサス」（平成２６年） 

 ・１経営体あたり農作物販売金額：農林水産省「農林業センサス」（平成２２年） 

 ・人口１０万人あたり観光客数：神奈川県「入込観光客調査」（平成２６年中） 

 ・地域ブランドの認知・浸透状況：株式会社日経リサーチ 

「地域ブランド戦略サーベイ２０１３」（平成２５年中） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

人口１０万人あたりの従業者数 ５番目に多い 43,881人 39,494人

１経営体あたりの農作物販売金額 ７番目に高い 508.7万円 574.5万円

人口１０万人あたりの観光客数 ８番目に多い 1,692千人 2,656千人

地域ブランドの認知・浸透状況 ４番目に低い 73.6 88.1
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

施策名 主な取組と成果 

地域を支える商業・工

業の振興 

○企業立地促進条例の改正により優遇措置を強化すること

で、インセンティブが高まるとともに、県や金融機関等と

の情報交換・情報共有が図られ、企業誘致が促進されまし

た。 

〇また、中小企業支援制度（見本市等出展補助）の創設によ

り、既存企業の積極的な販路開拓や情報発信等が図られま

した。 

○創業支援事業計画の認定及び「いせはら創業応援ネットワ

ーク（市・商工会・市内３信金）」の組織体制の構築により、

計画的、効果的な創業支援を推進しました。 

地域とつながる都市農

業・森林づくりの推進 

○新規就農者への支援や担い手の育成・確保に努めるととも

に、担い手農家への農地の集積・集約化による経営規模の

拡大を図り、生産性の向上に取り組んできました。 

○また、地元の農作物の販売や普及啓発に係る取組として、

民間事業者の農産物直売所やケータリングカーの導入を支

援するとともに、伊勢原ブランドの認証制度の構築に取り

組みました。 

○さらに、有害鳥獣被害に対し地域と一体となって取り組む

とともに、農林業経営の向上や森林のもつ多面的な公益的

機能の保全を図るため、農業用水路や作業路等の農林業基

盤の整備を推進しました。 

伊勢原ならではの観光

魅力づくり 

○平成 25 年に県の新たな観光の核づくり候補地に認定され

て以来、地元や関係機関、近隣自治体と広域な連携を図り、

平成大山講プロジェクトにより国際観光地に向けて様々な

取組を進めてきました。 

○その結果、平成２７年６月には大山が「ミシュラン・グリ

ーンガイド・ジャポン」で紹介されるなど、メディアへの

露出も増え、認知度も上がってきています。 

いせはらシティセール

スの推進 

○市公式イメージキャラクタークルリンを活用したシティプ

ロモーションは、クルリンをイベント等に積極的に参加さ

せ、本市のＰＲに活用するとともに、クルリンのナンバー

プレートを導入するなど、本市の知名度の向上やイメージ

アップ、市民の愛郷心の醸成に取り組みました。 

○また、 平成２６年度に策定した「いせはらシティプロモー

ション推進計画」では、各部所管の事務事業でシティプロ

モーションに係る取組を明確化したことにより、市内外に

対して、全庁態勢による事業展開を図りました。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ｂ ２１ 伊勢原ならではの観光魅力づくり 

Ｃ ２２ いせはらシティセールスの推進 

Ｄ 
１９ 地域を支える商業・工業の振興 

２０ 地域とつながる都市農業・森林づくりの推進 

 

 施策「21 伊勢原ならではの観光魅力づくり」は、満足度、重要度ともに平均値より

も高い結果となっています。また、前回調査と比較しても満足度、重要度ともに高くな

っています。 

ここからは、歴史的観光地「大山」の地域ならではの魅力等を活用した平成大山講プ

ロジェクトの推進等による観光振興の取組が一定の評価を受けていることが推察され

ます。 

施策「22 いせはらシティセールスの推進」は、重要度が平均値よりも大きく下回っ

ている一方で満足度が平均値よりも高くなっています。 

ここからは、市の公式イメージキャラクター「クルリン」の導入、イベントへの積極

的な参加等によるシティプロモーションの取組が一定の評価を受けていることが推察

されます。 

その一方で、施策「19 地域を支える商業・工業の振興」と「施策 20 地域とつながる

都市農業・森林づくりの推進」は、満足度、重要度ともに平均値よりも低い選択的課題

領域となっています。 

このため、市内の各種産業の振興策を強化し、地域の産業の活性化を更に進めること

が必要であると考えられます。  
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

 

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

商業・工業の振興 

○地域産業が活発なまちをつくるため、新たな産業基盤を

創出し、関係団体等との連携のもと、本市の特性に応じ

た戦略的な企業誘致を推進するとともに、既存中小企業

の規模拡大や流通支援等の強化、産学官連携の強化に取

り組むことが必要であると考えられます。 

○また、商店街の活性化支援に引き続き取り組むととも

に、創業応援ネットワークによる組織的な創業サポート

に取り組むことが必要であると考えられます。 

〇さらには、女性や高齢者、障害者等への就労に関する情

報の提供や相談機能の強化など、多様な就労ニーズに応

える取組を推進する必要があると考えられます。 

○これらの取組により地域産業の活性化を図ることで、市

民の満足度の向上に繋げていくことが必要であると考

えられます。 

都市農業・森林づくり 

○安定した農業経営の確保のため、国の農地中間管理事業

の活用による農地の集積・集約化や新規就農者を含む地

域の担い手の育成・確保に引き続き取り組むとともに、

鳥獣による被害防除対策など、営農を継続できる取組の

推進が必要であると考えられます。 

○また、伊勢原市特産品地域ブランド推進協議会による認

証制度や新商品開発など、６次産業化等の戦略的な農業

の促進による農業所得の向上に取り組むことが必要で

あると考えられます。 

○農林業基盤の整備は農業・林業の経営力の向上に有効な

手段であることから、国や県の制度を有効に活用しなが

ら、継続的に推進する必要があると考えられます。 

観光魅力づくり 

○観光が盛んで賑わいのあるまちをつくるため、日本遺産

に認定された「大山詣り」のストーリーや四季折々の各

地区の観光資源を最大限に活用し、外国人観光客を含む

多くの人を引きつける魅力ある観光地づくりを引き続

き推進することが必要であると考えられます。 

○また、広域観光の形成に向け、他地域との連携を更に強

化するとともに、市民や事業者との協働による地域全体

の「おもてなし力」の向上を図ることが必要であると考

えられます。 
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分 野 今後の視点 

シティプロモーションの

推進 

○企業の活動場所や居住地などとして伊勢原が多くの人

から選ばれるまちとなるため、「いせはらシティプロモ

ーション推進計画」の取組を市民、関係機関、行政など

が一体となって着実に推進することが必要であると考

えられます。 

○また、交流人口の増加による地域の活性化を促進するた

め、横浜、鎌倉、箱根に次いで海外に強力に発信できる

第４の国際観光地の実現をめざすとともに、２０２０年

に開催される東京オリンピック・パラリンピックを見据

え、外国人観光客の獲得につながる取組を継続すること

が必要であると考えられます。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

産業競争力強化法 

（平成２５年成立） 

・「企業実証特例制度」による企

業単位での規制改革 

・収益力の飛躍的な向上に向けた

事業再編や起業の促進・ 

農地法 

（平成２５年改正） 

・遊休農地の農業上の利用の増進

を図るための措置の強化 

農業経営基盤強化促進法 

（平成２５年改正） 

・新たに農業経営を営もうとする

者に対する支援の充実 

農地中間管理事業の推進に関する法律 

（平成２５年成立） 

・農業経営の規模の拡大等による

農業の生産性の向上 

都市農業振興基本法 

（平成２７年成立） 

・都市農業の振興に関する施策を

総合的かつ計画的に推進 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の

創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する

法律 

 

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のため

の特別措置に関する法律 

（平成２８年改正） 

・銃所持許可更新時等に必要な技

能講習の免除措置の期限を５年間

延長 

・目的規定に捕獲した鳥獣の食品

としての利用を明記 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律 

（平成２６年改正） 

・指定管理鳥獣捕獲等事業の創設 

・認定鳥獣捕獲等事業者制度の導

入 

・網猟免許及びわな猟免許の取得

年齢の引き下げ 

森林法 

（平成２８年改正） 

・森林資源の再造成の確保 

・国産材安定供給体制の構築 

・森林の公益的機能の維持増進 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                     

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

伊勢原市産業ビジョン 
平成２５年度 

～平成３４年度 
 

経済環境部 

 本市の農業・林業・工業・商業・観光それぞれの長期的な産業ビジョンを明らかに

し、各産業の目指す方向性を定めた指針です。 

伊勢原市商業振興計画 
平成２６年度 

～平成３０年度 
 

経済環境部 

 本市の商業振興における方向性及び商業者や行政などの基本的な役割分担を示し、

市民と協働で商業の活性化を目指す計画です。 

大山魅力再発見「平成大山講」プロ

ジェクト基本計画 

平成２５年度 

～平成２９年度 
 

経済環境部 

 地域団体、企業、大学、行政などの関係者の連携・協力により、かつて「大山講」

で賑わった江戸期のように、多くの人が訪れ賑わいある国際観光地の実現を目指す計

画です。 

伊勢原農業振興地域整備計画 
平成２８年度 

～平成３２年度 

平成３３年度 

～平成３７年度 
経済環境部 

 農業の健全な発展を図るとともに国土資源の合理的な利用に寄与することを目的

に、農用地等として利用すべき土地の区分、農業生産の基盤整備等について定めた計

画です。 

農業経営基盤の強化の促進に関す

る基本的な構想 

平成２６年度 

～平成３０年度 

平成３１年度 

～平成３５年度 
経済環境部 

 農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健

全な発展に寄与することを目的に、農業経営基盤の強化の促進に関する目標や営農類

型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を定めた計画です。 

伊勢原市酪農・肉用牛生産近代化計

画 

平成２８年度 

～平成３７年度 

平成３８年度 

～平成４７年度 
経済環境部 

 畜産経営の安定化、担い手の育成、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の育成、家畜

改良と新技術の活用に向けた取組など、循環型社会に貢献することを目的に、持続可

能な畜産経営を定めた計画です。 

伊勢原市鳥獣被害防止計画 
平成２６年度 

～平成２８年度 

平成２９年度 

～平成３１年度 
経済環境部 

 有害鳥獣による農林畜産物の被害防止策を講ずるとともに、野生鳥獣の保護と調和

を図りつつ、農業経営の安定と発展を図ることを目的に、総合的かつ効果的な被害防

止策を定めた計画です。 

伊勢原市森林整備計画 
平成２５年度 

～平成３４年度 

平成３５年度 

～平成４４年度 
経済環境部 

 森林の保続培養と森林生産力の増進を図ることを目的に、森林計画、保安林その他

の森林に関する基本的事項を定めた計画です。 

いせはらシティプロモーション 

推進計画  

平成２７年度           

～平成３１年度 

 
企画部 

 市内外から「選ばれるまち」になることをめざし、市民・関係機関・行政とともに、

伊勢原の魅力を生かし、地域の活力を高めることを目的とした計画です。 
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基本政策３－７ 都市の活力を生み出す魅力あるまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■広域幹線道路の整備効果を生かしたまちづくりの必要性 

◇新東名高速道路の厚木南インターチェンジ（仮称）から伊勢原北インターチェンジ（仮

称）区間までは平成３０年度に、その先の御殿場インターチェンジまでは平成３２年

度に開通が予定されています。また、国道２４６号バイパスの伊勢原北インターチェ

ンジ（仮称）から伊勢原西インターチェンジ（仮称）までも新東名高速道路との一体

的な整備に向けて取組が進められるなど、広域幹線道路ネットワークの構築が進めら

れています。【図５７】 

◇東部第二地区では、平成２７年３月３１日付で神奈川県知事から市街化区域の編入と

土地区画整理組合設立認可を受け、同年４月に「伊勢原市東部第二土地区画整理組合」

が設立され、組合施行により、産業用地の整備など、企業立地に向けた取組が進めら

れています。 

◇伊勢原北インターチェンジ周辺地区では、平成２８年４月に「伊勢原北インター上粕

屋地区土地区画整理組合設立準備委員会」が設立され、土地区画整理事業の具体的な

検討が進められています。 

◆このため、今後も引き続き、県の「さがみロボット産業特区」の取組の活用など、関

係機関との連携による企業誘致や新たな雇用を生み出す産業集積に取り組むととも

に、地域と連携した新たな広域交流拠点の形成など、広域幹線道路の整備効果を生か

したまちづくりを進める必要があると考えられます。 

◇また、県と神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会では、東海道新幹線新駅の

寒川への誘致を推進するとともに、当該地域と相模川を挟んだ平塚市大神地区とを新

たな道路橋で結び、川の東西両地区が一体となった環境共生都市「ツインシティ」の

形成を進めています。 

◆このため、本市においても、ツインシティの整備効果を可能な限り有益なものとして、

地域への人の呼び込みや産業の活性化に資する様々な取組について、行政分野間の連

携を図りながら検討を進めることが必要であると考えられます。 

  



 

114 

 

図５７ 広域幹線道路の開通予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H29 年度 
開通予定 

H30 年度 
開通予定 

H32 年度 
開通予定 

※広域幹線道路の開通予定は、道路事業者
である中日本高速道路株式会社のホー
ムページで公表（平成２８年８月）され
ている情報を記載しています。 

伊勢原北 
I.C(仮称) 

伊勢原西 I.C(仮称) 

伊勢原 
J.C.T 
(仮称) 

厚木北 
I.C 

森の里 
I.C 
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■賑わいと活力ある中心市街地整備の必要性 

◇伊勢原駅の乗降客数は観光客数の増加などを背景に近年増加傾向にあり、平成２７年

における１日あたりの乗降客数は５１，７３３人となっており、小田急線全７０駅の

中では２１番目と比較的高い利用状況となっています。【図５８】 

◇また、健康ブームによるハイカーの増加や小田急線特急ロマンスカーの常時停車、「大

山詣り」の日本遺産認定など、複合的な要因により、今後、交流人口のさらなる増加

が期待されています。 

◇こうした環境変化を背景とし、駅前商店街への買い物客や大山・日向地域等を訪れる

観光客をおもてなしするのにふさわしい環境の創出等が求められています。 

◆このため、都市計画道路伊勢原駅前線の用地取得を進め、交通の結節点としての環境

改善に取り組むことが必要であると考えられます。 

◆また、関係権利者の意向を踏まえ、伊勢原駅北口周辺地区の全体整備に向けた取組を

進め、伊勢原駅北口周辺地区に市の玄関口としてふさわしい賑わいと活力ある中心市

街地を形成していくことが必要であると考えられます。 

 

 

 

図５８ 伊勢原駅の一日あたり乗降客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○商業系・工業系用途地域割合は県内１９市中９番目に高くなっています。一方で、総

面積に対する従業員３０人以上の工場敷地面積割合は県内１８市中４番目に低くな

っており、新東名高速道路や国道２４６号バイパスなどの整備効果を生かした産業基

盤の創出による雇用の創出など、地域の優位性を生かした新たなまちの活力を創造す

る取組が必要であると考えられます。 

○また、昼夜間人口比率は県内１９市中７番目に高くなっています。本市の玄関口とな

る伊勢原駅北口周辺地区の整備など、さらなる賑わいを創出するまちづくりが必要で

あると考えられます。 

 

 

  

【出典】 

 ・市街化区域率：神奈川県「神奈川県の都市計画のあらまし」（平成２８年４月１日現在） 

 ・総面積に対する従業員３０人以上の工場敷地面積：神奈川県「県勢要覧」（平成２６年） 

 ・昼夜間人口比率：総務省統計局「国勢調査」（平成２２年） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

商業系・工業系用途地域割合 ９番目に大きい 26.7% 27.1%

総面積に対する従業員３０人以上の
工場敷地面積割合

４番目に低い 1.1% 2.8%

昼夜間人口比率 ７番目に高い 92.7% 90.9%
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

地域特性を生かした新

たな産業基盤の創出 

○東部第二地区において、歌川産業スクエアに続く新たな産

業用地を創出する取組を進め、平成２７年３月に市街化区

域に編入しました。 

○平成２７年度から東部第二土地区画整理組合が設立され、

組合施行により、基盤整備等の工事が進められています。 

○さらに、整備が進められている新東名高速道路の伊勢原北

インター周辺地区において、豊かな自然環境や集落環境と

調和した新たな産業用地の創出に向けた取組を進めていま

す。 

 

交流がひろがる拠点の

形成 

○伊勢原駅北口周辺地区全体の事業の成立に向けて時間を要

してきたため、できるところから段階的に整備を進めてい

ます。 

○都市計画道路の用地先行取得や具体的な土地利用イメージ

の提案などにより、関係権利者の事業に対する機運も高ま

りつつあります。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

 

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ｃ ２３ 地域特性を生かした新たな産業基盤の創出 

Ｄ ２４ 交流が広がる拠点の形成 

 

「23 地域特性を生かした新たな産業基盤の創出」は、重要度が平均値よりも低い結

果となった一方で満足度は平均値を上回っています。 

ここからは、東部第二土地区画整理推進事業などの取組が市民から一定の評価を得た

ものであると推察され、今後も継続して取組を進めることが必要であると考えられます。 

 「24 交流がひろがる拠点の形成」は、満足度、重要度ともに平均値よりも低い選択

的課題領域となっています。 

また、前回調査との比較でも満足度が低下していることから、本市の中心拠点である

伊勢原駅周辺地区については、商業の集積や交通の結節点として、市内外から多くの人

が集う玄関口にふさわしい、賑わいのある拠点の形成を図る等、魅力あるまちをつくる

ための施策、取組の充実が求められていると推察されます。 
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

 

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

新たな産業基盤の創出 

○産業振興や地域経済の活性化に寄与するため、広域幹線

道路等の開通による整備効果を生かし、新たな産業用地

を創出する土地利用を推進するとともに、創出された産

業用地への優良な企業の誘致による雇用機会の拡充に

取り組むことが必要であると考えられます。 

○また、伊勢原北インターチェンジ（仮称）の開設に合わ

せ、周辺地域の都市的土地利用の具体的な検討を進める

必要があると考えられます。 

 

交流拠点の形成 

○魅力あるまちづくりを進めるため、都市計画道路伊勢原

駅前線の用地取得など、駅北口の交通環境を段階的に改

善していきながら、地元との協働により中心市街地とし

てふさわしい秩序ある土地利用に向け、必要な手続き等

を進めていくことが必要であると考えられます。 

○こうした取組により、市民から多くの意見が寄せられて

いる伊勢原駅北口周辺地区整備を着実に進捗させ、市民

満足の向上を図る必要があると考えられます。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

都市計画法 
 

 

土地区画整理法 
 

 

農業振興地域の整備に関する法律 
 

 

道路法 

（平成２６年改正） 

・高速道路の計画的な更新の実

施 

・高速道路の活用による維持更

新負担の軽減と地域活性化 

土地収用法 
 

 

 

  



４ 都市力 
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基本政策４－８ 自然と調和した住みよいまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■様々な地域特性を生かした魅力あるまちづくりの必要性 

◇市では、平成２４年度に「伊勢原市地域まちづくり推進条例」を施行し、市民等が主

体となったまちづくりへの支援を行っています。 

◇条例では、市民等や事業者、市が協働し、本市の豊かな自然、歴史や文化を生かした

魅力あるまちづくりを行うことを定めています。 

◆このため、市民等や事業者がまちづくりに参加できる機会を拡大し、積極的な情報提

供や支援をする必要があると考えられます。 

◇平成２６年度に景観計画や景観条例が施行され、市民と連携した景観まちづくりの取

組が始まっています。 

◇景観写真展やシンポジウムを開催するとともに、市民や団体と協働し、景観ビュース

ポットマップや景観カレンダーの作成を行うなど、市民とともに景観まちづくりの取

組を行っています。【表１５】 

◇こうした中、市域を東西に横断する新東名高速道路や伊勢原北インターチェンジ（仮

称）などの整備が進んでおり、地域の景観が変化しています。 

◆このため、景観まちづくりに対する啓発を更に充実させ、豊かな自然や地域の魅力を

生かしたまちづくりを進める必要があると考えられます。 

 

表１５ 景観まちづくり活動の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市都市総務課 

平成26年度 景観写真展

景観シンポジウム　２回

平成27年度 景観写真展

景観シンポジウム

景観ビュースポットマップ作成

平成28年度 景観写真展

景観シンポジウム

景観ビュースポットマップ作成

大山まちづくり検討委員会開催
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■市民一人ひとりの美化意識向上の必要性 

◇各自治会では、ごみ散乱等防止パトロールが定期的に実施されており、不法投棄量は

減少傾向にあります。一方、不法投棄件数は、平成２３年度から２６年度の４箇年と

比べ増加しています。【図５９】 

◆このため、啓発活動やパトロールの実施など、継続した不法投棄防止対策の取組が必

要であると考えられます。 

◇公園愛護会や市民との協働により、身近な公園や河川散策路などの美化活動が行われ

ており、公園愛護会団体数や活動日数は、近年、増加していますが、市民が主体とな

り、活動を継続していくことが大切です。【図６０】 

◆このため、公園愛護活動に対する支援の充実などさらなる取組の推進が必要と考えら

れます。 

 

図５９ 市内における不法投棄量等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６０ 公園愛護会の団体数及び述べ活動日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊勢原市環境美化センター 

出典：伊勢原市公園緑地課 
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■環境保全等による豊かな自然との共生の必要性 

◇市では、市民団体との協働による啓発イベントの開催や小学校などへの環境学習指導

員の派遣を実施しています。 

◇環境学習指導員の派遣は、小学校や子ども科学館以外への派遣実績が少なく、派遣を

要望する側と指導員が提供する内容が一致しないことから、派遣する指導員に偏りが

生じています。 

◆このため、環境学習指導員の指導内容の精査や充実を図るとともに、指導員の活躍の

場を確保するなど環境学習の取組を更に充実させる必要があると考えられます。 

◇市内の河川の水質は、平成２６年度において市内全ての河川（１０河川）でＢＯＤの

環境基準値（５ｍｇ／Ｌ以下。日向川のみ２ｍｇ／Ｌ以下）をクリアしており、河川

の汚濁状況は、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の普及促進により改善傾向にある

と推察されます。【表１６】 

◇平成２９年度より実施される「第３期かながわ水源環境保全５ヶ年計画」において、

生活排水施設の整備区域として日向川流域が対象になりました。 

◆このため、神奈川県の水源交付金を活用し、合併処理浄化槽への転換を促進し、河川

水質の向上を図るとともに、適正な維持管理の促進が必要であると考えられます。 

 

表１６ 水質汚濁状況 

 

 

 

  

　　　　　　　　　　　　他9河川 　5㎎／l以下

5.3 2.5 11 3.7 0.14

［注］※ＢＯＤ環境基準　日向川　　2㎎／l以下

3.1 0.09
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3.0 0.10 8.0 1.8 0.9 1

2.0 0.9 1 4.4 0.07

栗原川 8.0 2.3 1.6 2.0

0.13

板戸川 8.1 2.6 1.2 1.0 4.4 0.10 8.2

0.13 8.3 3.2 1.8 1 2.5下流 8.5 3.1 1.2 2.0 2.4

7.8 2.4 0.9 < 1 2.6 0.11

9.2 0.59

善波川
上流 7.7 2.8 1.3 4.0 2.7 0.12

7.9 0.38 7.2 5.9 0.8 3

2.4 1.0 2 1.9 < 0.05

市境 7.5 4.9 1.3 2.0

1.1 < 0.05
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0.6 1 2.0 0.07

鈴川
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0.01 7.7 0.9 < 0.5 < 1 0.9

2 2.3 0.08

日向川
上流 7.7 0.8 0.5 1.0 1.0

3.0 2.8 0.10 8.8 3.5 1.7
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戸張川 8.4 4.6 2.9
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渋田川
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4.9 0.25

下流 7.7 5.0 4.0 5.0 4.7 0.24 7.7

5.4 0.46 7.9 4.5 3.2 2
矢羽根川

上流 7.9 5.0 3.5 2.0
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出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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■環境負荷の少ない社会の必要性 

◇地球温暖化の主要因となっている電気使用量の削減のため、これまで、太陽光発電シ

ステムの普及を進めてきました。 

◇しかし、固定買取り制度上の売電価格の低下などにより、投資費用の回収計画が立た

ず、導入が難しくなっています。 

◇一方、１人あたりの年間電気使用量が年々減少するなど、省エネに対する啓発や取組

が進んでいます。【図６１】 

◇国では、平成２８年５月に「地球温暖化対策計画」を策定し、２０３０年度の温室効

果ガスの総排出量を２０１３年度比で２６％削減する目標を定め、事業者や国民が一

致団結して温暖化対策に取り組む、国民運動（COOL CHOICE）を平成２８年７月

からスタートさせました。 

◆このため、本市においても、市民や事業者が主体的に温暖化対策を進めるための啓発

活動など、さらなる取組を推進する必要があると考えられます。 

◇１人１日あたりの家庭ごみの排出量は減少傾向となっていますが、燃やすごみの排出

量は、計画どおりに減量が進んでいません。また、一般廃棄物の資源化率は横ばいに

推移している状況です。【図６２】 

◇また、現在、ごみの焼却処理は２施設で行っていますが、伊勢原清掃工場の焼却施設

は老朽化が進み、施設の維持には多額の費用が必要となることから、段階的に燃やす

ごみの排出を減らし、平成３７年度末までに、１施設で焼却を行う計画を進めていま

す。 

◆このため、リデュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）を通じて限りある資源を有効

に使うとともに、燃やすごみを減らすため、さらなる啓発や新たな資源化対策の取組

が必要であると考えられます。 

 

図６１ 市内１人あたりの年間電気使用量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市環境対策課 
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図６２ 家庭ごみの排出量（計画値と実績値）と資源化率 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市環境美化センター 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○人口１０万人あたりの公害苦情受理件数は、県内１９市中８番目に多くなっています。

このため、事業者への啓発など、環境保全の取組を更に進める必要があると考えられ

ます。 

○１人１日あたりのごみ排出量は県内１９市中８番目に少なくなっている一方で、リサ

イクル率は４番目に低い水準にあります。このため、さらなるごみの排出抑制や資源

化に取り組み、限りある資源が有効に活用される循環型社会の構築が必要であると考

えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【出典】 

 ・人口１０万人あたり公害苦情受理件数：神奈川県「県勢要覧」（平成２６年度中） 

 ・１人１日あたりごみ排出量：神奈川県「一般廃棄物処理事業の概要」（平成２６年度） 

 ・リサイクル率：神奈川県「一般廃棄物処理事業の概要」（平成２６年度） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

人口１０万人あたり
公害苦情受理件数 ８番目に多い 44.6件 43.2件

１人１日あたり
ごみ排出量 ８番目に少ない 881グラム 892グラム

リサイクル率 ４番目に低い 21.9% 28.4%
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

地域の個性あふれるま

ちづくりの推進 

○景観計画や景観条例の施行により、景観に配慮した建築物

や公共施設等の事例は、着実に積み上げられています。  

○景観写真展やシンポジウムなど、市民参加や市民協働によ

る景観まちづくりを継続して実施し、景観に対する意識の

啓発を推進しました。 

 

生活環境美化の推進 ○市内全域でごみ散乱等の防止パトロールを実施し、地域内

の問題箇所を把握し、その問題箇所を重点的にパトロール

を行うことにより、環境改善が図られました。 

○公園愛護活動の実施公園数について、各地区に積極的に呼

びかけを行い、目標を大幅に上回る成果を上げることがで

きました。 

 

自然共生社会の構築 ○小学校や子ども科学館等への環境学習指導員の派遣、また

市民環境団体との協働による「いせはら環境展」や「いせ

はらストップ温暖化展」の開催により、環境保全に関する

啓発活動の取組を推進しました。 

○合併処理浄化槽設置に係る補助制度を活用した水質改善

や、多自然型水路の整備による動植物の良好な生息環境の

向上など、持続可能な自然共生型の地域づくりに取り組み

ました。 

 

低炭素・循環型社会の

構築 

○温室効果ガスの削減に向け、みどりのカーテンの普及や、

市民や事業所を対象とした講座を開催するなど、省エネル

ギー意識の普及啓発を図りました。 

○燃やすごみに混在している紙や容器包装プラスチックなど

の分別の徹底を図り、ごみの減量化・資源化に取り組みま

した。 

○また、新たな分別品目の研究などを行い、資源化率向上に

向けた取組を推進しました。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

 

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ａ ２６ 生活環境美化の推進 

Ｃ 
２７ 自然共生社会の構築 

２８ 低炭素・循環型社会の構築 

Ｄ ２５ 地域の個性あふれるまちづくりの推進 

 

 施策「27 自然共生社会の構築」、「28 低炭素・循環型社会の構築」については、重要

度は平均値よりも低いものの、満足度は平均値よりも高くなっています。ここからは、

環境保全に関する啓発やごみの減量化・資源化の取組などが一定の評価を受けているも

のと推察されます。 

施策「26 生活環境美化の推進」については、重要度は平均値より高く、満足度が平

均値より低い優先的課題領域となっています。このため、美化活動への市民参加の促進

や啓発活動など、取組のさらなる充実が必要であると考えられます。 

施策「25 地域の個性あふれるまちづくりの推進」については、満足度、重要度とも

に平均値より低い結果となっています。このため、地域への愛着を高め、誰もが住み続

けたいと思えるまちをつくるため、地域の特性や魅力をまちづくりに生かすなど、まち

づくりへの関心を高める取組の充実や見直しが必要であると考えられます。 
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

 

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

地域・景観まちづくりの推

進 

○誰もが住み続けたいと思える愛着のある美しいまちを

つくるため、市民主体のまちづくり活動の支援や、良好

な景観形成に向け、市民と協働した景観まちづくりの取

組を進め、地域の個性を発揮した魅力あふれるまちづく

りを推進することが必要であると考えられます。 

○地域のまちづくりに対する関心を高めるため、さらなる

普及啓発を図る必要があると考えられます。 

 

生活環境美化の推進 

○きれいで快適なまちをつくるため、市民の美化意識の向

上を図るとともに、不法投棄防止対策や公園愛護活動へ

の支援など、身近な生活環境の改善を図るための取組を

充実する必要があると考えられます。 

 

自然共生社会の構築 

○自然と共生する暮らしの大切さを理解し、環境にやさし

いまちをつくるため、市民や事業者と連携し、環境学習

指導員の派遣や啓発活動などの環境保全に関する取組

を充実する必要があると考えられます。 

○合併処理浄化槽への転換や維持管理の啓発など、生活系

雑排水対策の取組を推進する必要があると考えられま

す。 

 

低炭素・循環型社会の構築 

○環境にやさしい持続可能なまちづくりを進めるため、市

民や事業者と協働・連携し、温暖化防止対策の取組を充

実する必要があると考えられます。 

○循環型社会の構築のため、さらなるごみの減量化・資源

化の取組を充実することが必要であると考えられます。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

都市計画法 
 

 

都市緑地法 
 

 

建築基準法（再掲） 

（平成２６年改正） 

・木造建築関連基準の見直し 

・合理的な建築基準制度の構築 

・実効性の高い建築基準制度の

構築 

景観法 
 

 

屋外広告物法 
 

 

農業振興地域の整備に関する法律 
 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（平成２７年改正） 

・災害廃棄物処理における平時

の備えを強化するための関連

規定の整備 

・災害時における廃棄物処理施

設の特例措置の整備 

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法

律 

 

 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

（平成２８年改正） 

・国民運動の強化 

・地方自治体の地域レベルの温

暖化対策の推進 

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法

律 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                    

 

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

伊勢原市都市マスタープラン 
平成２８年度 

～平成４７年度 
 

都市部 

 将来の都市の姿を展望し、都市づくりの目標や都市像などを示すとともに、その

実現に向けた都市計画の基本的な方針を定める計画です。 

伊勢原市緑の基本計画 
平成２０年度 

～平成３４年度 
 

都市部 

 都市における緑地の保全や緑化の推進を総合的に実施するため、その目標や方針

を定めた基本的な計画です。 

伊勢原市景観計画 
平成２５年度 

～平成３４年度 
 

都市部 

 地域の特性を生かした個性あふれるまちづくり及び潤いある豊かな生活環境の

創造を実現するため、良好な景観の形成に関する方針や行為の制限に関する事項等

を定める計画です。 

伊勢原市一般廃棄物処理基本計画 

平成２４年度 

～平成３３年度 

平成２９年度 

～平成４３年

度（予定） 

経済環境部 

 循環型社会の構築を図るため、ごみの排出抑制や発生から最終処分に至るまでの

基本的な方針を定めた計画です。 

伊勢原市分別収集計画 

平成２６年度 

～平成３０年度 

平成２９年度 

～平成３３年

度（予定） 

経済環境部 

 循環型社会の構築を図るため、一般廃棄物の中でも大きな比率を占める容器包装

廃棄物の排出抑制の方策や分別収集に関する内容などを定めた計画です。 

伊勢原市環境基本計画 
平成２５年度 

～平成３４年度 
 

経済環境部 

 良好な環境の保全と創造をめざし、環境教育・学習の充実や生活環境の保全、循

環型社会の構築、新エネルギーの普及など、環境施策の総合的な基本指針を定めた

計画です。 
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基本政策４－９ 快適で暮らしやすいまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■バリアフリー化による安全で円滑に移動できる環境整備の必要性 

◇市では、誰もが安全に移動できる環境とするため、歩道整備やバリアフリー化を進め

ています。【図６３】 

◇高齢社会の進展等を背景に、市民からは安全な歩行空間の整備など、バリアフリーの

推進を求める意見が寄せられています。 

◆このため、高齢者や障害者等の円滑な移動や社会参加の機会を確保するため、安全な

歩行空間の整備が益々重要になると考えられます。 

◇また、小中学生の登下校時の安全を確保するため、学校や地域、行政などによる通学

路の合同点検により、歩行空間の整備や改善を進めています。 

◇しかし、事業財源となる国の社会資本整備総合交付金が年々減少しています。 

◆このため、国の交付金など事業財源の確保に努め、通学路の安全な歩行空間の整備を

引き続き推進する必要があると考えられます。 

◇公共交通のバリアフリー対策として、ノンステップバスの導入促進を行っていますが、

国が目標として定める、平成３２年度までの導入率７０％に対し、本市の導入率は約

２０％と低い状況です。 

◆このため、交通事業者と連携し、ノンステップバスの導入促進を計画的に進める必要

があると考えられます。 

 

 

図６３ 歩行空間の整備延長の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：伊勢原市道路整備課 
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■安全で快適に移動できる環境の必要性 

◇市では、バスルートの拡充や伊勢原駅のロマンスカーの停車など、バス事業者や鉄道

事業者と協力し、公共交通の利便性の向上に取り組んでいます。 

◇バスの利用者は、平成２２年度からの推移では、平成２４年度を底に、近年は増加傾

向にあり、高齢化が進む中、公共交通の利用者は増加すると推察されます。【図６４】 

◇その一方で、赤字バス路線の統廃合の動きも出ています。 

◆このため、公共交通の利便性の向上とともに、高齢化の進行に伴い増加が見込まれる

移動困窮者対策として、新たな交通システムの導入の検討が必要になると考えられま

す。 

◇市内における自転車が関係する事故件数の割合は減少傾向にあります。また、神奈川

県内全体でみても、同様に事故件数は減少傾向にありますが、死者が発生した重大な

事故は依然として後を絶たない状況です。【図６５】 

◆このため、交通安全教育や交通マナー啓発活動のさらなる充実が必要であると考えら

れます。 

 

図６４ 路線バス輸送人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６５ 交通事故件数及び自転車事故の割合の推移 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 

出典：伊勢原市交通防犯対策課 
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■基盤施設の整備による都市機能向上の必要性 

◇市内の都市計画道路の計画延長は約６１ｋｍで、平成２７年度末では約２３ｋｍが整

備されています。【図６６】 

◇現在、新東名高速道路や国道２４６号バイパスなどの広域幹線道路の整備が進められ

ており、また、市では都市計画道路田中笠窪線などの整備を進めていますが、事業財

源となる国の社会資本整備総合交付金の減少により、都市計画道路の整備は進捗が遅

れている状況です。 

◆このため、引き続き国県などへの要望活動を行うとともに、国や県と連携し、都市計

画道路などの整備を推進することにより、道路ネットワークを形成し、交通利便性の

向上を図る必要があると考えられます。 

◇公共下水道の普及率は増加傾向にあるものの、県内平均を下回っている状況です。 

【図６７】 

◇また、国の未普及対策による汚水処理の概成を今後１０年間で行う方針を受け、市で

は、公共下水道の整備を、市街化区域内において、平成３７年度を目標に整備概成を

進めることとしています。 

◆このため、費用対効果を考慮し、効率的に公共下水道整備を推進することが必要であ

ると考えられます。 

 

 

 

図６６ 都市計画道路の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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図６７ 公共下水道の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「統計いせはら」 
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■公共施設の計画的な維持管理と効率的な活用の必要性 

◇本市の公共施設は、昭和４０年代から５０年代に建設されたものが多く、築後３０年

以上経過しているものが約６割を占めており、老朽化対策が大きな課題となっていま

す。【図６８】 

◇また、道路や橋りょうなどのインフラについても、高度経済成長期に集中的に整備さ

れたものが多く、老朽化が進んでいる状況です。 

◇平成２８年３月に策定した「公共施設等総合管理計画」では、老朽化した施設の大規

模改修や建替えには、多額の費用が掛かることが試算されています。 

◆このため、公共施設やインフラが長期間にわたり安全に利用し続けられるよう、計画

的な維持管理や修繕による長寿命化を図る必要があると考えられます。 

◆また、公共施設の多機能化や他施設への機能移転など、公共施設の有効活用を進める

必要があると考えられます。 

 

 

図６８ 市内公共施設の築年数別施設数（棟）構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：伊勢原市「公共施設等総合管理計画（概要版）」 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○人口１万人あたりの交通事故件数は県内１９市中８番目に多くなっています。このた

め、通学路や歩道の整備、交通弱者への対策や交通マナーの啓発など、誰もが安全で

円滑に移動できる環境づくりを引き続き進めることが必要であると考えられます。 

○人口１０万人あたりの自動車の保有車両数は、県内１９市中２番目に多くなっていま

す。一方、都市計画道路の改良済割合は県内１９市中４番目に低い状況です。自動車

は日常生活に欠かせない交通手段となっていることから、交通ネットワークの形成を

推進する必要があると考えられます。 

○公共下水道普及率は県内１９市中３番目に低く、また、整備率も県内平均と比べると

大きく下回っています。公共下水道は暮らしに身近な都市基盤であり、生活環境の向

上のため、引き続き、整備の推進が必要であると考えられます。     
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【出典】 

・人口１万人あたり交通事故件数：神奈川県「県勢要覧」（平成２６年度） 

 ・人口１０万人あたりの自動車保有車両数：神奈川県「県勢要覧」（平成２６年度末） 

 ・都市計画道路の改良済割合：神奈川県「県勢要覧」（平成２６年度末） 

・下水道普及率：神奈川県「県勢要覧」（平成２６年度末） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

人口１万人あたりの交通事故件数 ８番目に多い 36.5件 35.5件

人口１０万人あたりの自動車保有車両数 ２番目に多い 15,384台 13,318台

都市計画道路の改良済割合 ４番目に低い 37.2% 56.8%

下水道普及率 ３番目に低い 77.0% 89.3%
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

バリアフリー対策の推

進 

○歩道の整備やバリアフリー化、歩車共存道路の整備による

歩行空間整備の取組により、誰もが、安全で円滑に移動で

きる道路環境の改善が図られています。 

○公共交通のバリアフリー化を推進するため、路線バス事業

者と協議調整し、市の支援により６台のノンステップバス

が導入されました。 

 

移動しやすい交通対策

の推進 

○便利で移動しやすい公共交通の確保として、愛甲石田駅南

口と郊外地域を連絡するバス路線を開設するとともに、既

存のバス路線を見直し、郊外地域から新協同病院などへの

交通アクセスを改善しました。 

○自転車の交通安全教室やルール・マナーの向上を推進する

ための街頭啓発キャンペーンを実施し、自転車の交通マナ

ーの啓発を図りました。 

 

都市の機能を高める基

盤施設整備の推進 

○便利で機能的なまちをつくるため、新東名高速道路や国道

２４６号バイパスの整備を促進するとともに、市域の道路

ネットワークを形成する都市計画道路の整備を推進しまし

た。 

○公共下水道は、都市の機能を高める基盤施設として必要不

可欠なものであり、計画的に公共下水道整備を進めました。 

 

公共施設の効率的な活

用と維持管理・保全の

推進 

○長寿命化計画に基づき、公共施設やインフラの計画的な維

持管理を実施し、財政負担の平準化を図るとともに、老朽

化対策などを推進しました。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

 

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ａ 

２９ バリアフリー対策の推進 

３０ 移動しやすい交通対策の推進 

３１ 都市の機能を高める基盤施設整備の推進 

Ｄ ３２ 公共施設の効率的な活用と維持管理・保全の推進 

 

施策「31 都市の機能を高める基盤施設整備の推進」は、重要度、満足度とも平均値

となっています。ここからは、新東名高速道路や国道２４６号バイパスの整備、ならび

に都市計画道路の整備による幹線道路網の構築や、下水道整備など、暮らしに身近な都

市基盤施設の整備の取組などが、一定の評価をされたものと推察されます。 

 施策「29 バリアフリー対策の推進」、施策「30 移動しやすい交通対策の推進」は、

重要度は平均値よりも高いものの、満足度は平均値よりも低い優先的課題領域となって

います。このため、高齢社会が進展する中、バリアフリー対策や公共交通対策の取組の

充実が必要であると考えられます。 

 施策「32 公共施設の効率的な活用と維持管理・保全の推進」は、重要度、満足度と

もに平均値より低くなっています。このため、公共施設やインフラの長寿命化による老

朽化対策など、適切な維持管理や公共施設の有効活用などの取組を推進する必要がある

と考えられます。また、親子で楽しめる公園づくりの要望などの意見が複数寄せられた

ことから、ニーズに応じた取組が必要であると考えられます。 
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

 

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

 

分 野 今後の視点 

バリアフリー対策の推進 

○高齢者をはじめ、誰もが安心して移動できるまちづくり

を進めるため、地域の実情や地形などを踏まえた歩道空

間の整備が必要であると考えられます。 

○また、バス事業者と協調し、ノンステップバスの導入に

よる公共交通のバリアフリー化を推進することが必要

であると考えられます。 

 

交通対策の推進 

○誰もが安全で移動しやすいまちづくりを進めるため、バ

ス路線の拡充や新たな交通システムの導入による公共

交通不便対策を進める必要があると考えられます。 

○また、自転車利用者への交通安全に対する啓発活動な

ど、自転車による交通事故を減らすための取組を充実す

ることが必要であると考えられます。 

 

都市基盤施設整備の推進 

○交通利便性向上のため、広域幹線道路や都市計画道路の

整備により、交通ネットワークの形成を推進することが

必要であると考えられます。 

○生活環境向上や公共用水域の水質保全のため、効率的に

公共下水道の整備を推進することが必要であると考え

られます。 

 

公共施設等の総合管理の

推進 

○公共施設やインフラを安全に安心して長期間にわたり

利用するため、長寿命化に向けた効果的、効率的な修繕

や更新を行い、経費の節減や平準化を図った適切な維持

管理・保全を推進していく必要があると考えられます。 

○さらには、公共施設の機能の複合化や他施設への機能移

転など公共施設の有効活用の取組を推進していく必要

があると考えられます。 

○また、親子で楽しめる公園づくりの要望などの市民ニー

ズに対応するため、様々な世代が集える拠点の整備が必

要であると考えられます。 

 

 

 

 



 

142 

 

（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律 

 

 

交通政策基本法 
 

 

道路運送法 
 

 

都市計画法（再掲） 
 

 

下水道法 

（平成２７年改正） 

・雨水排除に特化した「雨水公

共下水道」を創設 

・下水道の維持修繕基準を創設 

・下水道事業の執行体制の支援

策の充実 

道路法 

（平成２６年改正） 

・高速道路の計画的な更新の実

施 

・高速道路の活用による維持更

新負担の軽減と地域活性化 

（平成２６年施行規則改正） 

・道路の維持修繕に関する具体

的な基準等の規定 

建築基準法（再掲） 

（平成２６年改正） 

・木造建築関連基準の見直し 

・合理的な建築基準制度の構築 

・実効性の高い建築基準制度の

構築 

国土開発幹線自動車道建設法  

高速自動車国道法  

道路整備特別措置法  

道路整備緊急措置法  

住生活基本法  

地方自治法 

（平成２６年改正） 

・認可地縁団体が所有する不動

産に係る登記の特例を創設 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                    

 

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

第１０次伊勢原市交通安全計画 
平成２８年度 

～平成３２年度 

 
市民生活部 

 交通事故のない安全で安心なまちづくりをめざし、道路交通環境の整備や交通安

全に関する普及啓発活動などの方針を定めた計画です。 

 

公共施設等総合管理計画 平成２８年度  企画部 

 健全財政の推進及び市民サービスの継続性に配慮した公共施設の管理の実現を

目的に、公共施設等のマネジメントの基本方針や取組スケジュールなどを定めた計

画です。 

 

伊勢原市市営住宅長寿命化計画 
平成２２年度 

～平成３１年度 

 
都市部 

 市営住宅の長寿命化を図るため、予防保全的な修繕、改善事業の効率的、計画的

な実施などを定めた計画です。 

 

伊勢原市公園施設長寿命化計画 
平成２７年度 

～平成３１年度 

 
都市部 

 老朽化していく公園の長寿命化を図るため、施設の健全に関する点検・調査結果

に基づいた予防措置的な措置や修繕などに係る経費の縮減・平準化策などを定める

計画です。 

 

伊勢原市橋りょう長寿命化計画 
平成２５年度 

～平成３２年度 

 
土木部 

 老朽化した橋りょうの長寿命化を図るため、健全度に関する点検・調査結果に基

づいた予防保全的な措置や修繕などに係る経費の縮減・平準化策などを定めた計画

です。 

 

伊勢原市（下水道処理場・ポンプ場） 

長寿命化計画 

平成２５年度 

～平成２９年度 

平成３１年度～

平成３５年度 
土木部 

 老朽化していく処理場・ポンプ場施設の長寿命化を図るため、設備等の健全度に

関する点検・調査結果に基づいた措置や修繕などを定めた長寿命化計画を策定し、

コストの縮減や平準化を行います。 

伊勢原市（下水道管路）長寿命化計

画 
 

平成３１年度～

平成３５年度 土木部 

 老朽化していく管路施設の長寿命化を図るため、施設の健全度に関する点検・調

査結果に基づいた措置や修繕などを定めた長寿命化計画を策定し、コストの縮減や

平準化を行います。 
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計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

伊勢原市下水道整備総合計画 

（下水道中期ビジョン） 

平成２３年度 

～平成３２年度 

未定 
土木部 

 安全・安心で快適なまちづくりに貢献する下水道の実現をめざし、地震対策、浸

水対策、下水道普及、施設の改築更新の施策の方向を定めた計画です。 

 

伊勢原公共下水道全体計画 
平成２３年度 

～平成４２年度 

未定 
土木部 

 生活環境の改善、浸水の防除、公共用水域の水質保全という公共下水道の目的が

達成されるよう、下水道施設の配置、規模などを定めた計画です。 

 

伊勢原市下水道総合地震対策計画 
平成２４年度 

～平成３３年度 

 
土木部 

 大規模地震時に管路や処理場・ポンプ場が最低限、有すべき機能を確保すること

を目的に、「防災」と「減災」を組み合わせた総合的な地震対策を推進するために

定めた計画です。 

 

 



５ 自治力 
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基本政策５－１０ 市民と行政がともに力を合わせて歩むまちづくり 

 

（１）本市を取り巻く潮流と考察                          

 

■市民や団体、事業者との強いパートナーシップの必要性 

◇平成２４年に、市民協働に対する認識や理解を深めるために、市民協働マニュアルを

策定するとともに、提案型協働事業制度を創設し、市民活動団体と市との協働事業を

推進しています。 

◇少子高齢化の進展や、核家族化の進行など、社会環境の変化により、市民ニーズが多

様化し、行政単独で課題に対応することが困難な事例が増えています。 

◆市と市民活動団体とがお互いの特性を生かして、幅広い市民活動や複雑・多様化する

ニーズに対応できるよう、市民協働が活発な環境を整えることが必要であると考えら

れます。 

◇市内に主な活動拠点を置くＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）は５３団体（平成２７

年度末）で、年々新たな市民活動団体が設立されています。ＮＰＯ法人（特定非営利

活動法人）やボランティア組織など、特定のテーマにより結びつく組織が数多く形成

され、活躍の場を広げてきています。【図６９】 

◇平成２１年１１月に開設した市民活動サポートセンターは、年々、登録団体数が増え、

平成２７年度末に１９７団体となっています。市民活動団体の活動や情報交換、交流

の場として利用されており、利用件数及び利用人数は平成２７年度に下がったものの、

平成２３年度時点から比べるとどちらも３割以上増加しています。【図７０】 

◆このため、市民活動サポートセンターを中心として、市民活動団体への活動場所の提

供や情報提供、団体相互の交流、相談対応などを行い、市民が自発的に行う公益的な

活動を引き続き支援することが必要であると考えられます。 

◇県内の市民活動サポートセンターの動向を見ると、指定管理あるいは市民協働事業に

よる公設民営での運営が多く見られます。 

◇本市の市民活動サポートセンターは県との建物賃貸借契約により設置していますが、

建設からかなりの年数が経過し、建物の老朽化が著しくなっています。 

◆このため、これまでの運営状況等を検証しながら、運営方法について検討を進めると

ともに、今後も市民活動団体の活動場所としての機能を維持するため、施設機能の移

転等についても、検討を進めることが必要であると考えられます。 
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図６９ 市内に主な活動拠点を置く認証ＮＰＯ法人登録数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７０ 市民活動サポートセンター利用状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市市民協働課 

出典：伊勢原市市民協働課 
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■自主的、自立的な地域運営を行うコミュニティの必要性 

◇本市の自治会加入率は、平成２７年度現在８２．０％で、県内１９市中４番目に高い

割合となっていますが、近年は減少傾向にあります。 

◇近年、個人の価値観、ライフスタイルの多様化に伴い住民のコミュニティ意識が希薄

化してきています。【図７１】 

◇また、自治会や子ども会などの地域の組織では、役員の高齢化や成り手不足、未加入

世帯への対応などの問題を抱えてます。 

◆このため、自治会活動や地域づくりの発展のための支援を行うことで、地域コミュニ

ティを活性化し、一定の区域に住む住民自らが地域の課題を解決し、住民の連帯意識

を強化することが必要であると考えられます。 

◇本市では、地域住民に自主的な活動の場として、市内４カ所（伊勢原北・伊勢原南・

成瀬・大田）にコミュニティセンターが設置されています。 

◇生産年齢人口の減少による市税収入の減少が想定されるとともに、老年人口の増加や

少子化対策に伴う社会保障関連費用の増大などにより、今後ますます厳しい財政状況

が見込まれているため、既存の公共施設について、計画的なマネジメントに取り組む

ことが求められています。 

◆このため、施設の統廃合やさらなる機能の集約化に向けて検討を進めることが必要で

あると考えられます。 

 

 

図７１ 市内の総世帯数と自治会加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：伊勢原市市民協働課 
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■市民に身近で利用しやすい行政サービスの必要性 

◇平成２７年度に実施した「伊勢原市まちづくり市民意識調査」の結果では、市民の市

からの情報の入手源は、「広報いせはら」が７３．６％で最も多く、以下、「自治会回

覧・掲示板」が４６．２％、「タウン紙」が３５．４％、「市公式ホームページ」が

１８．７％で続いています。一方で、ツイッターをはじめとするＳＮＳの活用など、

多様な情報媒体の活用を推進しておりますが、その利用率は低い状態にあります。【図

７２】 

◇また、総務省の「平成２８年度情報通信白書」によると、国全体のインターネット利

用者は増加傾向にありますが、高齢者や低所得者など、世代や年収による格差が存在

しており、こうした情報弱者に対する対応が求められています。 

◆このため、主たる情報源である「広報いせはら」を中心に、地域コミュニティに立脚

する「自治会回覧・掲示板」、「タウン紙」の活用、ＳＮＳを活用した「市公式ツイッ

ター」、「市公式フェイスブック」など、多様な情報媒体を引き続き複合的に活用し、

情報提供の充実を図ることが必要であると考えられます。 

◇本市では、市民生活の利便性の向上を図るため、神奈川県及び市町村と共同で組織す

る「神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会」に参加し、電子申請サービスを行っ

ています。また、平成２８年１月から開始されたマイナンバー制度への対応など、情

報システム基盤の整備を推進しています。 

◇我が国が抱える様々な課題に対応するために、ＩＣＴ(情報通信技術)の利活用は必要

不可欠なものとなっています。我が国は、世界最先端のＩＣＴ基盤を備えていること

から、本市においてもこの基盤を有効に利活用することが求められています。 

◆このため、既存の電子申請サービスを見直したうえで、各種証明書のコンビニでの交

付や情報を必要としている方へのプッシュ型情報発信から申請手続きまで一連で行

えるワンストップサービスなど、ＩＣＴを活用した新たな市民サービス手法の導入に

向けた検討等が必要であると考えられます。 

◇情報通信技術が発達した現代において、情報の盗難やコンピュータシステムの破壊と

いった、インターネットを介した脅威が多様化しています。 

◆このため、システムを安全に運用するため、情報セキュリティの向上が必要であると

考えられます。 

◇市職員による市民相談の一般相談件数は減少傾向にありますが、弁護士による法律相

談などの特別相談件数は微増傾向にあります。中でも、社会情勢の変化に伴い悪質商

法によるトラブルや架空請求・不当請求、インターネットを介した消費者被害などの

相談は、近年は大きく増加しています。【図７３】 

◆このため、市民の様々なトラブルに対応するとともに、市民の消費生活の安定と向上

を図るため、相談体制の維持充実を図ることが必要であると考えられます。 
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図７２ 市政情報の入手方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７３ 市民相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「平成２７年度伊勢原市まちづくり市民意識調査結果報告書」 

出典：伊勢原市市民協働課 
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■健全で安定した財政運営の必要性 

◇財政健全化の実現に向けて、「第四次行財政改革推進計画」を推進し、これまで、市

税等の徴収率の向上のほか、広告収入の確保、まちづくり市民ファンドの創設と充実

など、税外収入の確保に取り組むとともに、歳出においては事務事業の見直しや事業

公社の未償還債務の削減、職員数の適正化による人件費の抑制に取り組んできました。 

◇しかしながら、財政力指数の状況を見ると、類似団体の平均を上回る水準を維持して

いるものの、リーマンショック以降低下し続けています。【図７４】 

◇また、経常収支比率の状況を見ると、比率の分母となる経常一般財源は、市税の増に

より増加したものの、比率の分子となる経常経費充当一般財源は、公債費が減となる

一方で、扶助費、物件費、人件費が増となり、比率が悪化しました。【図７５】 

◆このため、徴収率の向上による自主財源の確保の取組や市債発行の抑制による市債残

高の縮減、財政調整基金の確保など、安定的かつ自立した財政基盤の構築に、市民の

理解と協力を求めながら、継続して取り組む必要があると考えられます。 

◆また、ふるさと納税返礼品の充実やクラウドファンディングの導入など、新たな財源

確保に向けた積極的な取組が必要であると考えられます。 

◇さらに、社会経済情勢の変化に適切に対応しつつ安定した市民サービスを維持するた

め、既存の公共施設について、計画的なマネジメントに取り組むことが求められてい

ます。 

◆このため、平成２８年３月に策定した「公共施設等総合管理計画」踏まえ、健全財政

の推進と市民サービスの継続性に配慮した公共施設の管理の実現に向けて取組を進

めていく必要があると考えられます。 

 

 

図７４ 財政力指数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市財政課 
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図７５ 経常収支比率の状況 

 

 

  

出典：伊勢原市財政課 

※人口及び産業構造等により全国の市町村を３５のグループに分類し、その結果本市と同じグループに

属する団体を類似団体という。 
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■市民に信頼される行政運営の必要性 

◇地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、平成２６年から地方分権改

革に関する「提案募集方式」が導入され、さらなる地方分権改革による取組が進めら

れています。 

◇こうした地方公共団体等からの提案等を踏まえ、平成２８年に公布された第６次一括

法により、市町村への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等が進められて

います。 

◇また、伊勢原市定員管理計画により着実な職員の減員に取り組んできた結果、平成

２８年４月１日現在の職員数は６６５人となっており、計画初年度の平成２５年度か

ら３年間で２１人の減員を進めました。【図７６】 

◇こうしたことから、市民サービスの多様化・高度化の進展も背景に、職員一人が担う

行政事務量が年々増大しています。 

◆このため、時代の変化に伴う市民ニーズの変化に的確に応えるため、適切な組織の見

直しや人員配置、ワンストップ体制による総合窓口などの部門横断的な仕組みの充

実・強化に取り組むとともに、市の業務を担う職員の能力の向上を図ることが必要で

あると考えられます。【図７７】 

◆また、個々の自治体では解決できない広域的な行政課題に他市町村や民間企業等との

連携により柔軟に対応するとともに、既存事業の見直しなど、歳出の効率化や行政事

務の質的改善に引き続き取り組むことが必要であると考えられます。 

 

図７６ 市職員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市職員課 
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図７７ 総合窓口のイメージ 

 

 

 

 

  

出典：総務省行政管理局「業務・システムの最適化」 
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（２）県内都市との比較による考察                        

 

○人口１０万人あたりのＮＰＯ法人数は県内１９市中４番目に多く、相対的に地域活動

が活発である都市と考えられますが、複雑化・多様化する市民ニーズに対応するため、

引き続き、市民との協働による取組が必要であると考えられます。 

○人口１０万人あたりの電子申請利用件数は県内１６市中２番目に少なくなっていま

す。マイナンバーカードの普及が進むことで、新たな電子サービスへの市民の期待が

更に高まるものと考えられることから、市民の利便性の向上を図るために、ＩＣＴの

利活用を推進することが必要であると考えられます。 

○財政力指数は近年回復傾向にもあることから、県内１９市中６番目に高くなっていま

す。一方で、自治体の抱える負債の大きさを財政規模に対する割合で示す将来負担比

率は県内１８市中４番目に高く、他市よりも財政構造が硬直化していると考えられる

ことから、社会経済状況の変化により市税収入の確保など財政運営の見通しや先行き

の不透明感が高まっている中、さらなる財政の健全化に取り組むことが必要であると

考えられます。 

○人口千人あたりの職員数が県内１９市中５番目に少なくなっています。本市の効率的

な事務の執行体制の構築と人員の適正化の取組が一定の成果を得ているものと考え

られます。 
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【出典】 

 ・人口１０万人あたりのＮＰＯ法人数：神奈川県「特定非営利活動促進法の施行状況について」

（平成２８年８月３１日現在） 

 ・人口１０万人あたりの電子申請利用件数：伊勢原市情報システム課（平成２７年度） 

・財政力指数：総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」（平成２５年度） 

 ・将来負担比率：神奈川県「市町村税財政データ集」（平成２６年度） 

 ・人口１千人あたりの職員数：神奈川県「市町村要覧」（平成２７年４月１日現在） 

項目名 伊勢原市位置 伊勢原市値 県内都市平均値

人口１０万人あたりのＮＰＯ法人数 ４番目に多い 52.1団体 35.3団体

人口１０万人あたりの電子申請利用件数 ２番目に少ない 142件 857件

財政力指数 ６番目に高い 0.96 0.93

将来負担比率 ４番目に高い 107.5% 62.4%

人口１千人当たりの職員数 ５番目に少ない 6.60人 8.01人
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（３）前期基本計画期間における施策別の主な取組と成果              

 

施策名 主な取組と成果 

市民や様々な団体との

市民協働の推進 

○市民活動サポートセンターの利用人数及び登録団体数は増

加傾向にあり、市民活動への参加促進を呼びかけ、市民や

団体の自主的・継続的活動のための場を提供しました。更

に相談、育成、交流などの支援を行いました。 

○また、様々な団体や事業者と市が、提案型市民協働事業に

より積極的に協働関係の構築に努めました。 

多様なつながりで支え

る地域運営の推進 

○補助金による自治会側面支援や、地域コミュニティの拠点

であるコミュニティセンターの運営など、自治会活動や地

域コミュニティづくりの活性化に取り組みました。 

○また、市民が地域に関心をもち、地域の活動に積極的に関

わる契機にもなる効果的な取組として、自治会員の情報共

有、加入促進のためのホームページ開設を支援しました。 

市民に身近な市役所づ

くり 

○市ホームページについては多言語化の対応とともに、平成

２６年度に導入したコンテンツマネジメントシステムの特

性を生かし、迅速かつ効率的な運用を促進し、サイトの充

実に取り組みました。 

○広報紙の戸別配布希望者に対して配布を開始するなど、

様々な媒体を活用した広報事業の充実に努めました。 

○また、マイナンバー法への対応など基盤整備を実施し、今

後新たに可能となる各種手続きのオンライン化、簡素化の

実現に向けて取り組みました。 

○市職員による一般相談業務に加え、弁護士による法律相談

等の特別相談、消費生活相談員による専門相談を実施しま

した。 

健全で安定した財政運

営 

○新規の市債発行の抑制による市債残高の縮減、伊勢原市事

業公社の健全化、市税徴収事務の改善による徴収率の向上、

まちづくり市民ファンドの創設による寄附金の増収、ネー

ミングライツや自動販売機設置場所の貸し付け、企業有料

広告の導入による財源の確保、また財政調整基金の積み増

しなど、財政健全化に向けた取組を推進しました。 

市民に信頼される市政

の推進 

○定員管理計画に基づく人員配置の適正化や事務事業の見直

しを進めるとともに、実績評価制度の試行導入など、人材

の育成にも取り組むことで効果的、効率的な行政運営を推

進しました。 

○また、近隣市町村との公共施設相互利用の開始や市役所の

総合窓口設置によるワンストップサービスの充実など市民

サービスの向上に努めました。 
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（４）市民意識調査による市民ニーズの把握                    

 

【施策に対する意識調査の結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領域 施策番号 施策名 

Ａ ３６ 健全で安定した財政運営 

Ｃ ３５ 市民に身近な市役所づくり 

Ｄ 

３３ 市民や様々な団体との市民協働の推進 

３４ 多様なつながりで支える地域運営の推進 

３７ 市民に信頼される市政の推進 

 

 

 施策「35 市民に身近な市役所づくり」は、重要度は平均値よりも低いものの、満足

度は平均値よりも高い結果となっています。 

ここからは、本市の市政に関する情報の共有化や透明性の高い市役所づくり等の取組

が一定の評価を受けていると推察されます。 

施策「33 市民や様々な団体との市民協働の推進」、「34 多様なつながりで支える地

域運営の推進」は、満足度と重要度が共に平均値よりも低くなっています。 

生活意識の変化やライスタイル等の変化により、核家族化の進行や地域における人と

人とのつながりの希薄化が加速することが懸念されます。一方で、阪神・淡路大震災や

東日本大震災等の教訓から改めて地域の絆や力、つながりが見直され、地域コミュニテ

ィの重要さは一層増しています。 
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このため、市民の当該施策に対する関心度を高めるためにも、引き続き、地域のコミ

ュニティを活性化するとともに、多様な主体がつながり、支え合う環境づくりを進める

ことが必要であると考えられます。 

また、施策「37 市民に信頼される市政の推進」も満足度と重要度が共に平均値より

低くなっています。 

ここからは、社会環境や市民ニーズの変化などに柔軟に対応した確かな行政運営がで

きるまちをつくるための施策、取組の充実や見直しが求められているものと考えられま

す。 

その一方で、施策「36 健全で安定した財政運営」は、重要度が平均値より高く満足

度が平均値よりも低い優先的課題領域となっています。 

このため、新たな財源の確保や安定的な財政基盤の構築など、健全財政への取組を更

に進めていくことが必要であると考えられます。 
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（５）後期基本計画策定に向けた今後の視点                    

（１）から（４）までの分析を踏まえ、後期基本計画に向けた今後の視点を分野ごとに

次のとおりまとめます。 

分 野 今後の視点 

市民協働の推進 

○地域コミュニティを活性化するために、地域の様々な団

体、事業者と市が連携し、強いパートナーシップのもと

に行動する市民協働のまちづくりを推進することが必

要であると考えられます。 

○市民活動サポートセンターの運営方法について、まちづ

くりの担い手となる市民活動団体の育成のためにも、市

民主体による運営に向けて取組を進めることが必要で

あると考えられます。 

○また、施設のあり方について、公共施設等総合管理計画

に基づき、検討を進めることが必要であると考えられま

す。 

地域運営の推進 

○地域の力が発揮できるまちづくりに向けて、自治会活動

や地域コミュニティづくりの支援を行い、自治会や市民

団体との協働を促進する施策を引き続き推進すること

が必要であると考えられます。 

○また、長期的視野に立ち、地域住民自らが地域課題を解

決していくための仕組や組織連携などの活動基盤づく

りを推進し、自立した地域運営を行うコミュニティ形成

を目指すことが必要であると考えられます。 

○さらに、地域住民の自主的な活動の場であるコミュニテ

ィセンターについて、公共施設等総合管理計画に基づ

き、施設のあり方、維持管理、運営方法等、多角的な視

点から検討を進める必要があると考えらえます。 

市民に身近な市役所づく

り 

○市政情報の発信については、きめ細かい行政情報をタイ

ムリーに提供するため、情報提供手法の充実やパブリシ

ティ態勢の強化など、広報活動の充実を図っていくこと

が必要であると考えられます。 

○また、マイナンバー制度を活用した証明書のコンビニ交

付実施など、ＩＣＴ技術の活用による市民サービスの向

上に向けて取り組むことが必要であると考えられます。 

○併せて、複雑化するサイバーテロへの対応など、ＩＣＴ

技術を安全に活用するため、情報セキュリティの向上に

取り組むことが必要であると考えられます。 

○さらに、市民にとって身近で利用しやすい市役所に向け

て、市民相談体制の維持充実を図るとともに、プッシュ

型情報発信の検討など、市が保有する情報を有効に活用

する取組を推進する必要があると考えられます。 
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分 野 今後の視点 

健全で安定した財政運営 

○本格的な少子高齢社会の進行や地方分権社会の進展に

伴い、拡大・多様化する行政サービスの需要に持続的に

今後も対応していくため、健全で安定した財政の基盤を

構築するための取組が必要であると考えられます。 

○また、徴収率の向上や新たな財源確保など、第四次行財

政改革推進計画に掲げられている取組を着実に推進す

ることが必要であると考えられます。 

○さらに、健全財政の推進と市民サービスの継続性に配慮

した公共施設の管理の実現に向け、公共施設等総合管理

計画の取組の具現化を図ることが必要であると考えら

れます。 

 

効果的・効率的な市政運営 

○様々な課題に柔軟に対応できる行政組織を構築するた

め、引き続き、職員数の適正化や人材育成を進めるとと

もに、事務事業の見直しや総合窓口システムの導入によ

るワンストップ窓口の充実強化など、効率的な行政運営

を推進することが必要であると考えられます。 

○また、市民サービスの向上につながる公共施設の相互利

用など、スケールメリットを生かした広域的な連携に向

けて、引き続き取り組むとともに、民間企業や大学等と

の連携の強化を図り、行政の枠を超えた発想や活力、学

識経験等を取り入れながら、協働してまちづくりを進め

ることが必要であると考えられます。 

○さらに、制度改正や社会情勢等の環境変化に柔軟に対応

するため、組織全体で情報を共有し、有効活用できる組

織体制を構築していくことが必要であると考えられま

す。 
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（６）政策分野における関係法令                         

 

関係法令 備 考 

地方自治法（再掲） 

（平成２６年改正） 

・認可地縁団体が所有する不動

産に係る登記の特例を創設 

行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律 

（平成２７年） 

・マイナンバー利用事務の拡充 

 

住民基本台帳法 
 

 

戸籍法 
 

 

地方財政法 

（平成２８年） 

・地方債の協議不要対象団体の

要件を緩和 

・退職手当債特例期限の延長 

・地方税法の改正に伴う特例措

置 

国税徴収法 
 

 

地方税法 

・各年度の税制改正に応じた改

正 

 

下水道法（再掲） 

（平成２７年） 

・雨水排除に特化した「雨水公

共下水道」を創設 

・下水道の維持修繕基準を創設 

・下水道事業の執行体制の支援

策の充実 
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（７）政策分野における主な個別計画・指針                    

 

計画・指針の名称 現行計画期間 次期計画期間 所管部署 

伊勢原市市民参加推進指針 
平成１７年度 

 
 

市民生活部 

 市政への参加機会の制度的保証、行政内部の体制・基盤づくり、パートナーシッ

プによるまちづくりへの展開を目的として、市民参加の仕組みや取組を定めた指針

です。 

伊勢原市市民活動促進指針 
平成１９年度 

 
 

市民生活部 

 市民活動をいっそう活発化し、市民と市の協働を推進していくことを目的に、基

本的な考え方や進むべき方向性を定めた指針です。 

伊勢原市人材育成基本方針 
平成２０年度 

 
 

総務部 

 経営感覚をもって様々な課題にチャレンジし、市民と協働でまちづくりに取り組

む人材の育成をめざし、職員の能力開発を推進していくための考え方や方向性を定

めた方針です。 

伊勢原市定員管理計画 
平成２５年度 

～平成２９年度 
 

総務部 

 無駄のない効率的・効果的な行政運営を実現するため、計画的に職員数を管理し、

執行体制を整えるための計画です。 

財団法人伊勢原市事業公社経営健

全化計画 

平成２４年度 

～平成３７年度 
 

総務部 

 公益法人制度改革への対応や円滑な公社資金の調達を推進することを目的に、事

業公社へ建設委託した施設の計画的な買取りなど、経営安定化を図るために策定し

た計画です。 

伊勢原市第四次行財政改革推進計

画 

平成２６年度 

～平成２９年度 
 

企画部 

 行財政改革を不断の取組とし、市民協働の推進や効率的で効果的な行政経営を推

進するために、行財政運営全般の改革を促進する計画です。 

公共施設等総合管理計画 
平成２８年度 

 

 
企画部 

  健全財政の推進及び市民サービスの継続性に配慮した公共施設の管理の実現を

目的に、公共施設等のマネジメントの基本方針や取組スケジュールなどを定めた計

画です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 参考資料 
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（１） 今後予定されている主な制度改正と事業等 

後期基本計画期間中に予定されている主な制度改正や事業等をまとめました。 

【表１７】 

 

 

表１７ 今後予定されている主な制度改正と事業等 

時期 事業等 

平成３０（2018）

年（度） 

 

・国民健康保険の運営を都道府県へ移行 

・利用範囲を拡大するマイナンバー改正法施行 

・伊勢原市東部第二地区企業立地開始 

・伊勢原北インターチェンジ（仮称）開設 

・伊勢原市第５次総合計画後期基本計画スタート 

 

平成３１（2019）

年（度） 

 

・ラグビーワールドカップ日本大会開催 

平成３２（2020）

年（度） 

 

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催 

・新東名高速道路全線開通 

・訪日外国人旅行者を年間４千万人に（国目標） 

※2015 年実績：約２千万人 

・小学校高学年の英語正式教科化 

 

平成３３（2021）

年（度） 

 

・市制施行５０周年 

平成３４（2022）

年（度） 

 

・伊勢原市第 5 次総合計画 最終年度 

  出典：伊勢原市経営企画課 
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（２） まちづくり市民意識調査結果 

市内在住の１８歳以上の男女３，０００人を対象に実施した、「平成２７年度伊勢原

市まちづくり市民意識調査」の結果をまとめました。 

 

ア 満足度及び重要度の上位及び下位１０項目 

「伊勢原市第５次総合計画 前期基本計画」に計上する 37 本の施策について、そ

れぞれ満足度および重要度を聞きました。 

満足度及び重要度の評価点の上位及び下位の１０項目は表１８・１９のとおりです。 
 

表１８ 満足度評価点の上位10項目及び下位各10項目 

順位 上位項目 
満足度 

評価点 
順位 下位項目 

満足度 

評価点 

１位 安心できる地域医療体制の充実 0.96 37位 交流がひろがる拠点の形成 -0.31 

２位 迅速で適切な消防・救急体制の充実 0.80 36位 地域の個性あふれるまちづくりの推進 -0.20 

３位 歴史・文化遺産の継承 0.58 35位 地域を支える商業・工業の振興 -0.10 

４位 多様な働き方が選択できる保育の充実 0.52 34位 健全で安定した財政運営 0.03 

５位 安全で快適な教育環境の整備 0.52 33位 被害を最小限に抑える減災対策の推進 0.12 

６位 伊勢原ならではの観光魅力づくり 0.48 32位 バリアフリー対策の推進 0.17 

７位 障害者の地域生活支援の充実 0.45 

31位 
地域とつながる都市農業・森林づくり

の推進／ 

移動しやすい交通対策の推進 

0.21 

８位 みんなで取り組む地域防災力の強化 0.44 

９位 市民に身近な市役所づくり 0.44 29位 互いに尊重し合うまちづくりの推進 0.22 

10位 いせはらシティセールスの推進 0.42 28位 
公共施設の効率的な活用と維持管理・

保全の推進 
0.24 

※数値の表記は都合上小数点第２位までであるが、順位づけは小数点第５位までみて行いました。上

記の場合、下位３１位の２項目は小数点第５位まで同率となっています。 

 

 

  

出典：伊勢原市「平成２７年度伊勢原市まちづくり市民意識調査結果報告書」 
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表１９ 重要度評価点の上位10項目及び下位各10項目 

順位 上位項目 
重要度 

評価点 
順位 下位項目 

重要度 

評価点 

１位 安心できる地域医療体制の充実 1.67 37位 市民や様々な団体との市民協働の推進 0.62 

２位 地域とともに取り組む防犯対策の推進 1.61 

35位 
学習成果を生かせる生涯学習の推進／地

域の個性あふれるまちづくりの推進 
0.65 

３位 いざという時の危機対応力の強化 1.60 

４位 被害を最小限に抑える減災対策の推進 1.58 34位 多様なつながりで支える地域運営の推進 0.69 

５位 みんなで取り組む地域防災力の強化 1.57 33位 いせはらシティセールスの推進 0.78 

６位 迅速で適切な消防・救急体制の充実 1.54 32位 歴史・文化遺産の継承 0.93 

７位 子育て家庭への支援の充実 1.48 31位 地域を支える商業・工業の振興 0.95 

８位 バリアフリー対策の推進 1.44 30位 市民に身近な市役所づくり 1.04 

９位 多様な働き方が選択できる保育の充実 1.42 29位 
地域特性を生かした新たな産業基盤の

創出 
1.05 

10位 きめ細やかな教育の推進 1.37 28位 
地域とつながる都市農業・森林づくりの

推進 
1.07 

 

 

 

 

 

 

  

出典：伊勢原市「平成２７年度伊勢原市まちづくり市民意識調査結果報告書」 
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イ 満足度と今後の重要度の相関図による分析 

「満足度」と「重要度」の評価点を用い、縦軸に重要度、横軸に満足度をとった相

関図では、満足度と重要度をマトリクス上に示すことで、各分野の位置付けを以下の

ように整理しました。 

 

満足度平均 

Ａ Ｂ 

Ｄ Ｃ 

低い 満足度 高い 

 

満足度と重要度の各々の平均を示す点から左上（Ａ）、右上（Ｂ）、右下（Ｃ）、左下（Ｄ）

の４方向に進むにしたがい、以下のような傾向を示しています。 

 

Ａ．重要度が高く満足度が低い（優先的課題領域） 

今後のまちづくりにおける重要度が高いが、満足度が相対的に低く、施策の重点化や抜

本的な見直しなども含め満足度を高める必要のある領域。 

 

Ｂ．重要度、満足度ともに高い（ニーズ充足領域） 

今後のまちづくりにおける重要度も満足度も高く、現時点での満足度の水準を維持して

いくことが必要な領域。 

 

Ｃ．重要度が低く満足度が高い（現状維持領域） 

今後のまちづくりにおける重要度は低いものの満足度が高く、満足度の水準を維持して

いくか、あるいは施策のあり方を含めて見直すべき必要のある領域。 

 

Ｄ．重要度、満足度ともに低い（選択的課題領域） 

今後のまちづくりにおける重要度も満足度も低く、施策の目的やニーズを再確認すると

ともに、施策のあり方や進め方そのものをあらためて見直す必要のある領域。 

  

重
要
度 

重要度平均 

高い 

低い 
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下図は、現状の評価と今後の重要度の相関図における37本の施策が位置する領域を示

しています。【図７８】 

図７８ 現状の評価と今後の重要度の相関図 

 

 

 

  
高
い 

 

重
要
度 

 
低
い 

A B 

D C 

満足度平均点 

0.32 

重要度平均点 

1.20 

低い  満足度  高い 

3 多様な連携による地域福祉の推進 1 自ら取り組む健康づくりの推進
6 子育て家庭への支援の充実 12 歴史・文化遺産の継承

15 被害を最小限に抑える減災対策の推進 22 いせはらシティセールスの推進
26 生活環境美化の推進 23 地域特性を生かした新たな産業基盤の創出
29 バリアフリー対策の推進 27 自然共生社会の構築
30 移動しやすい交通対策の推進 28 低炭素・循環型社会の構築
31 都市の機能を高める基盤施設整備の推進 35 市民に身近な市役所づくり
36 健全で安定した財政運営 11 学習成果を生かせる生涯学習の推進
2 安心できる地域医療体制の充実 18 互いに尊重し合うまちづくりの推進
4 高齢者の地域生活支援の充実 19 地域を支える商業・工業の振興
5 障害者の地域生活支援の充実 20 地域とつながる都市農業・森林づくりの推進
7 多様な働き方が選択できる保育の充実 24 交流がひろがる拠点の形成
8 次代を担う子ども・若者の育成支援の推進 25 地域の個性あふれるまちづくりの推進
9 きめ細やかな教育の推進 32 公共施設の効率的な活用と維持管理・保全の推進

10 安全で快適な教育環境の整備 33 市民や様々な団体との市民協働の推進
13 みんなで取り組む地域防災力の強化 34 多様なつながりで支える地域運営の推進
14 いざという時の危機対応力の強化 37 市民に信頼される市政の推進
16 地域とともに取り組む防犯対策の推進
17 迅速で適切な消防・救急体制の充実
21 伊勢原ならではの観光魅力づくり

A

B

C

D

出典：伊勢原市「平成２７年度伊勢原市まちづくり市民意識調査結果報告書」 
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ウ 前回調査結果（平成２１年度）との比較 

前期基本計画に計上する３７本の施策の満足度及び重要度について、平成２１年度

に実施した前回調査（いせはら２１プラン後期基本計画 優先施策７５本）との関連

を整理、数値の推移をまとめました。【表２０】 

 

表２０ いせはら２１プランにおける施策評価との比較  
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出典：伊勢原市「平成２７年度伊勢原市まちづくり市民意識調査結果報告書」 
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（３） 施策の内部評価結果 

第５次総合計画前期基本計画計上した３７本の施策に関し、施策を所掌する部長が、

指標の達成状況に関する評価や、取組手法の有効性評価、及び市民意識の反映状況に関

する評価等を行い、今後の施策の方向性を判定することを目的に実施した、施策の内部

評価について、評価結果をまとめました。【表２１・２２】 

 

表２１ 施策内部評価の集計結果 

 

 

 

 

 

  

■指標（施策の目標）の達成状況

誰もが明る
く暮らせる
まち

地域で助け合う
安全で安心な

まち

個性豊かで
活力ある
まち

住み続けたい快
適で魅力ある

まち

みんなで考
え行動する
まち

総数 割合

既に達成している（Ａ） 1 2 2 2 0 7 18.9%

順調に進捗している（Ｂ） 7 3 4 1 4 19 51.4%

遅れているが達成する見込
み（Ｃ）

0 0 0 0 0 0 0.0%

遅れており達成が見込まれ
ない（Ｄ）

4 1 0 5 1 11 29.7%

37 100%

■「目標とする状態」に向けた取組手法の有効性

誰もが明る
く暮らせる
まち

地域で助け合う
安全で安心な

まち

個性豊かで
活力ある
まち

住み続けたい快
適で魅力ある

まち

みんなで考
え行動する
まち

総数 割合

高い（Ａ） 7 5 5 5 4 26 70.3%

普通（Ｂ） 5 1 1 3 1 11 29.7%

低い（Ｃ） 0 0 0 0 0 0 0.0%

37 100%

■市民意識の反映

誰もが明る
く暮らせる
まち

地域で助け合う
安全で安心な

まち

個性豊かで
活力ある
まち

住み続けたい快
適で魅力ある

まち

みんなで考
え行動する
まち

総数 割合

反映している（Ａ） 4 4 0 0 1 9 24.3%

概ね反映している（Ｂ） 8 1 4 7 2 22 59.5%

反映できていない（Ｃ） 0 1 2 1 2 6 16.2%

施策３７本

施策３７本

区分

まちづくり目標 合計

区分

まちづくり目標 合計

施策３７本

区分

まちづくり目標 合計
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■取組の方向性

誰もが明る
く暮らせる
まち

地域で助け合う
安全で安心な
まち

個性豊かで
活力ある
まち

住み続けたい快
適で魅力ある
まち

みんなで考
え行動する
まち

総数 割合

拡大して実施 5 4 4 4 2 19 51.4%

継続実施 7 2 2 4 3 18 48.6%

縮小して実施 0 0 0 0 0 0 0.0%

抜本的見直し 0 0 0 0 0 0 0.0%

37 100%

■施策の方向性

誰もが明る
く暮らせる
まち

地域で助け合う
安全で安心な
まち

個性豊かで
活力ある
まち

住み続けたい快
適で魅力ある
まち

みんなで考
え行動する
まち

総数 割合

継続 10 5 6 8 5 34 91.9%

見直し 2 1 0 0 0 3 8.1%

区分

まちづくり目標 合計

施策３７本

区分

まちづくり目標 合計

施策３７本

出典：伊勢原市経営企画課 
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表２２ 施策内部評価結果の一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■誰もが明るく暮らせるまち

施策
番号

施策名 施策担当部
指標（施策の
目標）の達成

度評価

「目標とする
状態」に向け
た取組手法の

有効性

市民意識の反
映

取組の方向性 施策の方向性

1 自ら取り組む健康づくりの推進
保健福祉部、保健福祉部医療
制度改革担当、教育部

Ｂ Ａ Ｂ 拡大して実施 見直し

2 安心できる地域医療体制の充実 保健福祉部 Ａ Ａ Ａ 継続実施 継続

3 多様な連携による地域福祉の推進 保健福祉部 Ｄ Ｂ Ｂ 継続実施 継続

4 高齢者の地域生活支援の充実 保健福祉部 Ｄ Ａ Ａ 拡大して実施 継続

5 障害者の地域生活支援の充実 保健福祉部 Ｂ Ａ Ａ 継続実施 継続

6 子育て家庭への支援の充実 子ども部 Ｂ Ｂ Ｂ 拡大して実施 見直し

7
多様な働き方が選択できる保育の
充実

子ども部 Ｄ Ｂ Ｂ 拡大して実施 継続

8
次代を担う子ども・若者の育成支援
の推進

子ども部 Ｄ Ｂ Ｂ 継続実施 継続

9 きめ細やかな教育の推進 教育部学校教育担当、教育部 Ｂ Ａ Ｂ 拡大して実施 継続

10 安全で快適な教育環境の整備 教育部、教育部学校教育担当 Ｂ Ａ Ｂ 継続実施 継続

11
学習成果を生かせる生涯学習の推
進

教育部 Ｂ Ｂ Ｂ 継続実施 継続

12 歴史・文化遺産の継承 教育部歴史文化推進担当 Ｂ Ａ Ａ 継続実施 継続

■地域で助けあう安全で安心なまち

施策
番号

施策名 施策担当部
指標（施策の
目標）の達成

度評価

「目標とする
状態」に向け
た取組手法の

有効性

市民意識の反
映

取組の方向性 施策の方向性

13
みんなで取り組む地域防災力の強
化

企画部防災担当、保健福祉部 Ａ Ａ Ａ 継続実施 継続

14 いざという時の危機対応力の強化
企画部防災担当、市民生活
部、都市部

Ｂ Ａ Ａ 拡大して実施 継続

15
被害を最小限に抑える減災対策の
推進

企画部防災担当、都市部、土
木部下水道担当

Ｄ Ａ Ｂ 拡大して実施 継続

16
地域とともに取り組む防犯対策の推
進

市民生活部 Ｂ Ａ Ａ 拡大して実施 継続

17
迅速で的確な消防・救急体制の充
実

消防本部 Ａ Ｂ Ａ 拡大して実施 見直し

18 互いに尊重し合うまちづくりの推進
市民生活部、保健福祉部、子ど
も部

Ｂ Ａ Ｃ 継続実施 継続
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■個性豊かで活力あるまち

施策
番号

施策名 施策担当部
指標（施策の目
標）の達成度評

価

「目標とする状
態」に向けた取
組手法の有効

性

市民意識の反
映

取組の方向性 施策の方向性

19 地域を支える商業・工業の振興 経済環境部 Ｂ Ｂ Ｃ 拡大して実施 継続

20
地域とつながる都市農業・森林づく
りの推進

経済環境部農地利用担当、経
済環境部

Ｂ Ａ Ｂ 継続実施 継続

21 伊勢原ならではの観光魅力づくり 経済環境部 Ａ Ａ Ｂ 拡大して実施 継続

22 いせはらシティセールスの推進 企画部、総務部税務担当部長 Ａ Ａ Ｂ 拡大して実施 継続

23
地域特性を生かした新たな産業基
盤の創出

都市部市街地整備担当 Ｂ Ａ Ｂ 継続実施 継続

24 交流がひろがる拠点の形成 都市部市街地整備担当 Ｂ Ａ Ｃ 拡大して実施 継続

■住み続けたい快適で魅力あるまち

施策
番号

施策名 施策担当部
指標（施策の目
標）の達成度評

価

「目標とする状
態」に向けた取
組手法の有効

性

市民意識の反
映

取組の方向性 施策の方向性

25
地域の個性あふれるまちづくりの推
進

都市部、都市部市街地整備担
当

Ｄ Ｂ Ｃ 継続実施 継続

26 生活環境美化の推進 経済環境部、都市部 Ｂ Ａ Ｂ 継続実施 継続

27 自然共生社会の構築 経済環境部 Ａ Ａ Ｂ 継続実施 継続

28 低炭素・循環型社会の構築 経済環境部 Ｄ Ｂ Ｂ 拡大して実施 継続

29 バリアフリー対策の推進 土木部、都市部 Ｄ Ａ Ｂ 拡大して実施 継続

30 移動しやすい交通対策の推進 都市部、市民生活部 Ａ Ａ Ｂ 拡大して実施 継続

31
都市の機能を高める基盤施設整備
の推進

土木部、都市部国県事業推進
担当、土木部下水道担当

Ｄ Ａ Ｂ 継続実施 継続

32
公共施設の効率的な活用と維持管
理・保全の推進

企画部行財政改革担当、総務
部、都市部、土木部、土木部下
水道担当

Ｄ Ｂ Ｂ 拡大して実施 継続

■みんなで考え行動するまち

施策
番号

施策名 施策担当部
指標（施策の目
標）の達成度評

価

「目標とする状
態」に向けた取
組手法の有効

性

市民意識の反
映

取組の方向性 施策の方向性

33
市民や様々な団体との市民協働の
推進

市民生活部 Ｄ Ａ Ｃ 継続実施 継続

34
多様なつながりで支える地域運営
の推進

市民生活部 Ｂ Ａ Ｃ 継続実施 継続

35 市民に身近な市役所づくり 総務部、企画部、市民生活部 Ｂ Ｂ Ａ 拡大して実施 継続

36 健全で安定的した財政運営
企画部、企画部行財政改革担
当、総務部、総務部税務担当

Ｂ Ａ Ｂ 継続実施 継続

37 市民に信頼される市政の推進
総務部、企画部、企画部行財
政改革担当、市民生活部長、
土木部下水道担当

Ｂ Ａ Ｂ 拡大して実施 継続
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